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茨木市新型コロナウイルス対策本部設置要綱 

 

 

（目的） 

第１ 新型コロナウイルスについて、市民や関係団体への啓発等により、その

発生や２次感染を防止するとともに、患者や医療体制の確保や感染原因の究

明などを促進するため、庁内関係機関が相互に連絡調整を図り、総合的な対

策を推進することを目的として、茨木市新型コロナウイルス対策本部（以下

「対策本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２ 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 新型コロナウイルスに係る市民への情報提供及び周知に関する事項 

(2) 新型コロナウイルスに係る庁内及び関係機関との連携体制に関する事項 

(3) 新型コロナウイルスに係る感染予防及びまん延防止に関する事項 

(4) その他新型コロナウイルスに関連する事項 

（組織） 

第３ 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

２  本部長には市長を、副本部長には副市長及び危機管理監の職にある者をも

って充てる。 

３ 本部員は、別表に掲げる職にある者とする。 

４ 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することが

できる。 

５ 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を

求め、意見を聞くことができる。 

（運営） 

第４ 本部長は対策本部を招集し、これを主宰する。 

２  副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が

指名する副本部長がその職務を代理する。 

（対策本部の庶務） 

第５ 対策本部の庶務は、総務部危機管理課及び健康医療部健康づくり課が行

う。 

（雑則） 

第６ この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部

長が定める。 
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附 則 

この要綱は、令和２年２月19日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

 

 

別表  

教育長 総務部長 企画財政部長 市民文化部長 福祉部長 健康医療

部長 こども育成部長 産業環境部長 都市整備部長 建設部長 会計

管理者 教育総務部長 学校教育部長 議会事務局長 水道部長 消防

長 
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設開館状況 

１． 令和２年 

施設名 
3/7 
～ 

3/20 

3/21 
～ 

3/31 

4/1 
～ 

4/6 

4/7 
～ 

5/10 

5/11 
～ 

5/15 

5/16 
～ 

5/22 

5/23 
～ 

5/31 

6/1 
～ 
９/3０ 

１０/1 
～ 

12/3 

12/4 
～ 

12/15 

12/16 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況    緊急 緊急 緊急      

庁舎・出張所 本庁・合同庁舎     △ △ △     

北辰出張所            

斎場            

福祉文化会館（オークシアター） × △ △ × × × ×     

市民総合センター（クリエイトセンター） × △ △ × × × ×     

教育センター            

消費生活センター            

市民活動センター × × × × × × ×     

男女共生センターローズ WAM × △ △ × × × ×     

生涯学習センターきらめき × × △ × × × ×     

保健 保健医療センター            

こども健康センター            

福祉 東保健福祉センター            

西保健福祉センター            

南保健福祉センター            

高齢者福祉 高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき × × × × × × ×     

福井多世代交流センター × × × × × × ×     

葦原多世代交流センター △ △ × × × × × △ △ △ △ 

沢池多世代交流センター △ △ × × × × ×     

西河原多世代交流センター △ △ × × × × × △ △ △ △ 

南茨木多世代交流センター △ △ × × × × ×     

いきいき交流広場 × × × × × × ×     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
3/7 
～ 

3/20 

3/21 
～ 

3/31 

4/1 
～ 

4/6 

4/7 
～ 

5/10 

5/11 
～ 

5/15 

5/16 
～ 

5/22 

5/23 
～ 

5/31 

6/1 
～ 
９/3０ 

１０/1 
～ 

12/3 

12/4 
～ 

12/15 

12/16 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況    緊急 緊急 緊急      

高齢者福祉 コミュニティデイハウス × × △ × × × ×     

街かどデイハウス × × △ × × × ×     

障害者（児）福祉 障害福祉センターハートフル △ △ △ △ △ △ △     

障害者就労支援センターかしの木園 ー ー ー ー ー ー ー     

障害者生活支援センターともしび園 ー ー ー ー ー ー ー     

あけぼの学園 ー ー ー ー ー ー ー △ △   

すくすく親子教室 ー ー ー ー ー ー ー     

子育て支援 子育て支援総合センター △ △ △ △ △ △ △     

子育てすこやかセンター △ △ △ △ △ △ △     

体育館 市民体育館 × × △ × × × × △ △   

福井市民体育館 × × △ × × × × △ △   

南市民体育館 × × △ × × × × △ △   

東市民体育館 × × △ × × × × △ △   

プール 西河原市民プール × × △ × × × × △ △   

中条市民プール        ×    

五十鈴市民プール × × △ × × × × △ △   

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

東雲運動広場グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

春日丘運動広場グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

若園運動広場グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

福井運動広場グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

桑原運動広場グラウンド △ △ △ × × × × △ △ △ △ 

桑原運動広場フットサル場 △ △ △ × × × × △ △ △ △ 

桑原ふれあい運動広場 △ △ △ × × × × △ △ △ △ 

中央公園北グラウンド            

中央公園南グラウンド    × × × ×     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
3/7 
～ 

3/20 

3/21 
～ 

3/31 

4/1 
～ 

4/6 

4/7 
～ 

5/10 

5/11 
～ 

5/15 

5/16 
～ 

5/22 

5/23 
～ 

5/31 

6/1 
～ 
９/3０ 

１０/1 
～ 

12/3 

12/4 
～ 

12/15 

12/16 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況    緊急 緊急 緊急      

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

島３号公園大グラウンド    × × × ×     

島３号公園小グラウンド    × × × ×     

西河原公園北グラウンド △ △ △ × × × × △ △ △ △ 

西河原公園南グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

若園公園グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

水尾公園グラウンド    × × × ×     

沢良宜公園グラウンド    × × × ×     

忍頂寺スポーツ公園グラウンド △ △ △ × × × × △ △   

東雲運動広場庭球場 × × × × × × × △ △   

春日丘運動広場庭球場 △ △ △ × × × × △ △   

福井運動広場庭球場 △ △ △ × × × × △ △   

桑原運動広場庭球場 △ △ △ × × × × △ △ △ △ 

若園公園庭球場 △ △ △ × × × × △ △   

西河原公園北庭球場 △ △ △ × × × × △ △ △ △ 

西河原公園南庭球場 △ △ △ × × × × △ △   

忍頂寺スポーツ公園庭球場 △ △ △ × × × × △ △   

郡山公園庭球場    × × × ×     

西河原公園屋内運動場 × × × × × × × △ △ △ △ 

春日丘運動広場弓道場    × × × ×     

IBALAB＠広場            

忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘 × × △ × × × ×     

コミュニティセンター 葦原コミュニティセンター × × △ × × × ×     

中津コミュニティセンター × × △ × × × ×     

庄栄コミュニティセンター  × × △ × × × ×     

水尾コミュニティセンター × × △ × × × ×     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
3/7 
～ 

3/20 

3/21 
～ 

3/31 

4/1 
～ 

4/6 

4/7 
～ 

5/10 

5/11 
～ 

5/15 

5/16 
～ 

5/22 

5/23 
～ 

5/31 

6/1 
～ 
９/3０ 

１０/1 
～ 

12/3 

12/4 
～ 

12/15 

12/16 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況    緊急 緊急 緊急      

コミュニティセンター 郡コミュニティセンター × × △ × × × ×     

西河原コミュニティセンター × × △ × × × ×     

穂積コミュニティセンター × × △ × × × ×     

畑田コミュニティセンター × × △ × × × ×     

東コミュニティセンター × × △ × × × ×     

豊川コミュニティセンター × × △ × × × ×     

彩都西コミュニティセンター × × △ × × × ×     

三島コミュニティセンター × × △ × × × ×     

大池コミュニティセンター × × △ × × × ×     

春日コミュニティセンター × × △ × × × ×     

東奈良コミュニティセンター × × △ × × × ×     

沢池コミュニティセンター × × △ × × × ×     

山手台コミュニティセンター × × △ × × × ×     

玉櫛コミュニティセンター × × △ × × × ×     

公民館 茨木公民館 × × △ × × × ×     

春日丘公民館 × × △ × × × ×     

中条公民館 × × △ × × × ×     

安威公民館 × × △ × × × ×     

玉島公民館 × × △ × × × × △ △   

福井公民館 × × △ × × × ×     

清溪公民館 × × △ × × × ×     

見山公民館 × × △ × × × ×     

石河公民館 × × △ × × × ×     

太田公民館 × × △ × × × ×     

太田公民館分室 × × △ × × × ×     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
3/7 
～ 

3/20 

3/21 
～ 

3/31 

4/1 
～ 

4/6 

4/7 
～ 

5/10 

5/11 
～ 

5/15 

5/16 
～ 

5/22 

5/23 
～ 

5/31 

6/1 
～ 
９/3０ 

１０/1 
～ 

12/3 

12/4 
～ 

12/15 

12/16 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況    緊急 緊急 緊急      

公民館 天王公民館 × × △ × × × ×     

郡山公民館 × × △ × × × ×     

耳原公民館 × × △ × × × ×     

白川公民館 × × △ × × × ×     

西公民館 × × △ × × × ×     

いのち・愛・ゆめセンター 豊川いのち・愛・ゆめセンター × × △ × × × ×     

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター × × △ × × × ×     

総持寺いのち・愛・ゆめセンター × × △ × × × ×     

文化施設 文化財資料館 × 

（3/2～） 
× × × × × ×     

キリシタン遺物史料館 × 

（3/2～） 
× × × × × ×     

川端康成文学館 ー × × × × × ×     

市立ギャラリー × × △ × × × ×     

青少年施設 上中条青少年センター × × △ × × × ×     

青少年野外活動センター   △ × × × × △ △   

図書館 中央図書館（富士正晴記念館含む） × 

（3/2～） 
× × × × × △     

中条図書館 × 

（3/2～） 
× × × × × △     

水尾図書館 × 

（3/2～） 
× × × × × △     

庄栄図書館 × 

（3/2～） 
× × × × × △     

穂積図書館 × 

（3/2～） 
× × × × × △     

プラネタリウム（天文観覧室） ー × × × × × ×     

里山センター（森の学び舎） × × △ × × × ×     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
3/7 
～ 

3/20 

3/21 
～ 

3/31 

4/1 
～ 

4/6 

4/7 
～ 

5/10 

5/11 
～ 

5/15 

5/16 
～ 

5/22 

5/23 
～ 

5/31 

6/1 
～ 
９/3０ 

１０/1 
～ 

12/3 

12/4 
～ 

12/15 

12/16 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況    緊急 緊急 緊急      

公園駐車場 彩都西公園            

彩都あかね公園            

彩都はなだ公園            

耳原公園            
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

２． 令和３年 

施設名 
1/1 

～ 

1/13 

1/14 

～ 

2/7 

2/8 

～ 

2/28 

3/1 

～ 

3/21 

3/22 

～ 

3/31 

4/1 

～ 

4/4 

4/5 

～ 

4/8 

4/9 

～ 

4/24 

4/25 

～ 

5/11 

5/12 

～ 

5/31 

6/1 

～ 

6/20 

6/21 

～ 

7/11 

7/12 

～ 

8/1 

8/2 

～ 

8/19 

8/20 

～ 

9/12 

9/13 

～ 

9/30 

10/1 

～ 

10/24 

10/25 

～ 

11/30 

12/1 

～ 

12/23 

12/24 

～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  緊急 緊急    まん延 まん延 緊急 緊急 緊急 まん延 まん延 緊急 緊急 緊急     

庁舎・出張所 本庁・合同庁舎         △ △ △          

北辰出張所                     

斎場                     

福祉文化会館（オークシアター）  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

市民総合センター（クリエイトセンター）  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

教育センター         × × ×          

消費生活センター                     

市民活動センター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

男女共生センターローズ WAM  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

生涯学習センターきらめき  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

保健 保健医療センター                     

こども健康センター                     

福祉 東保健福祉センター                     

西保健福祉センター                     

南保健福祉センター                     

高齢者福祉 高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき        × × × ×          

福井多世代交流センター        × × × ×          

葦原多世代交流センター △ △ △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ △     

沢池多世代交流センター        × × × ×          

西河原多世代交流センター △ △ △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ △     

南茨木多世代交流センター         × × × ×          

いきいき交流広場        × × × ×          

コミュニティデイハウス        × × × ×          

街かどデイハウス        × × × ×          



資料２ 

10 

 

△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 

～ 

1/13 

1/14 

～ 

2/7 

2/8 

～ 

2/28 

3/1 

～ 

3/21 

3/22 

～ 

3/31 

4/1 

～ 

4/4 

4/5 

～ 

4/8 

4/9 

～ 

4/24 

4/25 

～ 

5/11 

5/12 

～ 

5/31 

6/1 

～ 

6/20 

6/21 

～ 

7/11 

7/12 

～ 

8/1 

8/2 

～ 

8/19 

8/20 

～ 

9/12 

9/13 

～ 

9/30 

10/1 

～ 

10/24 

10/25 

～ 

11/30 

12/1 

～ 

12/23 

12/24 

～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  緊急 緊急    まん延 まん延 緊急 緊急 緊急 まん延 まん延 緊急 緊急 緊急     

障害者（児）福祉 障害福祉センターハートフル  △ △      △ △ △          

障害者就労支援センターかしの木園                     

障害者生活支援センターともしび園                     

あけぼの学園                     

すくすく親子教室                     

子育て支援 子育て支援総合センター         △ △ △   △ △      

子育てすこやかセンター         △ △ △   △ △      

体育館 市民体育館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

福井市民体育館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

南市民体育館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

東市民体育館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

プール 西河原市民プール         × × × △ △ △ △      

中条市民プール            × × × ×      

五十鈴市民プール         × × × △ △ △ △      

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

東雲運動広場グラウンド         × × ×          

春日丘運動広場グラウンド  △ △      × × × △  △ △ △     

若園運動広場グラウンド         × × ×          

福井運動広場グラウンド  △ △      × × × △  △ △ △     

桑原運動広場グラウンド △ △ △ △ △ △ △ △ × × ×          

桑原運動広場フットサル場 △ △ △ △ △ △ △ △ × × ×          

桑原ふれあい運動広場 △ △ △ △ △ △ △ △ × × ×          

中央公園北グラウンド  △ △      × × × △  △ △ △     

中央公園南グラウンド ○ △ △      × × × △  △ △ △     

島３号公園大グラウンド ○ △ △      × × × △  △ △ △     

島３号公園小グラウンド ○ △ △      × × × △  △ △ △     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 

～ 

1/13 

1/14 

～ 

2/7 

2/8 

～ 

2/28 

3/1 

～ 

3/21 

3/22 

～ 

3/31 

4/1 

～ 

4/4 

4/5 

～ 

4/8 

4/9 

～ 

4/24 

4/25 

～ 

5/11 

5/12 

～ 

5/31 

6/1 

～ 

6/20 

6/21 

～ 

7/11 

7/12 

～ 

8/1 

8/2 

～ 

8/19 

8/20 

～ 

9/12 

9/13 

～ 

9/30 

10/1 

～ 

10/24 

10/25 

～ 

11/30 

12/1 

～ 

12/23 

12/24 

～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  緊急 緊急    まん延 まん延 緊急 緊急 緊急 まん延 まん延 緊急 緊急 緊急     

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

西河原公園北グラウンド △ △ △ △ △ △ △ △ × × × △  △ △ △     

西河原公園南グラウンド         × × ×          

若園公園グラウンド         × × ×          

水尾公園グラウンド         × × ×          

沢良宜公園グラウンド         × × ×          

忍頂寺スポーツ公園グラウンド         × × ×          

東雲運動広場庭球場  △ △      × × ×   △ △ △     

春日丘運動広場庭球場  △ △      × × ×   △ △ △     

福井運動広場庭球場  △ △      × × ×   △ △ △     

桑原運動広場庭球場 △ △ △ △ △ △ △ △ × × ×          

若園公園庭球場         × × ×          

西河原公園北庭球場 △ △ △ △ △ △ △ △ × × ×   △ △ △     

西河原公園南庭球場         × × ×          

忍頂寺スポーツ公園庭球場         × × ×          

郡山公園庭球場         × × ×          

西河原公園屋内運動場 △ △ △ △ △ △ △ △ × × × △  △ △ △     

春日丘運動広場弓道場  △ △      × × ×   △ △ △     

IBALAB＠広場         △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘 
 

△ △ △ △ △ △ △ × × × ×         

コミュニティセンター 葦原コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

中津コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

庄栄コミュニティセンター   △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

水尾コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

郡コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

西河原コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 

～ 

1/13 

1/14 

～ 

2/7 

2/8 

～ 

2/28 

3/1 

～ 

3/21 

3/22 

～ 

3/31 

4/1 

～ 

4/4 

4/5 

～ 

4/8 

4/9 

～ 

4/24 

4/25 

～ 

5/11 

5/12 

～ 

5/31 

6/1 

～ 

6/20 

6/21 

～ 

7/11 

7/12 

～ 

8/1 

8/2 

～ 

8/19 

8/20 

～ 

9/12 

9/13 

～ 

9/30 

10/1 

～ 

10/24 

10/25 

～ 

11/30 

12/1 

～ 

12/23 

12/24 

～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  緊急 緊急    まん延 まん延 緊急 緊急 緊急 まん延 まん延 緊急 緊急 緊急     

コミュニティセンター 穂積コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

畑田コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

東コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

豊川コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

彩都西コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

三島コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

大池コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

春日コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

東奈良コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

沢池コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

山手台コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

玉櫛コミュニティセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

公民館 茨木公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

春日丘公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

中条公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

安威公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

玉島公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

福井公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

清溪公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

見山公民館  △ △     △ × × × △ △        

石河公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

太田公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

太田公民館分室  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

天王公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

郡山公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 

～ 

1/13 

1/14 

～ 

2/7 

2/8 

～ 

2/28 

3/1 

～ 

3/21 

3/22 

～ 

3/31 

4/1 

～ 

4/4 

4/5 

～ 

4/8 

4/9 

～ 

4/24 

4/25 

～ 

5/11 

5/12 

～ 

5/31 

6/1 

～ 

6/20 

6/21 

～ 

7/11 

7/12 

～ 

8/1 

8/2 

～ 

8/19 

8/20 

～ 

9/12 

9/13 

～ 

9/30 

10/1 

～ 

10/24 

10/25 

～ 

11/30 

12/1 

～ 

12/23 

12/24 

～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  緊急 緊急    まん延 まん延 緊急 緊急 緊急 まん延 まん延 緊急 緊急 緊急     

公民館 耳原公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

白川公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

西公民館  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

いのち・愛・ゆめセンター 豊川いのち・愛・ゆめセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

総持寺いのち・愛・ゆめセンター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

文化施設 文化財資料館         × × ×          

キリシタン遺物史料館         × × ×          

川端康成文学館         × × ×          

市立ギャラリー         × × ×          

青少年施設 上中条青少年センター  △ △     △ × × × △ △ △ △ △ △    

青少年野外活動センター        △ × × × △ △ △ △ △ △    

図書館 中央図書館（富士正晴記念館含む）         × × ×          

中条図書館         × × ×          

水尾図書館         × × ×          

庄栄図書館         × × ×          

穂積図書館         × × ×          

プラネタリウム（天文観覧室）          × △   △ △ △     

里山センター（森の学び舎） ×         × ×    △ △ △    

公園駐車場 彩都西公園         △ △ △          

彩都あかね公園         △ △ △          

彩都はなだ公園         △ △ △          

耳原公園         △ △ △          
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

３． 令和４年 

施設名 
1/1 
～ 
１/26 

1/27 
～ 

2/20 

2/21 
～ 

3/6 

3/7 
～ 

3/21 

3/22 
～ 

4/24 

4/25 
～ 

5/22 

5/23 
～ 
５/７ 

5/8 
～ 

7/11 

7/12 
～ 

7/27 

7/28 
～ 

8/27 

8/28 
～ 

9/14 

9/15 
～ 

10/11 

10/12 
～ 

11/8 

11/9 
～ 

12/26 

12/27 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  まん延 まん延 まん延            

庁舎・出張所 本庁・合同庁舎                

北辰出張所                

斎場                

福祉文化会館（オークシアター）                

市民総合センター（クリエイトセンター）                

教育センター                

消費生活センター                

市民活動センター                

男女共生センターローズ WAM                

生涯学習センターきらめき                

保健 保健医療センター                

こども健康センター                

福祉 東保健福祉センター                

西保健福祉センター                

南保健福祉センター                

高齢者福祉 高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき                

福井多世代交流センター                

葦原多世代交流センター                

沢池多世代交流センター                

西河原多世代交流センター                

南茨木多世代交流センター                

いきいき交流広場                

コミュニティデイハウス  ×              

街かどデイハウス  ×              
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 
～ 
１/26 

1/27 
～ 

2/20 

2/21 
～ 

3/6 

3/7 
～ 

3/21 

3/22 
～ 

4/24 

4/25 
～ 

5/22 

5/23 
～ 
５/７ 

5/8 
～ 

7/11 

7/12 
～ 

7/27 

7/28 
～ 

8/27 

8/28 
～ 

9/14 

9/15 
～ 

10/11 

10/12 
～ 

11/8 

11/9 
～ 

12/26 

12/27 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  まん延 まん延 まん延            

障害者（児）福祉 障害福祉センターハートフル                

障害者就労支援センターかしの木園                

障害者生活支援センターともしび園                

あけぼの学園                

すくすく親子教室                

子育て支援 子育て支援総合センター                

子育てすこやかセンター                

体育館 市民体育館                

福井市民体育館                

南市民体育館                

東市民体育館                

プール 西河原市民プール                

中条市民プール                

五十鈴市民プール                

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

東雲運動広場グラウンド                

春日丘運動広場グラウンド                

若園運動広場グラウンド                

福井運動広場グラウンド                

桑原運動広場グラウンド                

桑原運動広場フットサル場                

桑原ふれあい運動広場                

中央公園北グラウンド                

中央公園南グラウンド                

島３号公園大グラウンド                

島３号公園小グラウンド                
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 
～ 
１/26 

1/27 
～ 

2/20 

2/21 
～ 

3/6 

3/7 
～ 

3/21 

3/22 
～ 

4/24 

4/25 
～ 

5/22 

5/23 
～ 
５/７ 

5/8 
～ 

7/11 

7/12 
～ 

7/27 

7/28 
～ 

8/27 

8/28 
～ 

9/14 

9/15 
～ 

10/11 

10/12 
～ 

11/8 

11/9 
～ 

12/26 

12/27 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  まん延 まん延 まん延            

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

西河原公園北グラウンド                

西河原公園南グラウンド                

若園公園グラウンド                

水尾公園グラウンド                

沢良宜公園グラウンド                

忍頂寺スポーツ公園グラウンド                

東雲運動広場庭球場                

春日丘運動広場庭球場                

福井運動広場庭球場                

桑原運動広場庭球場                

若園公園庭球場                

西河原公園北庭球場                

西河原公園南庭球場                

忍頂寺スポーツ公園庭球場                

郡山公園庭球場                

西河原公園屋内運動場                

春日丘運動広場弓道場                

IBALAB＠広場 △ △ △ △ △ △          

忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘                

コミュニティセンター 葦原コミュニティセンター                

中津コミュニティセンター                

庄栄コミュニティセンター                 

水尾コミュニティセンター                

郡コミュニティセンター                

西河原コミュニティセンター                
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 
～ 
１/26 

1/27 
～ 

2/20 

2/21 
～ 

3/6 

3/7 
～ 

3/21 

3/22 
～ 

4/24 

4/25 
～ 

5/22 

5/23 
～ 
５/７ 

5/8 
～ 

7/11 

7/12 
～ 

7/27 

7/28 
～ 

8/27 

8/28 
～ 

9/14 

9/15 
～ 

10/11 

10/12 
～ 

11/8 

11/9 
～ 

12/26 

12/27 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  まん延 まん延 まん延            

コミュニティセンター 穂積コミュニティセンター                

畑田コミュニティセンター                

東コミュニティセンター                

豊川コミュニティセンター                

彩都西コミュニティセンター                

三島コミュニティセンター                

大池コミュニティセンター                

春日コミュニティセンター                

東奈良コミュニティセンター                

沢池コミュニティセンター                

山手台コミュニティセンター                

玉櫛コミュニティセンター                

公民館 茨木公民館                

春日丘公民館          △      

中条公民館                

安威公民館                

玉島公民館                

福井公民館 △  △             

清溪公民館                

見山公民館     △           

石河公民館                

太田公民館                

太田公民館分室                

天王公民館                

郡山公民館             △  △ 
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/1 
～ 
１/26 

1/27 
～ 

2/20 

2/21 
～ 

3/6 

3/7 
～ 

3/21 

3/22 
～ 

4/24 

4/25 
～ 

5/22 

5/23 
～ 
５/７ 

5/8 
～ 

7/11 

7/12 
～ 

7/27 

7/28 
～ 

8/27 

8/28 
～ 

9/14 

9/15 
～ 

10/11 

10/12 
～ 

11/8 

11/9 
～ 

12/26 

12/27 
～ 

12/31 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況  まん延 まん延 まん延            

公民館 耳原公民館                

白川公民館                

西公民館                

いのち・愛・ゆめセンター 豊川いのち・愛・ゆめセンター                

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター                

総持寺いのち・愛・ゆめセンター                

文化施設 文化財資料館                

キリシタン遺物史料館                

川端康成文学館                

市立ギャラリー                

青少年施設 上中条青少年センター                

青少年野外活動センター                

図書館 中央図書館（富士正晴記念館含む）                

中条図書館                

水尾図書館                

庄栄図書館                

穂積図書館                

プラネタリウム（天文観覧室）                

里山センター（森の学び舎）                

公園駐車場 彩都西公園                

彩都あかね公園                

彩都はなだ公園                

耳原公園                
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

４． 令和５年 

施設名 
1/１ 
～ 

1/31 

2/1 
～ 

3/12 

3/13 
～ 

5/7 

5/8 
～ 
 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況     

庁舎・出張所 本庁・合同庁舎     

北辰出張所     

斎場     

福祉文化会館（オークシアター）     

市民総合センター（クリエイトセンター）     

教育センター     

消費生活センター     

市民活動センター     

男女共生センターローズ WAM     

生涯学習センターきらめき     

保健 保健医療センター     

こども健康センター     

福祉 東保健福祉センター     

西保健福祉センター     

南保健福祉センター     

高齢者福祉 高齢者活動支援センターシニアプラザいばらき     

福井多世代交流センター     

葦原多世代交流センター     

沢池多世代交流センター     

西河原多世代交流センター     

南茨木多世代交流センター     

いきいき交流広場     

コミュニティデイハウス     

街かどデイハウス     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/１ 
～ 

1/31 

2/1 
～ 

3/12 

3/13 
～ 

5/7 

5/8 
～ 
 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況     

障害者（児）福祉 障害福祉センターハートフル     

障害者就労支援センターかしの木園     

障害者生活支援センターともしび園     

あけぼの学園     

すくすく親子教室     

子育て支援 子育て支援総合センター     

子育てすこやかセンター     

体育館 市民体育館     

福井市民体育館     

南市民体育館     

東市民体育館     

プール 西河原市民プール     

中条市民プール     

五十鈴市民プール     

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

東雲運動広場グラウンド     

春日丘運動広場グラウンド     

若園運動広場グラウンド     

福井運動広場グラウンド     

桑原運動広場グラウンド     

桑原運動広場フットサル場     

桑原ふれあい運動広場     

中央公園北グラウンド     

中央公園南グラウンド     

島３号公園大グラウンド     

島３号公園小グラウンド     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/１ 
～ 

1/31 

2/1 
～ 

3/12 

3/13 
～ 

5/7 

5/8 
～ 
 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況     

運動広場 

グラウンド 

庭球場等 

西河原公園北グラウンド     

西河原公園南グラウンド     

若園公園グラウンド     

水尾公園グラウンド     

沢良宜公園グラウンド     

忍頂寺スポーツ公園グラウンド     

東雲運動広場庭球場     

春日丘運動広場庭球場     

福井運動広場庭球場     

桑原運動広場庭球場     

若園公園庭球場     

西河原公園北庭球場     

西河原公園南庭球場     

忍頂寺スポーツ公園庭球場     

郡山公園庭球場     

西河原公園屋内運動場     

春日丘運動広場弓道場     

IBALAB＠広場     

忍頂寺スポーツ公園・竜王山荘     

コミュニティセンター 葦原コミュニティセンター     

中津コミュニティセンター     

庄栄コミュニティセンター      

水尾コミュニティセンター     

郡コミュニティセンター     

西河原コミュニティセンター     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/１ 
～ 

1/31 

2/1 
～ 

3/12 

3/13 
～ 

5/7 

5/8 
～ 
 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況     

コミュニティセンター 穂積コミュニティセンター     

畑田コミュニティセンター     

東コミュニティセンター     

豊川コミュニティセンター     

彩都西コミュニティセンター     

三島コミュニティセンター     

大池コミュニティセンター     

春日コミュニティセンター     

東奈良コミュニティセンター     

沢池コミュニティセンター     

山手台コミュニティセンター     

玉櫛コミュニティセンター     

公民館 茨木公民館     

春日丘公民館   △  

中条公民館     

安威公民館     

玉島公民館     

福井公民館     

清溪公民館     

見山公民館     

石河公民館     

太田公民館     

太田公民館分室     

天王公民館     

郡山公民館     
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△一部開館 ×閉館 ／営業予定なし 

施設名 
1/１ 
～ 

1/31 

2/1 
～ 

3/12 

3/13 
～ 

5/7 

5/8 
～ 
 

緊急事態宣言措置・まん延防止等措置状況     

公民館 耳原公民館     

白川公民館     

西公民館     

いのち・愛・ゆめセンター 豊川いのち・愛・ゆめセンター     

沢良宜いのち・愛・ゆめセンター     

総持寺いのち・愛・ゆめセンター     

文化施設 文化財資料館     

キリシタン遺物史料館     

川端康成文学館     

市立ギャラリー     

青少年施設 上中条青少年センター     

青少年野外活動センター     

図書館 中央図書館（富士正晴記念館含む）     

中条図書館     

水尾図書館     

庄栄図書館     

穂積図書館     

プラネタリウム（天文観覧室）     

里山センター（森の学び舎）     

公園駐車場 彩都西公園     

彩都あかね公園     

彩都はなだ公園     

耳原公園     

 



資料３ 

24 

 

新型コロナウイルス感染症支援対策 

１． 市民への給付事業 

NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 特別定額給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

市民生活を経済的に支援するため、特別定

額給付金を支給 

【支給額】１人当たり１０万円 

市 
国 

市 

令和２年４月２７日時点で

住民基本台帳に記録され

ている市民 

R2.5.8 

～R2.8.18 

１２７，２４５件 

 

【給付額】 

２８，２５０，４００千円 

【事務費】 

１７４，４３７千円 

 

【補正】 

＋２８，６５０，６００千円 

※国補助（１０/１０） 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、特措

法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最

大限削減する必要がある。」と示され、感染拡大

防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的

確に家計への支援を行うため、全国の自治体で

特別定額給付金として交付することが決定され

た。 

給付開始時に申請や問い合わせが殺到した。今回の給付金は、

その目的から、より迅速に給付する必要があったが、オンライン申

請者が少なかったことや、一定の期間に郵送申請が集中したこと

から、職員による応援も受けながら処理を行ったが、給付までに

一定の時間を要した。申請されていない方への勧奨を行い、給付

率は 99.56％となった。給付誤りもなく、概ね業務目的を達成で

きた。一定の期間は、申請サポート窓口を設置し、一人で申請が

困難な市民の支援を行った。 

  
人権・男

女共生課 

2 
子育て世帯への臨時特

別給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

いる子育て世帯の生活を支援する取組の一

つとして、児童手当（本則給付）を受給する

世帯（０歳～中学生のいる世帯）に対し、

「子育て世帯臨時特別給付金」を支給する

もの。 

【支給額】児童一人当たり１万円 

市 国 

令和２年４月分（３月分を

含む）の児童手当（本則

給付）の受給者 

Ｒ２．５．１８ 

～Ｒ３．３．３１ 

３６，６５７人 

３６６，５７０千円 

 

 

３７２，７５０千円 

※国補助(１０/１０） 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）の「生活に困っ

ている世帯や個人への支援」において、「子育て

世帯に関しては、児童手当（本則給付）を受給

する世帯に対し、その対象児童一人当たり１万

円を上乗せする臨時特別の給付金を支給す

る。」と示され、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けている子育て世帯を支援する観点か

ら、児童手当（本則給付）を受給する世帯（０歳

～中学生のいる世帯）に対し、令和２年度子育て

世帯への臨時特別給付金を支給することが決

定された。 

新型コロナウイルス感染症流行後初の国決定の給付金と市独

自事業の「児童扶養手当受給世帯への臨時給付金」と併行して

実施する必要があり、職員の勤務体制が別室勤務（二交代制）

や児童手当現況届の時期と重複する中、速やかに事業を開始し

給付する必要があったが、対象者が明確であったので、比較的ス

ムーズに給付することができたので、概ね事業目的を達成するこ

とができた。 

  
こども政

策課 

3 住居確保給付金 

就職活動をする方が住居を確保できるよう、

市から家主に対し家賃相当額を一定期間

支給するもの。支給期間中は、市の相談支

援員が就職に向けた支援を行う。 

【支給額】単身世帯３９，０００円、２人世帯４

７，０００円、３人以上世帯５１，０００円を上限

とする家賃相当額 

市 
福祉事務

所 

 

離職ややむを得ない休業

等により住居を失った又は

そのおそれがある 生活困

窮者であって、収入等が一

定水準以下の者 

 

Ｒ２．4．20 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

１９５件 

２８，０１０千円 

 

１０７件 

２３，１３７千円 

 

６１件 

１１，３６９千円 

※国補助（3/4） 

【当初】  ７８６千円 

【補正】＋２８，４２５千円  

 

 

１６，８９６千円 

 

 

３３，４４５千円 

休業等に伴う収入減少により、離職又は廃業に

は至っていないがこうした状況と同程度の状況

に至り、住居を失うおそれが生じている方への支

援を拡大するため、生活困窮者自立支援法施

行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）を一

部改正し、令和２年４月２０日から施行し、支給

の対象を拡大することが決定された。 

離職や収入減少等により、経済的に困窮し、生活を維持すること

ができなくなるおそれのある方に対して、住宅確保給付金を支給

することで、受給者の安定した住居環境の維持につながった。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、住宅確保給付金

等の申請が急増したことで、当初、支援現場は対応に追われたも

のの、徐々に落ち着つき、円滑に事業を進めることができた。 

実績等件数は

新型コロナウイ

ルス以外の案

件についても

計上していま

す。 

福祉総合

相談課 

4 生活福祉資金貸付 

新型コロナウイルス感染症の影響による休

業、失業等により収入が減少した世帯に対

し、生活費の貸付を行う。 

【緊急小口資金】 貸付上限：２０万円以内 

【総合支援資金】 貸付上限：（単身世帯）

月１５万円以内 （複数世帯）月２０万円以

内 貸付期間：原則３か月以内 

府 府 

新型コロナウイルス感染症

の影響による休業、失業等

により収入が減少した世

帯 

R2.3.25 

～R4.9.30 

貸付決定件数 

6，９９３件 

貸付決定金額 

３，１８２，９１０千円 

－ 

新型コロナウイルス感染症の発生による休業や

失業等により、一時的又は継続的に収入減少し

た世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度に

おける総合支援資金［生活支援費］及び福祉

資金［緊急小口資金］について特例措置を設け

た。 

休業・失業等により収入が減少した世帯に対する早急な貸付が

可能なため、対象者からの感謝の声が多く、事業目的は達成で

きたと考えている。 

開始からの中盤以降、貸付件数が激増した状況下では、初期に

比べ個々丁寧なアセスメントを行いづらくなったことが運営面の

課題と捉えている。 

  
地域福祉

課 

5 
母子父子寡婦福祉資金

貸付金 

ひとり親家庭及び寡婦等の経済的自立を

図るため（こどもの修学や就学支度、親自

身の技能習得など）に資金を貸し付ける制

度 

市 府 
母子家庭の母、父子家庭

の父、寡婦 など 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

１８件 

４０，８７７千円 

 

１０件 

２９，４６６千円 

 

１３件 

３０，３６６千円 

－ － － 

大阪府の貸付

制度（継続事

業）のため、

「－」表記とな

っているか所

があります。 

こども政

策課 

6 
児童扶養手当受給世帯

への臨時給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一

時的に就労収入が減少し、日常生活に支障

をきたしているひとり親（児童扶養手当受給

者）世帯を支援するため、臨時給付金を支

給するもの。 

【支給額】１世帯当たり５万円 

市 市 
令和２年４月分又は５月分

の児童扶養手当の受給者 

Ｒ２．５．１１ 

～Ｒ３．３．３１ 

１，８４０人 

９２，０００千円 

 

１００，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、より

厳しい経済状況にあるひとり親世帯の生活を支

援することを目的に、市独自事業で児童扶養手

当受給者に対し、臨時給付金を支給することが

決定された。 

「子育て世帯への臨時特別給付金」と併行して実施する必要が

あり、職員の勤務体制が別室勤務（二交代制）や児童手当現況

届の時期と重複する中、速やかに事業を開始し給付する必要が

あったが、、国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」よりも早く給付

することで、より厳しい経済状況にあるひとり親世帯の生活を支

援することができた。 

  
こども政

策課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

7 
就学援助受給世帯への

臨時給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一

時的に就労収入が減少し、日常生活に支障

をきたしている就学援助受給世帯を支援す

るため、臨時給付金を支給するもの。 

【支給額】一世帯当たり５万円 

市 市 

・令和２年３月～５月時点

の就学援助受給世帯 

・新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて、家計

が急変したことにより令和

２年度中に認定を受ける

世帯 

※児童扶養手当受給世

帯への臨時給付金の受給

対象世帯は対象外 

R2．5．8 

～R3．3．31 

１，４４７件 

７２，３５０千円 

 

【補正】 

+75,000千円 

※国補助(１０/１０） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、より

厳しい経済状況にある就学援助受給世帯の生

活を支援することを目的に、市独自事業で就学

援助受給世帯に対し、臨時給付金を支給するこ

とが決定された。 

対象者について、就学援助は「個人」単位で支給しているため、

「世帯」単位の対象者抽出や「児童扶養手当受給世帯への臨

時給付金」と二重支給にならないためのデータ確認に時間を要

したが、より厳しい経済状況にある就学受給世帯の生活を支援

することができた。 

 学務課 

8 
傷病手当金（国民健康

保険） 

新型コロナウイルス感染症の療養のために

就労することができず、給与等の全部又は

一部を受けとることができなくなった場合、

傷病手当金を支給する。 

【支給額】直近３か月間の一日当たり平均

給与収入の 2/3×日数(給与支給分は除

く) 

市 国 国民健康保険被保険者 

令和２年１月１日

から５年５月７日

の間に感染した

新型コロナウイル

ス感染症の療養

のために労務に

服することができ

ない期間（ただ

し、入院が継続す

る場合等は最長

１年６月まで）。 

 

[R2]    ５件 

    ３５６千円 

[R3]   ３２件 

１，５８２千円 

[R４]  １７３件 

  ５，８３４千円 

[R5]    ７件 

    ４３３千円 

(11/30時点) 

※国補助(10/10) 

[R2] 

【流用】３５６千円 

[R3] 

【当初】７９３千円 

【補正】＋２００千円 

【流用】＋６００千円 

[R4] 

【当初】３，９８４千円 

【補正】＋４，４７８千円 

[R5] 

【当初】１１，１３５千円 

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応

策―第２弾―」（令和２年３月１０日新型コロナ

ウイルス感染症対策本部決定）において、「国民

健康保険及び後期高齢者医療において、新型

コロナウイルス感染症に感染するなどした被用

者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支

給額全額について国が特例的な財政支援を行

う」とされた。 

国の通知に基づき、概ね順調に申請受付及び支給事務を行うこ

とができた。 

令和５年５月７

日までに感染

した被保険者

については、労

務に服すること

ができなくなっ

た日の翌日か

ら２年（時効）

は、申請受付

を継続する。 

保険年金

課 

9 
傷病手当金（後期高齢

者医療） 

給与等の支払いを受けている被保険者が

新型コロナウイルスに感染した場合又は発

熱等の症状があり当該感染症の感染が疑

われる場合において、労務に服することがで

きず、給与の全部又は一部を受けることがで

きなくなった場合、傷病手当金を支給する。 

【支給額】 

（直近の継続した３ヶ月間の給与収入の合

計額を就労日数で除した金額）×2/3×日

数（支給対象となる日数） 

市 

広域

連合 

国 
後期高齢者医療被保険

者 

令和２年１月１日

から５年５月７日

の間に感染した

新型コロナウイル

ス感染症の療養

のために労務に

服することができ

ない期間（ただ

し、入院が継続す

る場合等は最長

１年６月まで）。 

[R2]    ０件 

[R3]    １件 

[R４]    ９件 

[R5]    ２件 

(１１/３０時点) 

－ 

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応

策―第２弾―」（令和２年３月１０日新型コロナ

ウイルス感染症対策本部決定）において、「国民

健康保険及び後期高齢者医療において、新型

コロナウイルス感染症に感染するなどした被用

者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支

給額全額について国が特例的な財政支援を行

う」とされた。 

国の通知に基づき、概ね順調に申請受付及び支給事務を行うこ

とができた。 

令和５年５月７

日までに感染

した被保険者

については、労

務に服すること

ができなくなっ

た日の翌日か

ら２年（時効）

は、申請受付

を継続する。 

保険年金

課 

10 
再就職支援助成金の拡

充 

再就職のために国が指定する教育訓練給

付金対象講座を受講した失業中の市民に

対し、受講料の一部を助成する制度につい

て、令和２年７月以降、対象者及び助成額の

拡充を行うもの。 

【対象者】６５歳未満の失業中の市民 

（拡充部分）非正規労働者も対象 

【助成額】受講料の５０％かつ上限５万円 

（拡充部分）教育訓練給付金受給対象外

である場合は、国の教育訓練給付金相当額

を加算 

市 市 

６５歳未満の失業中の市

民で、国の教育訓練給付

金対象講座修了者 

令和２年７月以降は、非正

規労働者及び教育訓練給

付金を受給できない市民

についても対象とし、教育

訓練給付金相当額を加算 

Ｒ２．７．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

Ｒ２．７～Ｒ５．３     

６件 

４１７千円 

（うち拡充による支給

３件３４７千円） 

【Ｒ２年度】 

４，１４０千円 

(うち拡充分３，５９０千円) 

【Ｒ３年度】 

８００千円 

(うち拡充分４００千円)  

【Ｒ４年度】 

６００千円 

(うち拡充分４００千円)  

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた離

職者及び労働者への対応を目的として対象者

の追加を行うとともに、国の教育訓練給付金の

対象外の方への受講の機会を確保のため制度

の拡充を行った。 

令和２年度は拡充による対象者はなかったが、令和３年度、４年

度は拡充による支給件数が半数以上であり、事業目的は概ね達

成できた。 

令和５年度も

引き続き実施 

商工労政

課 

11 
ファミリー・サポート・セン

ター利用料補助 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学

校の臨時休業等による、経済的負担の軽減

と、こどもの安全が確保されるよう必要な支

援を行うことを目的とする。 

【支給額】相互援助活動を利用した場合

の、依頼会員から援助会員に支払われた謝

礼金の全額を補助上限６，４００円/日 

市 

国 

府 

市 

令和３年８月２６日から令

和４年３月３１日までの間

において、新型コロナウイ

ルス感染症対策に伴う小

学校の臨時休業等により、

ファミリー・サポート・センタ

ー事業を利用した場合の、

謝礼金相当額 

Ｒ２．３．２ 

～Ｒ2．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

2件 

２２千円 

 

８件 

１４６千円 

 

２件 

１４千円 

【当初】     ０千円 

【補正】３，４５６千円 

 

【当初】     ０千円 

【補正】＋６６６千円 

 

 

33３千円 

経済的負担の軽減を図り、こどもの安全が確保

されるよう必要な支援を実施した。 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等によ

り必要となった経済的負担の軽減と、日中のこどもの安全が確保

される居場所としての利用につながった。 

  
子育て支

援課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

12 

就労継続支援Ｂ型事業

利用者に対する就業支援

金 

社会参加の減少や工賃が減収となっている

就労継続支援Ｂ型事業利用者の生活を支

援するため、就業支援金を交付 

【支給額】１人当たり１万円 

市 市 

令和２年４月又は５月に就

労継続支援Ｂ型事業を利

用し、令和２年６月１日時

点においても同事業の利

用契約を行っている市民 

R2.6～R2.8 
４０６件 

４，０６０千円 

【補正】 

３，５００千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日中

活動や工賃に影響を被っている、就労継続支援

Ｂ型事業を利用する市民に対し、市が支援金を

給付することにより、対象者の生活支援を図ると

ともに、就業に対する意欲の下支えを図るため。 

対象者の生活支援、就労意欲向上につながった。   
障害福祉

課 

13 

自治会集会施設等にお

ける感染予防対策を講じ

る費用の補助 

自治会が管理運営する集会施設において、

新型コロナウイルス感染拡大を防止するた

めに必要な経費を補助 

【対象経費】手指消毒液、空気清浄機等の

購入に要する経費。 

換気扇等の整備に要する経費。 

【補助額】上限５万円 

市 市 

集会施設を有する自治会

で、１自治会当たり１集会

施設、複数ある場合は２集

会施設上限 

R2.6.12 

～R3.3.31 

１３８件 

６，５７６千円 

【当初】 

１１，０００千円 

【６月補正】 

＋１２，５００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、自治

会活動の中止や延期を余儀なくされるなか、各

自治会が新しい生活様式を取り入れ、日常の地

域コミュニティの活動を取り戻すことを目的に自

治会集会施設等整備事業補助制度を拡充した

ものである。 

補助制度の周知を積極的に行い、集会施設を有する自治会の

約６割が制度を活用した。活用事例は、手指消毒液などの消耗

品をはじめ、空気清浄機や換気扇の設置、リモート会議のための

備品整備などがあり、自治会活動の継続に繋がったと捉えてい

る。 

  

地域コミ

ュニティ

課 

14 

自治会集会施設等を有

しない自治会が感染予防

対策を講じる費用の補助 

集会施設を有しない自治会が、地域行事や

自治会活動を行うにあたり、新型コロナウイ

ルス感染拡大を防止するために必要な経費

を補助 

【対象経費】手指消毒液、ペーパータオル等

の購入に要する経費。(衛生用品等の消耗

品費に要する経費に限る） 

【補助額】１自治会上限２万円 

市 市 
集会施設を有しない自治

会 

R2.8.1 

～R3.3.31 

３５件 

５１２千円 

【当初】 

１１，０００千円 

【６月補正】 

＋１２，５００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、自治

会活動の中止や延期を余儀なくされるなか、各

自治会が新しい生活様式を取り入れ、日常の地

域コミュニティの活動を取り戻すことを目的に自

治会集会施設等整備事業補助制度を拡充した

ものである。 

公共施設の利用や会議の書面表決の活用、また、地域行事の中

止などにより、集会施設を有する自治会ほど制度の活用は見ら

れなかったが、手指消毒液や非接触型体温計などの消耗品の購

入に活用した自治会もあるなど、自治会活動の継続に繋がった

と捉えている。 

  

地域コミ

ュニティ

課 

15 

自治会集会施設等整備

事業補助の制限の一部

緩和 

自治会が管理運営する集会施設において、

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

必要な改修（２０万円以上）を行う場合にお

いて、５年を経過しない場合でも、補助金の

申請ができるよう制限を緩和。 

市 市 自治会 

R2.6.12 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

１０件 

７，３４０千円 

 

２件 

１，１９１千円 

 

０件 

 

毎年１１，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、自治

会活動の中止や延期を余儀なくされるなか、各

自治会が新しい生活様式を取り入れ、日常の地

域コミュニティの活動を取り戻すことを目的に自

治会集会施設等整備事業補助制度を拡充した

ものである。 

自治会にとって、新型コロナウイルス感染症への対応は、急な財

政負担となるため、補助金制度を緩和することで、空調設備の改

修や窓の設置などの対策を講じることができ、自治会活動の継

続に繋がったと捉えている。 

令和５年度より

修繕について

は、５年の制限

を廃止した。 

地域コミ

ュニティ

課 

16 

チャレンジいばらき補助金

（提案公募型公益活動

支援事業補助）の拡充 

新型コロナウイルス感染症による市民の不

安やストレス緩和の一助とすることを目的

に、市民活動団体等から、創意工夫した提

案を募集する。 

【支給額】 

テーマ設定型事業：上限２０万円 

自由テーマ型事業：上限２０万円 

連携型事業：上限３０万円（R4） 

市 市 

主たる活動拠点を市内に

有し、構成員の数が５人以

上の団体であることなど。 

R2.4.1 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

27件 

４，５６０千円 

 

34件 

５，２４５千円 

 

31件 

５，５７０千円 

 

６，０００千円 

 

 

７，０４０千円 

 

 

５，５００千円 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、感染

防止対策とともに、事業活動への支援を継続的

に実施することでポストコロナを見据えたものと

している。 

新型コロナ対策を評価基準に入れることにより、安全安心な形で

事業実施することができた。 

R４年度に関し

ては、予算流

用しておりま

す。 

共創推進

課 

17 
ひとり親世帯臨時特別給

付金 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子

育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親

家庭については、子育てに対する負担の増

加や収入の減少などにより特に大きな困難

が心身等に生じていることを踏まえ、こうした

世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特

別給付金を支給するもの。 

【支給額】 

１世帯５万円、及び第２子以降がいる場合 

１人当たり３万円 

（①、②のうち新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少した場合は、１世帯５

万円を加算） 

市 国 

①児童扶養手当受給世

帯（令和２年６月分の支給

世帯） 

②公的年金給付等受給に

より児童扶養手当の支給

を受けていない者（※所得

制限あり） 

③新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が

急変し、直近の収入が児

童扶養手当の対象となっ

た者 

Ｒ２．８．３ 

～Ｒ３．３．３１ 

３，８７０人 

２２７，９７０千円 

２９５，２２０千円 

※国補助(１０/１０） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て

と仕事を一人で担う低所得のひとり親家庭につ

いては、子育てに対する負担の増加や収入の減

少などにより特に大きな困難が心身等に生じて

いることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、

ひとり親世帯臨時特別給付金を支給することが

決定された。 

「子育て世帯への臨時特別給付金」及び市独自事業の「児童扶

養手当受給世帯への臨時給付金」と併行して実施する必要があ

り、職員の勤務体制が別室勤務（二交代制）や児童手当及び児

童扶養手当現況届の時期と重複する中、速やかに事業を開始し

給付する必要があったが、比較的スムーズに給付することができ

たので、より厳しい経済状況にあるひとり親世帯の生活を支援す

ることができた。 

  
こども政

策課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

18 
ＤＶ被害者等の民間シェ

ルター整備等に係る補助 

コロナ禍においてＤＶ相談が増加傾向となる

中、ＤＶ被害者等が安心して過ごせる環境を

整備するため、国の交付金を活用し、民間シ

ェルターにおけるＳＮＳを活用した相談やシェ

ルターの改修等に要する経費を補助 

【補助率】１０/１０ 

市 
国 

市 
民間シェルター 

R2.9.16 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

 

R5.4.1 

～R6.3.31 

１件 

３，３９４千円 

 

 

１件 

６，５６９千円 

 

１件 

７，６４８千円 

 

 

１件 

 

 

 

【補正】＋３，８３９千円 

※国補助（１０/１０） 

 

【当初】６，５６９千円 

※国補助（１０/１０） 

 

【当初】７，６４１千円 

【流用】   １０２千円 

※国補助（１０/１０） 

 

【当初】     ０千円 

【流用】３，１７９千円 

※国補助（３/４） 

令和２年度から内閣府でパイロット事業が開始

されたことから、本市においても、多様な困難に

直面するＤＶ被害者等に対して、漏れなく、安全

な場所を一時的に確保しつつ、専門的・ニーズ

に沿った支援を、切れ目なく実施し、もって、地域

においてＤＶ被害者等が自立し、安心・安全に過

ごせるよう、地域社会におけるセーフティネット機

能の強化を図るため、補助制度を新設した。 

受入体制整備やメール・SNS相談等への補助を行ったことによ

り、公的な施設への入所が困難なケースへの対応や若年層の相

談にも対応することができ、ＤＶ被害者等の不安な状況を改善す

ることができた。 

  
人権・男

女共生課 

19 
高校三年生等の若者応

援給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響により、進

学・就職活動等で新たな負担が生じる世代

の若者を経済的に支援するため、本市に住

民票がある１８歳及び１９歳の若者に給付

金を支給するもの。 

【支給額】対象者１人当たり２万円 

市 市 

本市に住民票がある１８歳

及び１９歳（平成１３年４月

２日～平成１５年４月１日

生まれ）の若者 

 

Ｒ３．1．8 

 ～Ｒ3．３．３１ 

５，５８３件 

１１５，５６７千円 

 

１２０,０００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、進学・

就職活動等で新たな負担が生じる世代の若者

を経済的に支援するため、本市に住民票がある

１８歳及び１９歳の若者に給付金を支給すること

とした。 

市単独事業であり、添付資料も限られていたため、申請は原則、

Ｌｏｇｏフォームによる方法としたことにより、申請開始から３日で４

割以上の申請があり、申請の約９９％が電子申請であったため、

コロナ禍にあって窓口が混雑することなく速やかに実施できた。 

  
こども政

策課 

20 

在宅生活を送る重度障

害者へのあんしん支援給

付金 

あんしん支援給付金を給付 

【支給額】１人当たり１万円 

【支給】手当受給口座１月２７日から順次振

込 

市 市 

令和２年１２月１日現在に

おいて国の法律に基づく

手当（特別児童扶養手

当、特別障害者手当、障

害児福祉手当又は経過的

福祉手当）を受給している

市民 

R3.1から順次

振込（申込不要） 

９６１件 

１０，２１０千円 

【補正】 

１０，４００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、外

出を控えるなど生活のしづらさを感じている在宅

の重度障害者等を支援するため。 

在宅の重度障害者等の生活の下支えとなった。   
障害福祉

課 

21 

在宅生活を送る要介護

者等へのあんしん支援給

付金 

長引く在宅生活において増加する光熱水費

等の生活費や、日常生活に必要となる買

物、理美容等に係る外出等を支援するた

め、在宅生活を送る要介護者・要支援者等

に対し、あんしん支援給付金を支給するも

の。 

【支給額】１人当たり１万円 

【申請期限】令和３年３月３１日まで（当日

消印有効） 

【支 給】令和３年２月１２日から順次振込 

市 市独自 

茨木市内に住民票がある

６５歳以上の在宅要介護・

要支援認定者、事業対象

者であること。（令和２年１

０月１日時点）ただし、申

請時において死亡・転出し

ている者、又は在宅重度

障害者へのあんしん支援

給付金の対象者は除く。 

申請期間 

Ｒ３．１．２２ 

 ～Ｒ３．３．３１ 

（当日消印有効） 

９，４９９件 

９４，９９０千円 

 

組戻手数料 

８８千円 

委託料 

３４，１２２千円 

給付金 

１１２，０００千円 

※国補助（１０/１０） 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、特措

法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最

大限削減する必要がある。」と示され、全国の自

治体で特別定額給付金として交付することが決

定された。 

未申請者に対し、電話勧奨を実施。給付金対象者の９割以上か

ら申請があり、生活支援の一助となった。 
  

長寿介護

課 

22 

低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支

援特別給付金（ひとり親

世帯分） 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

し、厳しい経済状況にあるひとり親の子育て

世帯への生活を支援するため、臨時特別給

付金を支給するもの。 

【支給額】児童一人当たり５万円 

市 国 

 

①児童扶養手当受給世

帯（令和３年４月分の支給

世帯） 

②公的年金給付等受給に

より児童扶養手当の支給

を受けていない者（※所得

制限あり） 

③新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が

急変し、直近の収入が児

童扶養手当の対象となっ

た者 

Ｒ３．５．６ 

～Ｒ４．３．３１ 

３，１５８人 

１５７，９００千円 

 

 

１６７，３５０千円 

※国補助(１０/１０） 

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化

により、食費等の支出の増加が低所得のひとり

親世帯に与える影響を勘案し、経済的支援を行

うため子育て世帯生活支援特別給付金を支給

することが決定された。 

児童手当及び児童扶養手当現況届と並行してひとり親世帯以

外への給付金の新設の中、速やかに事業を開始する必要があっ

たが、比較的スムーズに給付することができたので、より厳しい経

済状況にあるひとり親世帯の生活を支援することができた。 

 

  
こども政

策課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

23 

低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支

援特別給付金（ひとり親

世帯以外分） 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

し、厳しい経済状況にあるひとり親の子育て

世帯への生活を支援するため、臨時特別給

付金を支給するもの。 

【支給額】児童一人当たり５万円 

市 国 

①児童手当又は特別児童

扶養手当受給世帯で令

和３年度分の市民税非課

税世帯（令和３年４月分の

支給世帯） 

②令和３年度分の市民税

が非課税である対象児童

の養育者 

③新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が

急変し、市民税非課税と

同水準にある対象児童の

養育者 

Ｒ３．６．１７ 

～Ｒ４．３．３１ 

２，２５３人 

１１２，６５０千円 

 

 

２５０，０００千円 

※国補助(１０/１０） 

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化

により、食費等の支出の増加が低所得のふたり

親世帯に与える影響を勘案し、経済的支援を行

うため子育て世帯生活支援特別給付金を支給

することが決定された。 

児童手当及び児童扶養手当現況届、そしてひとり親世帯への給

付金と並行して、速やかに事業を開始する必要があったが、比較

的スムーズに給付することができたので、より厳しい経済状況に

ある子育て世帯の生活を支援することができた。 

 

  
こども政

策課 

24 
重度障害者福祉タクシー

利用券の追加配付 

重度障害者福祉タクシー料金助成事業利

用者を対象に通常交付分１枚５００円（４枚

/月）に加え、接種場所までの移動分として、

利用券を追加で交付する。 

【支給額】利用券を８枚（４，０００円分） 

市 市 
重度障害者福祉タクシー

料金助成事業利用者 
R3.8～R4.3 

２，４２１件 

３，０００千円 

 

３，０００千円 

重度障害者への移動支援と経済的支援を行

い、円滑なワクチン接種を提供するため。 
重度障害者の円滑なワクチン接種につながった。   

障害福祉

課 

25 
高齢者福祉タクシー利用

券の追加交付 

高齢者福祉タクシー料金助成事業利用者

を対象に、ワクチン接種会場（場所）までの

移動分として、利用券を８枚（４，０００円分）

交付する。 

【支給額】利用券を８枚（４，０００円分） 

市 市 

令和３年４月１日から令和

４年３月３１日の期間に高

齢者福祉タクシー利用券

の交付決定を受けた者 

R3.6.1 

～R4.3.31 

４１，５９８件 

２０，７４８千円 

【当初】 

１９，２２５千円 

【補正】 

＋２，２００千円 

新型コロナウイルス感染症に罹患すると重症化

リスクのある高齢者に対するワクチン接種を促進

するため、高齢者への移動支援と経済的支援を

行った。 

外出自粛中でありながらも、１人当たりの利用枚数が約１３枚か

ら約２０枚と増加。ワクチン接種会場及び通院移動等に活用され

たと推察している。 

  
長寿介護

課 

26 

茨木市新型コロナウイル

ス感染症生活困窮者自

立支援金 

経済的な困窮状態にありながら、資金の貸

付がこれ以上利用できない世帯に対し、３か

月間の給付を行う。（収入要件・資産要件・

求職活動等要件あり） 

【支給月額】単身世帯：６万円 ２人世帯：８

万円 ３人以上世帯：１０万円 

市 市 

総合支援資金の貸付を利

用し終えた世帯、又は貸付

申請が不承認となった世

帯 

 

 

R3.7.12 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

 

1,120件 

８６，０４０千円 

 

796件 

６１，８２０千円 

 

 

【補正】 

１８０，３００千円 

 

【当初】 

１３１，５２０千円 

※国補助（10/10） 

緊急小口資金等の特例貸付などによる支援を

行ってきた中で、既に総合支援資金の再貸付が

終了するなどにより、貸付を利用できない世帯に

対して、就労による自立を図るため、また、それが

困難な場合には円滑に生活保護の受給へつな

げるために、支給することが決定された。「新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

の支給について」（令和３年６月１１日付社援発

０６１１第７号厚生労働省社会・援護局長通知） 

緊急小口資金の貸付等が利用できず、経済的に困窮し、生計維

持困難な世帯に対して、支援金を給付することで、就労活動等自

立に向けた取り組みが進んだ。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、生活困窮者自立

支援金等の申請が急増したことで、当初、支援現場は対応に追

われたものの、徐々に落ち着き、円滑に事業を進めることができ

た。 

  
福祉総合

相談課 

27 子育て世帯支援給付金 

分散登校や家庭保育への協力等の影響を

受ける子育て世帯を支援するため、中学生

までのこどもをもつ世帯に対し、子育て世帯

支援給付金を支給するもの。 

【支給額】こども一人当たり 1万円 

市 市 
０歳～中学生のこどもがい

る世帯 

Ｒ３．１０．５ 

～Ｒ４．３．３１ 

４０，５７９件 

４０５，７９０千円 

 

４１０，０００千円 

感染拡大により、小・中学校の分散登校を実施

したため、共働き世帯において登校日でない日

は仕事を休む等の対応が必要となり、子育て世

帯への負担が増加している。また、就学前施設

での感染拡大防止対策として、家庭保育の協力

を要請したことから、子育て世帯支援給付金を

支給することが決定された。 

児童手当及び児童扶養手当現況届、そしてひとり親世帯等への

給付金と並行して、速やかに事業を開始する必要があったが、よ

り厳しい経済状況にある子育て世帯の生活を支援することがで

きた。ロゴフォームを活用することで、市民の利便性の向上、速や

かな支給が実現した。 

  
こども政

策課 

28 
放課後等デイサービス等

利用料の補助 

小学校等の臨時休業・分散登校のため、放

課後等デイサービス等を利用した場合の費

用の補助 

【補助額】増加した自己負担分 

市 市 

小学校等の臨時休業・分

散登校のため、放課後等

デイサービス等を利用した

世帯 

 

R2.3.2～9.30 

 

 

 

R３.８.２６～９.３０ 

 

５３件 

２８２千円 

 

 

３０件 

１０２千円 

５６７千円 

※補助 

R２．３（国１０/１０） 

R２．４（国１/２府１/４） 

 

１６５千円 

※国補助（１０/１０） 

新型コロナウイルス感染症対策として小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校が一斉臨時

休業したことに伴う、放課後等デイサービスの利

用増加等によって生じたサービス利用に係る自

己負担額が増額した世帯の経済的な支援を図

ることを目的として補助することを決定した。 

ノウハウがないため準備に時間を要したが、該当世帯の経済的

な支援を行うことはできた。 
  

発達支援

課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

29 文化芸術活動支援補助 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り影響を受けている文化芸術活動の活性化

を図るため、市内公共施設で実施される不

特定多数を対象とした公演等に対し、施設

使用料等を補助 

【補助率】有料公演１０分の１０、無料公演２

分の１ 

【補助額】上限２０万円 

【対象施設】福祉文化会館、市民総合セン

ター、生涯学習センター、男女共生センター 

市 市 市内の芸術家・芸術団体 
R3.10.1 

～R4.3.31 

１５件 

１，０７５千円 

【R３.９月補正】 

7,200千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に

より、公演を開催しにくい状況にある市内の芸術

家・芸術団体の継続的活動に資するため、充分

な感染対策をしつつ市内で公演を開催すること

を支援するもの。また、市民においては、芸術公

演の鑑賞機会が減少している中、その機会を設

けることで、文化振興を図るとともに市民生活の

向上に寄与するために補助を実施するもの。 

補助金の制度を活用することで公演の実施に至った団体も多く、

当初の目的であった文化芸術活動の活性化に一定の役割を果

たすことができた。 

  
文化振興

課 

30 
文化芸術団体等公演再

開支援補助 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り影響を受けている市内の芸術家・芸術団

体の継続的活動を支援するため、感染症対

策を講じつつ、不特定多数を対象とした無

料の公演等に対し、文化振興財団が事業に

要する経費を補助 

【補助額】上限２００万円 

文化

振興

財団 

文化振興

財団独自 
市内の芸術家・芸術団体 

 

Ｒ３．１１．１   

～Ｒ4.3.31 

 

Ｒ４．４．１    

～Ｒ５．３．３１ 

 

５件 

１０，０００千円 

 

6件 

１０，３０５千円 

 

【R３.９月補正】 

１０，０００千円 

 

【当初】 

１２，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に

より、公演を開催しにくい状況にある市内の芸術

家・芸術団体の継続的活動に資するため、充分

な感染対策をしつつ市内で公演等を開催するこ

とを支援するもの。また、市民においては、芸術公

演の鑑賞機会が減少している中、その機会を設

けることで、文化振興を図るとともに市民生活の

向上に寄与するために補助を実施するもの。 

補助金の制度を活用することで公演の実施に至った団体も多く、

当初の目的であった文化芸術活動の活性化に一定の役割を果

たすことができた。 

申請期間 

Ｒ３．９．２７   

～R3.10.15 

 

Ｒ4.2.15   

～R4.3.18 

文化振興

課 

31 
文化芸術団体等活動発

展支援補助 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

り影響を受けている市内の芸術家・芸術団

体の新たな活動を支援するため、感染症対

策を講じつつ、不特定多数を対象とした公

演等に対し、文化振興財団が事業に要する

経費を補助 

【補助額】上限２０万円 

文化

振興

財団 

文化振興

財団独自 
市内の芸術家・芸術団体 

R4.4.1 

～R5.3.31 

６件 

１，１９８千円 

【当初】 

１，６００千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に

より、公演を開催しにくい状況にある市内の芸術

家・芸術団体の継続的活動に資するため、充分

な感染対策をしつつ市内で公演等を開催するこ

とを支援するもの。また、市民においては、芸術公

演の鑑賞機会が減少している中、その機会を設

けることで、文化振興を図るとともに市民生活の

向上に寄与するために補助を実施するもの。 

補助金の制度を活用することで公演の実施に至った団体も多く、

当初の目的であった文化芸術活動の活性化に一定の役割を果

たすことができた。 

申請期間

R4.2.15 

～R4.3.18 

 

文化振興

課 

32 
非課税世帯等に対する臨

時特別給付金 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

する中、速やかに生活・暮らしの支援を行う

ため、住民税非課税世帯に対し臨時特別給

付金を支給するもの。 

 

【支給額】１世帯当たり１０万円 

市 国 

①令和３年１２月１０日時点

で 

A.世帯全員の令和３年度住

民税均等割が非課税の世

帯 

B.Aのほか、コロナの影響で

家計が急変し、Ａの世帯と同

様の状況にあると認められ

る世帯（家計急変世帯) 

②令和４年６月１日時点で 

A.世帯全員の令和３年度住

民税均等割が非課税の世

帯 

Ｂ.Ａのほか、コロナの影響に

より家計が急変し、Ａの世帯

と同様の状況にあると認め

られる世帯（家計急変世帯) 

(ただし、既に①の給付を受

けた世帯又は当該世帯の世

帯主を含む世帯を除く) 

① R４.２.１ 

～R４.９.３０ 

 

② R４.６.２７ 

～R４.９.３０ 

 

 

２６，４３４件 

２，712，297千円 

 

３，３１０件 

332,75３千円 

 

 

【当初】 

３，６１０，３６７千円 

 

【補正】 

＋３５３，１８７千円 

 

※国補助(１０/１０） 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

（令和３年１１月１９日閣議決定）において「新型

コロナウイルス感染症の影響が⻑期化する中、

国⺠の⽣活は傷んでいる。雇⽤を守り、様々な困

難に直⾯した⽅々が、速やかに⽣活・暮らしの⽀

援を受けられることが重要である。」とされ、全国

の自治体で住⺠税⾮課税世帯に対して１世帯

当たり１０万円の現⾦をプッシュ型で給付するこ

とが決定された。 

非課税世帯等に対して給付金を支給することは、新型コロナ感

染症の影響下及び価格高騰下の厳しい経済状況にある市民生

活を支援するために有効であり、事業目的を達成したものと考え

る。 

支給事務にあたっては、ＣＦＴチームを結成し対応を行った。税関

係職員の支援を得ながら、ノウハウを積み重ね、回を追うごとに

迅速な事務執行が可能になった。 

国通知による事業開始から本市が給付金を支給するまで、準備

期間が短い中、迅速性が求められ、様々な工夫を行いながら事

業を推進する必要があった。 

  
地域福祉

課 

33 
電力・ガス・食料品等価

格高騰緊急支援給付金 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負

担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民

税非課税世帯等に対し、価格高騰緊急支

援給付金を支給するもの。 

 

【支給額】１世帯当たり５万円 

市 国 

令和４年９月３０日時点で 

①世帯全員の令和４年度

住民税が非課税の世帯 

②①の世帯と同様の事情

にあると認められる世帯

（家計急変世帯)(ただし、

既に①の給付を受けた世

帯又は当該世帯の世帯主

を含む世帯を除く) 

R４.１０.２４ 

～R５.１.３１ 

２７，２４１件 

１，３９９，６８２千円 

１，６３８，１７０千円 

※国補助(１０/１０） 

令和４年９月９日開催の「物価・賃金・生活総合

対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価

格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影

響が大きい低所得世帯に対して１世帯当たり５

万円をプッシュ型で支給する方針が示されたこ

とから、全国の自治体での給付が決定された。 

  
地域福祉

課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

34 

児童手当における特例給

付の所得要件に該当する

世帯への子育て世帯臨

時特別給付金 

新型コロナウイルス感染症が長期化しその

影響を受ける子育て世帯を支援するため、

高校生までのこどもをもつ世帯のうち児童

手当における特例給付の所得要件に該当

する世帯に対し、「子育て世帯への臨時特

別給付」を支給するもの。 

【支給額】こども一人当たり５万円 

市 市 

①児童手当における特例

給付受給世帯（令和３年９

月分の支給世帯） 

②児童手当受給者以外

で、１８歳までの児童を養

育し、児童手当における特

例給付の所得要件に該当

する者 

③令和３年１０月１日～令

和４年３月３１日までに出

生した児童の父母等のう

ち児童手当における特例

給付の所得要件に該当す

る者 

Ｒ４．２．７ 

～Ｒ４．５．２６ 

７，８２１人 

３９１，０５０千円 

 

４００，０００千円 

国が実施する子育て世帯臨時特別給付金は、

子育て世帯すべてを対象にするものではなく、所

得制限を設けており、所得制限限度額以上の者

は対象外となることから、地方創生臨時交付金

を活用して市独自で給付することが決定された。 

市独自の給付金であるが、全国的に同様の給付金が実施され、

市町村ごとで給付金額や対応が異なった。近隣市より茨木市は

支給額が少なかったため、多数のご意見を頂いた。 

ＣＦＴチームによる給付金の対応により、対象者抽出等の作業が

効率的に進めることができ、比較的スムーズに給付することがで

きたので、概ね事業目的が達成された。 

  
こども政

策課 

35 
ひとり親世帯等への子育

て世帯臨時特別給付金 

新型コロナウイルス感染症が長期化しその

影響を受ける子育て世帯を支援するため、

高校生までのこどもをもつ世帯に対し、「子

育て世帯への臨時特別給付」を支給するも

の。 

【支給額】こども一人当たり１0万円 

市 国 

①令和３年１０月支給分の

児童手当受給者 

②児童手当受給者以外で

１８歳までの児童を養育す

る者 

③高校生が入所している

障害児入所施設等の設置

者等 

④令和３年１０月１日～令

和４年３月３１日までに出

生した児童の父母等 

④基準日以降の離婚等に

よる養育者で、令和３年度

の国の臨時特別給付金を

受給していない者等 

Ｒ３．１２．６ 

～Ｒ４．５．２６ 

 

Ｒ４．３．１７ 

～Ｒ４．６．３ 

４１，７７１人 

４，１７７，１００千円 

 

１０４人 

１０，１７０千円 

４,１００，０００千円 

※国補助(１０/１０） 

【補正】 

＋２４０，０００千円 

新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響

が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、

我が国のこどもたちを力強く支援し、その未来を

拓く観点から、児童を養育している者の年収が９

６０万円以上の世帯を除き、臨時特別給付金を

支給することが決定された。 

給付金の発表から支給までの期限が短く、途中で政府の方針転

換により支給額が変更となったが、ＣＦＴチームで給付金の対応

ができたため、対象者抽出等の作業が効率的に進めることがで

き、遅滞なく支給することができ、概ね事業目的を達成できた。 

  
こども政

策課 

36 

令和４年４月１日生まれ

の新生児に対する子育て

世帯臨時特別給付金 

新型コロナウイルス感染症が長期化しその

影響を受ける子育て世帯を支援するため、

令和４年４月１日生まれのの新生児に対し、

「子育て世帯への臨時特別給付」を支給す

るもの。 

【支給額】こども一人当たり１０万円 

市 市独自 
令和４年４月１日生まれの

新生児の父母等 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ４．５．２６ 

６人 

６００千円 

 

９００千円 

国が示す本給付金の対象児童は、平成１５年４

月２日から令和４年３月３１日までに出生した児

童となっているが、同学年である令和４年４月１

日生まれの新生児が給付の対象とならない不

公平感が生じていることから、市独自で給付する

ことが決定された。 

同時に進行している給付金が複数あり、対応に苦慮していたが、

本給付金については、対象者が少なく、申請も滞りなく受付する

ことができたため、事業目的は概ね達成できた。 

  
こども政

策課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

37 

低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支

援特別給付金 

新型コロナウイルス感染症による影響が長

期化する中で、食費等の物価高騰等に直面

し、より厳しい経済状況にある子育て世帯の

生活を支援するため、児童扶養手当等を受

給する世帯等に対し、臨時特別給付金を支

給するもの。 

【支給額】児童一人当たり５万円 

市 国 

【ひとり親世帯】 

①児童扶養手当受給世

帯（令和４年４月分の支給

世帯） 

②公的年金給付等受給に

より児童扶養手当の支給

を受けていない者（※所得

制限あり） 

③新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が

急変し、児童扶養手当受

給者と同水準にある者 

【上記以外】 

①児童手当又は特別児童

扶養手当受給世帯で令

和４年度分の市民税非課

税世帯（令和４年４月分の

支給世帯） 

②令和４年度分の市民税

が非課税である対象児童

の養育者 

③新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて家計が

急変し、市民税非課税と

同水準にある対象児童の

養育者 

Ｒ４．６．９ 

～Ｒ５．３．３１ 

【ひとり親世帯】 

２,８５４人 

１４２,７００千円 

【上記以外】 

２,４３９人 

１２１,９５０千円 

【ひとり親世帯】 

１６５,０００千円 

※国補助(１０/１０） 

【上記以外】 

１２５,０００千円 

※国補助(１０/１０） 

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合

緊急対策」として、食費等の物価高騰等に直面

する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生

活支援特別給付金の支給が決定された。 

これまでの支給事務のノウハウにより速やかに支給することがで

き、概ね事業目的を達成できた。 
  

こども政

策課 

38 
ネット被害等拡大防止に

向けた啓発映像の作成 

若者や高齢者の消費者問題への関心を深

め、ネット被害等の未然・拡大防止を図るた

め、アニメや落語を取り入れた啓発映像を

制作するもの。 

府 

市 
市 茨木市民 

制作年度 

Ｒ２年度 
ー 

７，１１５千円 

※府補助（10/10） 

新型コロナウイルス感染拡大以前に、府交付金

を活用した啓発イベントの実施を検討していた

が、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、特措

法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最

大限削減する必要がある。」と示されたため、イ

ベントの開催に代わり、配信など、非接触型の啓

発に有効な映像を制作した。 

長期間に渡り感染拡大防止対策が求められる中、啓発映像は市

ホームページやＳＮＳ等による周知や動画共有プラットフォーム

（YouTube）での配信、ワクチン接種会場での放映など、様々な

機会を捉え、市民への情報提供、注意喚起に活用した。 

加えて、市内中学校など教育機関、高齢者施設へのデータ配布

など、ターゲットに直接必要な情報を届けることができた。 

以上から、コロナ禍において、新しい生活様式を踏まえた啓発を

実施し、ネット被害等の拡大防止に努めたことから、事業目的は

概ね達成できた。 

  
市民生活

相談課 

39 
社会人向け講座のオンデ

マンド配信 

新しい生活様式への対応を図り、多忙な社

会人の学習機会の充実を図るため、社会人

向け講座のオンデマンド配信を行う。 

市 市 社会人 R３．5～R4.3 

11本 

動画投稿本数等 

１，６５６千円 

 

【当初】 

１，７５５千円 

新しい生活様式への対応及び多忙な社会人の

学習機会の充実を図るため、社会人向け講座の

オンデマンド配信を行う。 

社会人向け講座のオンデマンド配信を行うことで、場所や時間に

問わず、自らが学びたい時に学べる機会を提供することができ

た。 

  
文化振興

課 

40 

生活困窮状態の予防等

に向けたくらし設計相談

の実施 

コロナ過における収入の減少や生活困窮、

将来への不安等の発生が懸念されるため、

生活と家計に関する相談を実施するもの 

市 市 市民 

Ｒ２．１０．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

３７件 

 

 

７１件 

 

 

６４件 

 

５２８千円 

 

 

１，０５６千円 

 

 

１，０５６千円 

内閣府・厚生労働省連名の事務連絡(令和２年

４月３日付け）により、相談・保護の継続的かつ

迅速な対応の要請があった。 

業務委託により新規事業実施。 

通常開設している相談事業に家計の相談を追加する形での実

施として事業目的は達成できた。 

ファイナンシャルプランナーの資格を持つ社会保険労務士が生活

上の経済面及び労働面の相談に対応し、生活困窮の予防及び

自立の促進を図った。 

相談件数は新

型コロナウイル

ス以外の案件

（電話・面接）

についても計

上しています。 

人権・男

女共生課 

41 
ひとり暮らし高齢者等へ

のマスクの配布 

新型コロナウイルス感染症の感染予防の取

り組みとして、７０歳以上のひとり暮らし高齢

者にマスクを配布する。 

【配布数】１人当たり１０枚（チャック付きポリ

袋に小分け） 

【封入物】マスクのほか、各種チラシ、相談

先などを封入 

市 市 

令和２年４月時点で７０歳

以上のひとり暮らし高齢

者：10,143人 

R2.5.28郵送 
１０，１４３件 

５，８５５千円 

消耗品費 

５，３６８千円 

通信運搬費 

２，００４千円 

新型コロナウイルス感染症の対応が長期化する

ことが予想されたことから、特に注意が必要な単

身高齢者、障害者に対して、感染予防の一助と

なるようサージカルマスクを送付した。また、生活

に関する不安の相談窓口案内や外出を控えて

いることからも「自宅でできる生活不活性予防」

チラシも同封した。 

感染予防対策としての配布については、同封の生活不活性予防

チラシなどへの反響とともにお礼の声が届くなど、事業目的を達

成できたと考えている。 

なお、対象外の市民からの問合せが多くあり、周知方法等につい

ては課題と捉えている。 

  
地域福祉

課 
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NO. 支援制度名 事業の目的及び概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

42 
民生委員へのマスクの配

布 

新型コロナウイルス感染症の感染予防の取

り組みとして、民生委員にマスクを配布する。 

【配布数】１人当たり５０枚（１箱） 

市 市 
令和２年６月時点の民生

委員・児童委員：381人 

R2.6.1～３にか

けて直接配付 

３８１件 

８１８千円 

消耗品費  

１，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

人と人との接触が最小限になる中、途切れない

見守り活動を行う民生委員を支援するため、民

生委員各自にマスクの配付を行った。 

各地区において工夫しつつ、活動をつづける民生委員に配付す

ることができた。 

感染拡大予防に留意した民生委員活動の一助となった。 

  
地域福祉

課 

43 
ウクライナ避難民への生

活支援金の支給 

ウクライナから避難された方に対し、国が支

援を表明していることに鑑み、本市に避難さ

れる方が、当面の間安心した生活を送ること

ができるよう、支援金を支給する。 

【支給額】１人当たり７２，０００円/月※ただ

し、同一世帯２人目以降は 48,000円/月 

市 市 
本市に避難されたウクライ

ナ避難民 

R4.6.21 

～R5.3.31 

 

 

２４０千円 

（１世帯２人×２

か月分） 

 

【補正】 

１，４４０千円 

 

 

ウクライナから避難された方に対し国が支援を

表明していることに鑑み、本市に避難される方

が、当面の間安心した生活を送ることができるよ

う、支援金を支給した。 

ウクライナからの避難民の受入にあたり、当面の間の生活費相当

分として支援金を支給することができた。 
  

地域福祉

課 

44 
養育費確保に向けた取

組の推進 

養育費の不払いにより更なるひとり親家庭

の困窮を防ぐため、養育費の取り決めに係

る公正証書等の作成経費や、民間保証会

社が養育費の債権回収を行う際の保証契

約に係る保証料を補助する。 

市 国 

児童扶養手当の支給を受

けている、又は同等の所得

水準にある者 

Ｒ３．１．４ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

１件 

２４千円 

 

１１件 

２２９千円 

 

７件 

１４９千円 

 

 

５５０千円 

※国補助(１/２） 

 

９６０千円 

※国補助(１/２） 

 

８５０千円 

※国補助(１/２） 

養育費が元の配偶者から支払われず、経済的

に困窮し、こどもの貧困につながる等の問題が

生じている中、コロナウイルス感染症の影響によ

り、さらに、ひとり親家庭の困窮が見込まれるた

め、養育費確保等支援事業の実施が決定され

た。 

養育費が元の配偶者から支払われず経済的に困窮しているひと

り親家庭に対し、市が補助金を交付することにより養育費を確実

に受け取る枠組みを整え、ひとり親等の養育費の取り決め内容

の継続した履行確保を図ることができた。 

  
こども政

策課 
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２． 相談事業 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 
弁護士による無料法律相

談 

相続、借金、離婚、借地、近隣トラブルに関す

る相談などを実施 

【実施日時】 

平日 毎週月・水・金曜日の 

午後１時～午後５時 

日曜日 毎月最終日曜日の 

午前９時～午後０時３０分 

市 市 
茨木市民又は本市に在

勤・在住のかた 

Ｒ２．３．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

R１   １２８件 

R2 １，６７１件 

R3 １，６７８件 

R4 １，９０４件  

ー 
新型コロナウイルス感染症が拡大する以前から

継続して実施 

新型コロナウイルス感染拡大以前は、対面のみの実施であった

が、感染拡大に伴い電話での実施を新たに開始し、相談機会の

確保に努めた。（５類移行後も引き続き実施）そのため、事業目

的は概ね達成できた。 

相談件数は新

型コロナウイル

ス感染症以外

の案件につい

ても計上してい

る。 

市民生活

相談課 

2 消費生活相談 

商品の購入やサービスの契約・解約等のト

ラブルに関する相談を実施 

【実施日時】 

平日 午前９時～午後４時３０分 

第２,４土曜（祝日除く） 午前９時～正午 

市 市 
茨木市民（本市在住含

む） 

Ｒ２．３.１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 R2 ２，６９４件 

（157件） 

R3 ２，４４２件 

（17件） 

R4 ２，５４８件

（０件）       

（  ） はうち   

コロナ関連相談 

ー 
新型コロナウイルス感染症が拡大する以前から

継続して実施 

新型コロナウイルス感染拡大以前から、電話やメールによる相談

対応を行っており、感染拡大の影響をほとんど受けることなく相

談を実施できた。そのため、事業目的は概ね達成できた。 

相談件数は新

型コロナウイル

ス感染症以外

の案件につい

ても計上してい

る。 

市民生活

相談課 

3 こころのケアセンター 

新型コロナウイルス感染症の拡大によって

生じたストレスや不安について、保健師、臨

床心理士等が相談を受ける。 

市 市独自 市民 
Ｒ２．４．１３ 

～Ｒ３．５．３１ 
１５０件 ー 

新型コロナウイルス感染症に関するコールセンタ

ーに、こころのケアセンターを併設するスタイルで

開設し、コールセンターに従事する保健師が電

話相談の対応にあたった。 

当初の４～９月はコロナ起因を区分せず集計したため、相談者の

悩みや不安等の把握が十分ではなかったが、相談への適切な対

応とともに、各種情報の周知に努めることができた。 

こころの健康

相談を始める

際に整理統合

した。 

健康づく

り課 

4 こころの相談室 

週１回で保健医療センターに相談者が来所

し、面談する方法で実施した。業務は委託で

行い、令和２年度末で終了した。 

市 市 市民 
Ｒ２．３．１ 

～Ｒ３．３．３１ 
１９件 ー 

コロナ禍以前から実施しており、医療法人への

委託業務の範囲で相談対応にあたった。 
コロナ禍以前からの相談者の継続的な相談対応となった。 

こころの健康

相談を始める

際に整理統合

した。 

健康づく

り課 

5 こころの健康相談 

社会状況の急激な変化による精神・心理面

で不調をきたした市民のこころのケアをする

ため、精神保健福祉士を雇用し、相談対応

を実施する。 

【対象】心理的な不安や身体の不調を抱え

る市民 

市 市 市民等 
Ｒ３．６．１ 

～Ｒ５．５．７ 
３４６件 

【Ｒ３】 

①精神保健福祉士

２，７１９千円 

※府補助(３/４） 

②その他の経費 

１，３７１千円 

※府補助(１/２） 

【Ｒ４】 

①精神保健福祉士

３，３４０千円 

※府補助(３/４） 

②その他の経費 

１，０６３千円 

※府補助(１/２） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、健康

問題にとどまらず、経済的・心理的に追い込まれ

自殺リスクの高まっている状況にある。こころのケ

アセンターやこころの相談室、心の健康相談の

業務を見直し、精神保健福祉士を雇用し、こころ

の健康相談に整理・統合することで支援の強化

を行った。 

精神保健福祉士を雇用し、類似の相談業務を整理しこころの健

康相談に見直したことで周知・啓発が進み、相談件数が増えたこ

とから、一定の効果があった。 

  
健康づく

り課 

6 ＤＶに関する相談 

コロナ禍における生活不安や在宅時間の増

加等によるストレスからＤＶが増加・深刻化

する懸念があったため、ＤＶに関する相談を

実施するもの 

市 市 市民 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

９１４件 

 

 

８７２件 

 

 

８５０件 

ー 

内閣府・厚生労働省連名の事務連絡(令和２年

４月３日付け）により、相談・保護の継続的かつ

迅速な対応の要請があった。 

特段の体制を取ることなく、通常開設しているＤＶ相談の範囲内

で実施可能であり、事業目的は達成できた。 

相談件数は新

型コロナウイル

ス以外の案件

（電話・面接）

についても計

上している。 

人権・男

女共生課 

7 人権相談 

コロナ禍における生活不安や在宅時間の増

加等によるストレスから人間関係のトラブ

ル、他者への攻撃的・差別的な言動が増

加・深刻化する懸念があったため、人権に関

する相談を実施するもの 

人権

セン

ター 

市 市民 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

５４件 

 

 

６２件 

 

 

３０件 

ー 

内閣府・厚生労働省連名の事務連絡(令和２年

４月３日付け）により、相談・保護の継続的かつ

迅速な対応の要請があった。 

特段の体制を取ることなく、通常開設している人権相談の範囲内

で実施可能であり、事業目的は達成できた。 

相談件数は新

型コロナウイル

ス以外の案件

（電話・面接）

についても計

上している。 

人権・男

女共生課 



資料３ 

34 

 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

8 総合相談 

コロナ禍における生活不安や在宅時間の増

加等によるストレスから人間関係のトラブ

ル、他者への攻撃的・差別的な言動が増

加・深刻化する懸念があったため、生活と人

権に関する相談を実施するもの 

市 市 市民 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

２，１８２件 

 

 

１，５２２件 

 

 

１，３５１件 

ー 

内閣府・厚生労働省連名の事務連絡(令和２年

４月３日付け）により、相談・保護の継続的かつ

迅速な対応の要請があった。 

特段の体制を取ることなく、通常開設している総合相談の範囲内

で実施可能であり、事業目的は達成できた。 

相談件数は新

型コロナウイル

ス以外の案件

（電話・面接）

についても計

上している。 

人権・男

女共生課 

9 
ひとり親のための無料法

律相談 

【相談時間】 

毎月第４火曜日の午後１時～４時 

【相談内容】 

子育て、生活、就業、DV、養育費の確保、親

権、慰謝料、財産分与のことや、残業代、給

与等の未払いなどの労働問題等に関する

相談 

市 市 
ひとり親家庭等で悩みを

抱えている者 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

５８件 

 

 

５０件 

 

 

４０件 

※国補助(１/２） 

３９６千円 

 

 

３９６千円 

 

 

３９６千円 

ひとり親家庭の方が、行政の窓口において総合

的な相談を受けられる体制整備に協力をすると

して、大阪弁護士会から茨木市に支援の申し出

があり、平成２８年１１月に協定を締結し、同月よ

りひとり親のための無料法律相談が実施され

た。 

ひとり親家庭の相談に詳しい弁護士の方を派遣いただくことで、

一人ひとりに寄り添った支援につながった。 
  

こども政

策課 

10 子育てに関する相談 

保育士・保健職・心理判定員等による子育

てに関する全般的な相談 

平日、午前１０時～午後４時 

市 市 
０～１８歳未満の児童がい

る世帯 

R2 

R3 

R4 

電話相談件数 

４８０（２３）件 

３１６（２）件 

１９２（１）件 

※（）はコロナに

係る相談 

ー 平常時から実施している既存事業 

新型コロナウイルス感染症が始まった当初は相談があったが、そ

の後はコロナに係る相談は減った。また、時間の経過とともに相談

手段が電話から面談に戻った。 

  
子育て支

援課 

11 児童虐待相談・通告電話 
児童虐待に関する相談 

平日、午前９時～午後５時 
市 市 

０～１８歳未満の児童がい

る世帯 

R2 

R3 

R4 

相談件数 

４０６件 

５６５件 

５８９件 

ー 平常時から実施している既存事業 新型コロナウイルス感染症に起因した影響は少なかった。   
子育て支

援課 
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３． 事業者支援に関すること(様々な業種に当てはまるもの) 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 持続化給付金 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、特

に大きな影響を受ける事業者に対して、事

業の継続を下支えし、再起の糧となるよう、

給付金を支給するもの。 

【支給額】 

 （前年の収入)ー（前年同月比△５０％の

月の収入×１２） 

  上限額  法人２００万円  個人１００万円 

国 国 

新型コロナウイルス感染症

の影響によりひと月の売

上が前年同月比で５０％

以上減少している事業者

（資本金１０億円以上の大

企業を除く） 

Ｒ２．５．１ 

～R３．２．１５ 

(全国) 

約４２４万件 

約５．５兆円 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

2 家賃支援給付金 

令和２年５月の緊急事態宣言の延長等によ

り、売上減少に直面する事業者の事業継続

を下支えするため、賃料の負担を軽減する

給付金を支給するもの。 

【支給額】 

支払賃料をもとに算定する給付額の６倍 

上限額  法人６００万円  個人３００万円 

国 国 

令和２年５月～１２月の間

で規定の売上減少要件に

該当する事業者(資本金１

０億円以上の大企業を除

く） 

R2.7.14 

～R3.2.15 

 

(全国) 

約１０４万件 

約９，０００億円 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

3 事業復活支援金 

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化

に伴う需要の減少・供給の制約により大き

な影響を受け、自らの事業判断によらず売

上が大きく減少している事業者の事業継続

及び立て直しに向けた取組を支援するため

給付金を支給するもの。 

【支給額】 

（基準期間の収入）ー（対象月の収入）×5 

上限額  法人２５０万円  個人５０万円 

国 国 

新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、令和３年１

１月～令和４年３月の間で

規定の売上減少要件に該

当する事業者(資本金１０

億円以上の大企業を除

く） 

R4.1.31 

～６．１７ 

(全国) 

約２３０万件 

約１７，０３０億円 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

4 休業要請支援金 

緊急事態措置により、大阪府から休業の協

力要請等を受け、特に深刻な影響を被る事

業者を対象に、家賃等の固定費を支援し、

事業継続を下支えするため、支援金を支給

するもの。 

【支給額】 中小法人１００万円  個人事業

主５０万円（府と市で 1/2ずつ負担) 

府 

市 
府 

大阪府内に事業所を有

し、令和２年４月２１日～５

月６日の間、府の要請を受

けて休業した中小企業・個

人事業主で、令和２年４月

の売上が前年同月比で５

０％以上減少しているも

の。 

R2.5.1 

～６．２０ 

（市負担分） 

８４５件 

２４４，５００千円 

(市負担分) 

１，５５５件 

４４６，７５０千円 

新型コロナウイルス感染症のまん延に係る知事

の要請等に応じて休業等を行ったことにより、重

大な影響が及ぶ事業者の事業継続を下支えす

る本事業は、参画市町村が府と協定を締結し、

支援金を１/２負担する体制であり、本市も参画

を決定した。 

申請受付、支援金給付等の事務処理は大阪府であったが、市内

事業者への制度周知や申請サポート等を行った。 

休業要請を受け、事業活動に深刻な影響を受ける事業者に、府

市共同で迅速に支援を行うことができた。 

  
商工労政

課 

5 
大阪府休業要請外支援

金 

休業要請支援金の支給対象以外の事業者

においても、自主休業や外出自粛等に伴う

売上減少等で深刻な影響が生じていること

から、その事業継続を下支えするため、支援

金を支給するもの。 

【支給額】 

中小法人５０万円 

※複数事業所を有する場合は１００万円 

個人事業主２５万円 

※複数事業所を有する場合は５０万円 

府 府 

大阪府内に事業所を有す

る中小企業・その他法人・

個人事業主で、令和２年４

月又は４・５月の平均売上

が前年同期間比で５０％

以上減少しているもの。

（休業要請支援金の支給

対象は除く） 

R2.6.1 

～7.14 
ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

6 一時支援金 

令和３年１月の緊急事態宣言に伴う飲食店

の時短営業や不要不急の外出・移動の自

粛による影響を受け、売上が減少した事業

者に対して、事業の継続を支援するため支

援金を支給するもの。 

【支給額】 

（令和元年又は２年の１～３月の売上）ー

（令和３年の対象月の売上）×３ 

上限額 法人６０万円    個人３０万円 

国 国 

飲食店の時短営業又は外

出自粛の影響を受ける事

業者で、令和３年１～3 月

(いずれか）の売上が、前

年又は前々年比で 50％

以上減少しているもの。 

R3.3.8 

～５．３１ 

(全国) 

約５５万件 

約２，２２１億円 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

7 月次支援金 

令和３年４～１０月までに発令された緊急事

態措置又はまん延防止等重点措置に伴う

飲食店の休業・時短営業や外出自粛等に

よる影響を受け、売上が減少した事業者に

対して、事業の継続を支援するため支援金

を支給するもの。 

【給付額】 

（令和元年又は２年の基準月の売上）－（令

和３年の対象月の売上） 

上限額 法人２０万円/月 個人１０万円/月 

国 国 

①令和３年４月以降の緊

急事態措置又はまん延防

止等重点措置に伴う飲食

店時短営業又は外出自粛

等の影響を受けていること

②令和元年比又は令和２

年度比で、同措置の影響

を受けた対象月の売上が

50％以上減少しているこ

と 

【R3.４・５月分】

R3.6.16～８．１５

【R3.6月分】

R3.7.1～８．３１

【R3.7月分】

R3.8.1～９．３０

【R3.8月分】

R3.9.1～１０．３１

【R3.９月分】

R3.10.1～11.30 

【R3.10月分】

R3.11.1～R4.1.7 

(全国) 

約２３４万件 

約３，０４７億円 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

8 事業再構築補助金 

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会

の変化に対応するため、新市場進出、事業・

業種転換、事業再編、国内回帰又はこれら

の取り組みを通じた規模の拡大等、思い切

った事業再構築に意欲を有する中小企業

等の挑戦を応援するため、補助対象やメニ

ューに応じて補助を行うもの。 

【補助額】１００万円～（メニューや従業員数

により異なる） 

国 国 

下記２条件を満たした中

小企業 

➀事業計画について認定

経営革新等支援機関や金

融機関の確認を受けるこ

と 

②補助事業終了後３～５

年で付加価値額の年率平

均３～５％（申請枠により

異なる）以上増加、又は従

業員一人当たり付加価値

額の年率平均３～５％（申

請枠により異なる）以上増

加 

【第１回】 

R3.3.26～4.30 

【第２回】 

R3.5.20～7.2 

【第３回】 

R3.7.30～9.21 

【第４回】 

R3.10.28～12.21 

【第５回】 

R4.1.20～3.24 

【第６回】 

R4.3.28～6.20 

【第７回】 

R4.7.1～9.30 

【第８回】 

R4.10.3～R5.1.13 

【第９回】 

R5.1.16～R5.3.24 

【第１０回】 

R5.3.30～6.30 

【第１１回】 

R5.8.10～10.6 

ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

9 
事業再構築促進事業計

画策定補助金 

国の中小企業等事業再構築促進事業を実

行しようとする中小企業等に対して、事業再

構築を促進し、もって市内商工業の振興を

図ることを目的に、事業計画の策定を委託

する経費の一部を補助する。 

補助対象：国の事業再構築補助金の取得

に要する経費のうち、事業計画の策定に要

する経費（上限１０万円） 

市 市 
市内に事業所をおく中小

企業者又は個人事業主 
R3.10.1～ 

（R３年度） 

13件 

1,010千円 

 

（R４年度） 

１件 

５０千円 

（R3年度） 

 

４，０００千円 

 

（R4年度） 

 

２，０００千円 

新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響

を受けた事業者が、事業の転換や再編をできる

よう国で事業再構築補助金が実施された。事業

再構築補助金の申請にあたって、事業計画が必

要不可欠であり、コンサルタントなど専門の知識

を持つ者に依頼する必要がある事業者も多いた

め、申請のハードルを下げるため、事業計画策

定費用の一部を補助する形で実施した。 

事業の転換や再編にあたって、事業計画策定の必要な事業者か

らの申請もあり、事業の目的は一定達成できた。 
  

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

10 
大阪府営業時間短縮協

力金 

特措法に基づく営業時間短縮の要請に協

力した事業者に対して、感染拡大防止及び

事業継続を目的として協力金を支給するも

の。 

【支給額】要請時期ごとに、規定の算定方

式により算出 

府 府 

各期間、大阪府の要請に

応じた府内の要請対象施

設(飲食店等) 

【第１期】 

R3.2.8～3.22 

【第２期】 

R3.3.8～5.14

【第４期】

R3.5.20～7.7

【第５期】 

R3.6.8～7.19

【第６期】 

R5.7.1～8.11

【第７期】 

R3.8.16～9.27

【第８期】 

R3.9.24～11.4

【第９期】 

R3.11.1～12.13 

【第１０期】 

R4.3.1～4.18

【第１１期】 

R4.3.31～5.18 

ー ー ー ー 

3期の対象は

大阪市内全域

であったため、

記載していな

い。 

商工労政

課 

11 
大規模施設等に対する協

力金 

特措法に基づく営業時間短縮の要請に協

力した事業者に対して、感染拡大防止及び

事業継続を目的として協力金を支給するも

の。 

【支給額】施設の時短面積等により、規定の

算定方式で算出 

府 府 

各期間、大阪府の要請に

応じた府内の要請対象施

設(商業施設、映画館等) 

【第１期】 

R3.6.17～7.30 

【第２期】 

R3.7.19～８．３１ 

【第３期】 

R3.9.10～10.22 

【第４期】 

R3.10.12～11.30 

ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

12 
中小法人・個人事業者等

に対する一時支援金 

特措法に基づく要請に伴う飲食店の休業・

時短営業又は不要不急の外出自粛により

特に大きな影響を受ける事業者を対象に、

国の月次支援金に上乗せして支援金を支

給するもの。 

【支給額】中小法人等５０万円   個人事業

者２５万円 

府 府 
国の月次支援金を受給し

ているもの 

R3.11.5 

～12.24 
ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

13 
大阪府飲食店等感染症

対策備品設置支援金 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、感染対策備品を設置した飲食店等を対

象に支援金を支給するもの。 

【対象備品】 ・アクリル板等のパーテーショ

ン ・ＣＯ２センサー 

【支給額】対象備品の購入・設置費上限額 

１店舗当たり１０万円 

府 府 
大阪府内の飲食店・遊興

施設 

R3.5.20 

～7.30 
ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

14 
大阪府酒類販売事業者

支援金 

大阪府の要請に応じて休業した事業者に対

して酒類を提供する事業者を対象に、事業

の継続を目的として、国の月次支援金を受

けてもなお生じる不足分について、支援金を

支給するもの。 

【上限額】 中小法人等６０万円 

個人事業者３０万円 

府 府 

大阪府内に本店又は住所

のある酒類販売事業者

で、国の月次支援金を受

給している中小企業者・個

人事業主 

【R3.７月分】 

R３．８．１ 

～Ｒ３．１１．３０ 

【R3.8月分】 

R３．９．１ 

～R4.1.5 

【R3.９月分】 

R３．１０．１ 

～Ｒ４．１．３１ 

【R3.１０月分】

R3.11.12 

～R４．２．２８ 

ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

15 事業者応援給付金 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

経営に深刻な影響を被っている市内事業者

の事業継続を支援するため、給付金を支給

するもの。 

【支給額】 

①令和２年度５～７月実施分 １事業者につ

き１０万円 

②令和３年３月実施分 １事業者につき６万

円 

市 市 

市内に事業所を有する中

小企業又は同規模の営利

法人、個人事業主 

①令和２年４月又は５月の

売上が前年同月比で減少

していること 

②①の給付金、休業要請

支援金、コロナ関連融資

のいずれかを受けている、

又は令和２年１２月～令和

３年２月のうち前年同月比

で売上が減少していること 

①R2.5.11 

～7.31 

 

②R3.3.2 

～3.30 

①４，４２７件 

４４２，７００千円 

 

②４，６００件 

２７６，０００千円 

①【R2.５月補正】 

４５０，０００千円 

 

②【R3.２月補正】 

２８２，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によ

り経済活動が停滞し、深刻な経営環境に陥る事

業者の状況と国・府の支援策等の状況を鑑み、

市独自の支援策として実施を決定。 

前例のない事業だったが、事業者の逼迫した状況を鑑み、制度

設計・事業構築から事業開始までを迅速に行う必要があった。対

象者を広く設定したことから、営利性の判断やフリーランスなど多

様な事業形態を想定しきれなかったこともあり、事業開始後に詳

細を決定した事項もあった。 

全事業者に周知する手法がないなか、広報誌やホームページ等

のほか、商工会議所や商店街などの関係機関にも周知協力を依

頼し、広く周知に取り組んだ。 

事業の成果としては、感染拡大に伴う外出自粛や対面・接触を

避ける傾向など外的要因によって事業活動が大きく停滞した時

期の事業継続の一助となった。 

実績について、

交付決定の取

消や取消によ

る給付金の返

還が次年度に

なったものがあ

るため、令和２

年度の決算額

とは乖離が生

じている。 

商工労政

課 

16 家賃等減額協力補助金 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

売上減少等の影響を受けた小規模企業者

の賃料負担軽減を図るため、賃料を減額す

る賃貸人に対して減額賃料の一部を補助す

るもの。 

【補助額】減額賃料(3か月分)の 2/3 

上限額 １店舗につき２０万円 

       １貸主につき２００万円 

市 市 

市内で小規模企業者が経

営する店舗を賃貸してお

り、規定の要件を満たす家

賃減額を行っている賃貸

人 

R2.6.19 

～R3.3.1 

４４件 

９，３９９，４００円 

（７４テナント分） 

【R2．６月補正】 

８２，０００千円 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、小規

模企業者が経営する、一般消費者と対面で接す

る形態の店舗に係る固定費の軽減を図るべく、

市独自の支援策として実施を決定。 

国の家賃支援給付金と事業実施時期が重なり、内容が重複しな

いよう制度設計を行った。 

事業の成果としては、感染拡大に伴う外出自粛や対面・接触を

避ける傾向など外的要因によって事業活動が大きく停滞するな

か、経常経費である家賃の減額を後押しし、事業継続の支援と

なった。 

  
商工労政

課 

17 

商店街・小売市場振興事

業補助金（地域生活支

援事業：コロナ対応型） 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、

商店街や事業者が連携して行う、新生活様

式に対応した取組を支援するため、既存の

補助制度の一部を拡充するもの。 

【補助額】 

補助率 10/１０ 

上限額 １５０万円 

市 市 

市内の商店街又は共同事

業者（複数の事業者が連

携して取り組む場合） 

R2.6.17 

～R4.3.31 

（R２年度） 

５件 

６，５５４千円 

 

（R３年度) 

３件 

３，８１９千円 

 

【R２．６月補正】 

１２，０００千円 

 

 

【R３当初】 

４，５００千円 

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下

で、３密回避や新しい生活様式に対応した前向

きな事業展開を支援するため、市独自の支援策

として実施を決定。 

共同事業者（事業者連携）での申請も可としたが、当時の状況

では、新たに他の事業者と連携した取組を始める余裕のある事

業者は少なく、令和２年度の予算執行率は約５５％であった。 

一方で、商店街や既存の共同事業者によるイベント等について

は、コロナ禍でも継続実施を支援できた。 

  
商工労政

課 

18 
店舗賃借料等支援補助

金 

新型コロナウイルス感染症の拡大により売

上減少等の影響を受ける事業者の事業継

続を支援するため、店舗に係る賃借料の一

部を補助するもの。 

【補助額】 

 売上減少要件を満たす月（最大３か月分）

の支払賃借料の 2/3 

 上限額 １店舗につき２０万円 

市 市 

市内で店舗建物等を賃借

している中小企業・個人事

業主（業種指定あり）で、

規定の売上減少要件に該

当するもの 

R3.10.1 

～R4.3.18 

２０４件 

３５，５１９千円 

【R3.９月補正】 

７５，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の拡大・長期化によ

り、店舗に係る固定費の軽減を図るべく、市独自

の支援策として実施を決定。 

当初は売上減少要件の比較対象を、感染が拡大した「令和２年

度」としていたが、申請件数が少なく、コロナ禍での業況回復が

依然として厳しい状況を鑑み、途中で要件を拡充し、売上減少要

件の比較をコロナ前の「令和元年度」でも可とする改正を行っ

た。 

事業の成果としては、不確定要素が多く見込が困難であり、予算

執行率が４７％にとどまったが、長期化するコロナ禍の影響で厳

しい状況にある事業者の負担軽減に一定の効果があった。 

  
商工労政

課 

19 
新しい生活様式対応事

業所応援補助金 

新しい生活様式への取り組みを導入又は拡

充する事業者に対して、オフィス環境の整備

や業態転換等に係る経費の一部を補助す

るもの。 

【補助対象経費】 

オンライン化の導入、非接触機器、デリバリ

ー又はテイクアウトサービスの実施及び感染

防止対策に係る経費  ※非接触機器の導

入補助については、R４より『キャッシュレス

決済導入支援事業補助金』として別立支援

とした。 

【補助内容】 

・補助率：２/３ 

・１事業所につき、上限２０万円 

市 市 

市内に事業所を有し、事

業継続の意思がある中小

企業者 

 

（Ｒ３年度） 

R3.１０.1 

～R４．３．３０ 

 

 

 

（Ｒ４年度） 

①R4.８.1 

～Ｒ４．９．１６ 

②Ｒ４．１１．１ 

 ～Ｒ４．１２．１６ 

③Ｒ５．２．１ 

   ～Ｒ５．３．１７ 

 

（Ｒ３年度） 

５５５件 

６３，９３３千円 

 

 

 

（Ｒ４年度) 

２６０件 

３６，５９７千円 

 

【R３．９補正】 

３２，０００千円 

（不足額は他事業

からの流用で対

応） 

 

【R４当初予算】 

４０，０００千円 

 

コロナとの共存時代を見据え、テレワークの導

入、テイクアウト等業態転換、感染防止対策への

取り組みを行う事業者の方を支援するために市

独自の支援策として実施を決定した。 

令和３年度事業では、補助対象の基準が分かりにくかったため、

令和４年度制度では、補助対象を明確にし、申請者にとって分か

りやすい制度となるよう見直しを行った。事業の効果としては令和

３年度執行率が１９９．７%、令和４年度執行率が９１．４%との結

果となり、長引くコロナ禍の影響で厳しい状況が続く中、積極的

にＷｉｔｈコロナの取り組みを行う事業者の負担軽減に効果があっ

た。 

【実施】 

令和３～４年度 

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

20 
キャッシュレス決済導入支

援事業補助金 

新型コロナウイルス感染症との共存時代を

見据え、非接触型キャッシュレス決済端末等

を導入・拡充する事業者の方を支援するも

の。 

【補助対象】決済端末、付属品、設置費、レ

ジスタ、汎用端末（専ら決済サービスのため

に使用するもの） 

【補助金額】補助対象経費（税抜）の２/３

以内（上限１０万円）※１事業者につき１回

の申請に限る。 

市 市 

市内に事業所を有し、かつ

専ら市内で事業活動を行

っている中小企業者又は

個人事業主 

Ｒ４．８．１ 

～Ｒ５．３．１７ 

※Ｒ４．８．１より、

「新しい生活

様式対応事業

所応援補助金

（３－１９）」か

らの別立て事

業として実施 

２１件 

１，４９１千円 

 

５，０００千円 

市内で事業活動を行う事業者に対し、非接触型

のキャッシュレス決済端末等を新たに購入される

際の補助金を交付することで、新型コロナウイル

ス感染症対策や国の推進するキャッシュレス化

に寄与すると考えられることから、市独自の支援

策としての実施を決定した。 

キャッシュレス決済端末機器自体には経費がかからない商品等

も随時発売されていることから、情報把握をし、補助対象機器を

選定するのに苦慮したが、令和４年８月から補助対象基準を明

確にし、新しい生活様式対応事業所応援補助金からの別立てで

事業を実施したことにより申請が増えたことから、キャッシュレスの

推進にも寄与することができた。 

令和５年度も

引き続き実施 

商工労政

課 

21 
ＥＣサイト活用等に対する

支援 

市内事業者の活性化を図ることを目的に、

インターネットを通じて国内及び海外へ販路

を拡大する市内中小企業者等に対して、ＥＣ

サイト等の初期導入費用や海外貿易に係る

コンサルタント費用を支援するもの。 

【支給額】 

①ＥＣサイトの初期導入費用又はＥＣ導入や

海外貿易に係るコンサルタント費用の２/３

（上限２０万円） 

市 市 
市内に事業所をおく中小

企業者又は個人事業主 

R3.10.1 

～R4.３．３１ 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

１８件 

３，３４３千円 

 

６件 

９０８千円 

【R3.９月補正】 

２０件 

４，０００千円 

 

１０件 

2，０００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として、対面を避

けた形での経済活動が企業に求められるように

なり、販路拡大としてＥＣサイトの導入に対する支

援が求められていることから、新型コロナの影響

を受けている事業者を支援する事業として実施

を決定した。 

新型コロナを機に、販路拡大のため接触を行わない販売形式で

あるＥＣサイトの導入を検討する事業者が多く、その初期費用を

補助する形で、事業者のＥＣサイト導入の促進に一定の役割を果

たすことができた。 

  
商工労政

課 

22 
運送業事業者支援給付

金 

原油価格の高騰により負担が増し、厳しい

経営環境にある運輸事業者の負担軽減を

図り、事業継続を支援するため、給付金を支

給するもの。 

【支給額】 

対象車両の形状により１台当たり１万円又

は３万円 

上限額 １事業者につき３０万円 

市 市 

市内に営業所を有する道

路旅客運送業又は道路貨

物運送業を営む中小企

業・個人事業主 

R4.11.16 

～R5.2.24 

２０６件 

４１，９３０千円 

【R4.９月補正】 

２８，２００千円 

原油価格の高騰や国・府の支援策の状況、事業

者団体等からの要望等を踏まえ、事業経費の負

担が大きく増す運輸事業者に対する市独自の

支援策として実施を決定。 

通常の周知広報に加え、貨物運送事業者の組合への説明会の

実施等により、対象事業者に広く周知することができた。 

市内事業者の車両所有状況を把握していないため、見込が困難

であり、執行額は予算額を大きく上回った。 

  
商工労政

課 

23 事業活動支援給付金 

原油価格・原材料価格の高騰により事業活

動の負担が増し、厳しい経営環境にある事

業者の負担軽減を図り、事業継続を支援す

るため、給付金を支給するもの。 

【支給額】 

１事業者につき１０万円 

市 市 

市内に事業所を有し、令

和４年４～9月分の事業用

光熱費が２０万円以上で

ある中小企業・個人事業

主 

R4.11.16 

～R5.2.24 

１，０３８件 

１０３，８００千円 

【R4.９月補正】 

３００，０００千円 

エネルギー費や物価の高騰による影響が、事業

者全般に広く及んでいる状況を鑑み、市独自の

支援策として実施を決定。 

通常の周知広報に加え、商工会議所や金融機関による周知協

力、中央卸売市場での説明会の実施等により、対象事業者に広

く周知することができた。 

補助要件の基準である光熱費の下限設定において、各事業者の

光熱費負担の状況を把握しておらず、対象事業者の見積りが困

難であり、周知に努めたものの、予算執行率は約３５％程度であ

った。しかしながら、申請者からは事業継続にあたっての支援にな

った等の声が寄せられた。 

物価高騰対策

として令和５年

度も継続した

が、令和４年度

実施分のみ記

載している。 

(参考） 

令和５年３月

補正後繰越

し、同年５月１

日から７月３１

日まで受付 

商工労政

課 

24 Go To 商店街 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

対策を行いながら、Ｗｉｔｈコロナの状況に対

応していくために商店街が行うイベントや新

たな商材開発、プロモーション制作等を支援

する事業。 

国 国 商店街 
令和２年度 

～令和４年度 

全国の採択件

数は１，０１７件 

（茨木市内では

３団体） 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

25 
商店街感染症対策支援

事業 

新型コロナウイルス感染症の拡大により商

店街の来街者・売上が激減していることか

ら、商店街が感染症対策を実施するととも

に、安心して買物できるクリーンな場である

ことを広く発信する。 

府 府 商店街 令和２年度 

モデル商店街 

大阪府内で 

１０７商店街 

（単組１５８） 

ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
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決定主体 
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26 

新型コロナウイルス感染

症関連融資に係る利子

補給金 

３年間の国の利子補給終了後に市が独自

に２年間の利子補給を実施する。 

【対象融資】 

①大阪府制度融資の新型コロナウイルス感

染症対応資金（保証料等補助型） 

②日本政策金融公庫の新型コロナウイルス

感染症特別貸付 ほか 

【利子補給額】支払った利子の額 

（上限は各年度１０万円、合計２０万円） 

市 市 

３年間の国の利子補給が

適応された対象融資を受

けた小規模企業者 

令和５～９年度に

おいて毎年１月に

申請受付 

※前年の返済実

績に基づき、翌年

１月に申請 

ー 

（令和６年１月 

より申請受付開

始のため） 

【債務負担行為】 

３３７，９００千円 

【R5当初予算】 

１１１，３３０千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に

支障をきたし、融資を受けた事業者が急増した

ことが立案の背景である。国の利子補給期限が

当初３年間となっており、事業者へのさらなる利

子負担の軽減支援を行うため、市独自の支援

策として実施を決定。 

令和６年１月より始動。 

事業者への周知が課題となり、令和５年７月に市内事業者４，５０

０件に個別周知を行った。 

  
商工労政

課 

27 

小規模事業者持続化補

助金に係る売上減少証

明書の発行 

小規模事業者持続化補助金(国)について、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けな

がらも生産性向上に取り組む事業者に加点

措置又は当該補助金の概算払を行うため、

規定の売上減少要件を満たす確認書類と

して、市町村で証明書を発行するもの。 

市 国 
小規模事業者(個人事業

主を含む) 

R2.3.10 

～１２．１０ 
１０５件 ー ー ー   

商工労政

課 

28 

ものづくり･商業・サービス

生産性向上促進補助金

（一般型）の新特別枠 

中小企業・小規模事業者等が今後複数年

にわたり相次いで直面する制度変更（働き

方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、

インボイス導入等）等に対応するため、中小

企業・小規模事業者が取り組む革新的サー

ビス開発・試作品開発・精算プロセスの改

善を行うための設備投資等を支援するため

の補助を行うもの。 

（補助額）上限１，０００万円 

国 国 

中小企業者のうち、製造

業、建設業、運輸業、卸売

業、サービス業、小売業、

旅館業に該当する事業者 

R2.3.10～ ー ー ー ー 

実績等につい

ては、茨木市に

限定した把握

はできない。 

商工労政

課 

29 
雇用調整助成金の特例

措置 

景気の変動、産業構造の変化等による経済

上の理由により事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が従業員の雇用維持を図る

ため、労使間の協定に基づき労働者に支払

う休業手当等の一部を助成する制度につい

て、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、事業縮小を余儀なくされた場合には、助

成率等を拡大し、支給されるもの。 

【主な特例措置の内容】・生産指標（売上

高等）の減少率を緩和・事業主の休業手当

等の負担額に対する助成率を緩和・助成額

上限額を増額・雇用保険被保険者に対する

休業手当を追加 等 

国 国 

下記のいずれにも該当す

る事業主 

 

➀新型コロナウイルス感染

症の影響により事業活動

が縮小 

 

②直近 1 カ月間の売上高

又は生産量などが前年同

月比１０％以上減少 

 

③労使間の協定に基づき

休業を実施し、休業手当

を支給 

 

（※②については、判定期

間の時期により減少率は

変動） 

R２．１．２４ 

～R５．３．３１ 

の期間の休業等 

ー ー ー ー 

実績等につい

ては、茨木市に

限定した把握

はできない。 

商工労政

課 
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30 

小学校休業等対応助成

金（労働者を雇用する事

業主向け） 

新型コロナウイルス感染症対応による臨時

休業等をした小学校等に通うこどもの世話

を行う労働者に対し、労働基準法上の年次

有給休暇以外の有給休暇を取得させた事

業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額

を支給されるもの。 

【支給額】 

休暇中に支払った賃金相当額×１０/１０日

額上限額８，３５５円 

（※日額上限額は時期によって変動あり） 

【期間】 

 Ｒ２．２．２７～Ｒ３．３．３１及びＲ３．８．１～Ｒ

５．３．３１のいずれかの期間中に休暇を取得

していること。 

国 国 

こどもの世話を保護者とし

て行うことが必要となった

労働者に対して有給の休

暇（労働基準法上の年次

有給休暇をの除く）を取得

させた事業主 

実施期間 

Ｒ２．３．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

（全国） 

Ｒ３．３．３１まで

累計１６３，０２０件 

６０４．２億円 

Ｒ３．８．１以降 

累計３９４，２５９件 

５３８．６億円 

（うち、大阪府）

２９，０６７件 

３９憶１３６．３万円 

ー ー ー 

実績等につい

ては、茨木市に

限定した把握

はできない。 

商工労政

課 

31 

小学校休業等対応支援

金（委託を受けて個人で

仕事をする人向け） 

新型コロナウイルス感染症対応による臨時

休業等をした小学校等に通うこどもの世話

を行うため、契約した仕事ができなくなった

個人で仕事をする保護者に対し、仕事がで

きなくなった日数の支援金が支給されるも

の。 

【支給額】１日当たり定額４，１７７円（※時

期により変動あり） 

【期間】 Ｒ２．２．２７～Ｒ３．３．３１及びＲ３．８．

１～Ｒ５．３．３１のいずれかの期間中に休暇

を取得していること。 

国 国 

こどもの世話を保護者とし

て行うことが必要となった

労働者であって、委託を受

けて個人で仕事をする者 

実施期間 

Ｒ２．３．１ 

 ～Ｒ５．３．３１ 

 

 

ー ー ー ー 

実績等につい

ては、茨木市に

限定した把握

はできない。 

商工労政

課 

32 

大阪府新型コロナウイル

ス感染症対応資金(保証

料等補助型） 

【融資限度額】６千万円 

【融資期間】１０年以内 

【資金使途】運転資金、設備資金 

【金利】1.2％（固定） 

府 府 

府内で事業を営み、新型

コロナウイルス感染症によ

り影響を受けている中小

企業者で、セーフティネット

保証４号・５号、危機関連

保証の認定を受けた者 

実施期間 

Ｒ２．５．１ 

 ～Ｒ３．３．３１ 

 

ー ー ー ー 

茨木市の事業

主に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

33 
新型コロナウイルス感染

症特別貸付 

【融資限度額】中小事業６億円（無担保）

国民事業８千万円（無担保） 

【融資期間】設備資金２０年以内、運転資金

１５年以内 

【金利】中小事業１．１１％⇒0.21％ 

（利下げ限度額３億円） 

      国民事業１．３６％⇒0.46％ 

（利下げ限度額６千万円） 

国 国 

新型コロナウイルス感染症

で業況が悪化し、①又は

②に該当する者 

①最近１か月の売上高又

は過去６か月の平均売上

高が前４年のいずれかの

同期比較で５％以上減少 

②規定の業歴の場合は、

最近１か月の売上高又は

過去６か月の平均売上高

が次のいずれかと比べて

５％以上減少Ⓐ過去３か

月の平均売上高 ⒷR1.１

２月の売上高 ⒸR1.10～

12月の平均売上高 

実施期間 

Ｒ２．３．１７～ 

 

※国の特別利子

補給はＲ４．９．３０

受付分までが対

象 

ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

34 
新型コロナウイルス感染

症伴走支援型資金 

新型コロナウイルス感染症等により経営に

影響を受けている中小企業者を支援するた

めの融資制度である。 

【融資限度額】１億円 

【融資期間】１０年以内 

【資金使途】運転資金、設備資金 

【金利】1.2％（固定） 

【保証料】0.2％（実質） 

府 府 

府内において事業を営み、

新型コロナウイルス感染症

等により経営に影響を受

けている中小企業者 

実施期間 

Ｒ３．４～ 
ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

35 
新型コロナウイルス感染

症対応緊急資金 

【融資限度額】２億円（うち、無担保８千万

円） 

【融資期間】７年以内 

【資金使途】運転資金、設備資金 

【金利】1.2％（固定） 

【保証料】①保証協会所定② 0.9％③

0.8％ 

府 府 

府内で事業を営み、新型

コロナウイルス感染症によ

り影響を受けている中小

企業者で、危機関連保証

の認定を受けた者 

実施期間 

Ｒ２．２．１７ 

～Ｒ５．３．３１ 

ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

36 
新型コロナウイルス感染

症経営改善サポート資金 

【融資限度額】２億円（組合４億円）無担保

は原則８千万円 

【融資期間】１５年以内 

【資金使途】運転資金、設備資金 

【金利】1.2％（固定） 

【保証料】0.2％（実質） 

府 府 

大阪府内で事業を営み、

新型コロナウイルス感染症

等により経営に影響を受

けている中小企業者（経

営行動計画書の作成が必

要） 

実施期間 

Ｒ４．４～ 
ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

37 固定資産税等の軽減 

中小事業者等が所有する償却資産及び事

業用家屋に係る固定資産税及び都市計画

税の軽減措置 

【軽減内容】 

令和２年２月～１０月までの任意の３か月間

の売上高が、前年の同期間と比較して次の

①②のように減少している場合、令和３年度

課税の１年分に限り、償却資産及び事業用

家屋に係る固定資産税及び都市計画税の

課税標準を２分の１又はゼロとする。 

①30%以上５０%未満減少している者：２分

の１ 

②50%以上減少している者 ：ゼロ 

市 国 

償却資産及び事業用家屋

を所有する令和２年２月～

１０月までの任意の３か月

間において厳しい経営環

境にある事業者のうち、中

小事業者等 

R３年度分 

※事業用家屋 

３２８件 

１７８，７０９千円 

（固定資産税） 

３１０件 

３６，８７３千円 

（都市計画税） 

 

※償却資産 

２４７件 

７０，７６８千円 

（固定資産税） 

※事業用家屋 

１２０，０００千円 

（固定資産税） 

２４，０００千円 

（都市計画税） 

 

※償却資産 

９６，０００千円 

（固定資産税） 

 

【補正】 

＋４９，２８０千円 

 

合計 

２８９，２８０千円 

令和２年４月３０日、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止のための措置に起因して、厳し

い経営環境に直面している中小事業者等への

影響緩和を図るため、地方税法等の一部を改

正する法律(令和２年法律第２６号）が公布・施

行された。 

繁忙期に受付・内容審査をするため、対応に苦慮した。積極的に

広報を行ったことで周知が広がり、事業目的は概ね達成できた。 

認定支援機関の認定が必要であることから、その認定に大幅に

時間を要した例があった。 

この措置に伴

う減収につい

ては、新たに創

設された「新

型コロナウイル

ス感染症対策

地方税減収補

てん特別交付

金」により全額

国費で補填さ

れた。 

資産税課 

38 固定資産税の軽減 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けな

がらも新規に設備投資を行う中小事業者等

を支援するため、先端設備等に該当する家

屋及び償却資産に対する固定資産税の課

税標準の特例措置 

【特例内容】 

令和３年４月１日から令和５年３月３１日ま

でに取得された一定の機械装置・事業用家

屋等について、３年度分の固定資産税の課

税標準をゼロとする。 

市 国 

次の①～③を満たす設備

投資を行った事業者（中

小企業） 

①市町村計画に基づき中

小企業が実施する 

②真に生産性革命を実現

するためのもの 

③企業の収益向上に直接

つながる 

R４～R８年度分 

Ｒ４年度 

※事業用家屋 

１件 

２，９３０千円 

（固定資産税） 

 

※償却資産 

９件 

８１０千円 

（固定資産税） 

 

合計 

３，７４０千円 

【当初】２，９３０千円 

【補正】＋８１０千円 

 

合計 

３，７４０千円 

生産性革命集中投資期間中における中小企業

の生産性革命を実現するための臨時・異例の措

置として、中小企業の一定の設備投資につい

て、市町村の判断により固定資産税を２分の１

からゼロの範囲で軽減することを可能とする特

例措置が創設された。（旧地方税法附則第６４

条） 

 

地方税法の改正に伴う特別な措置であり、事業の目的は達成で

きた。 

この措置に伴

う固定資産税

減収について

は、新たに創設

された「新型コ

ロナウイルス感

染症対策地方

税減収補てん

特別交付金」

により全額国

費で補填され

た。 

資産税課 

39 固定資産税の軽減 

新型コロナウイルス感染症により社会経済

活動や国民生活全般を取り巻く状況が大き

く変化したことを踏まえ、納税者の負担感に

配慮する観点から、負担調整措置等により

税額が増加する土地についての特別な措

置。 

【特別な措置】負担調整措置等により税額

が増加する土地について前年度の課税標

準額に据置く。 

市 国 
令和３年１月１日時点の土

地所有者 
R３年度分 

（固定資産税） 

１０４，１５１千円 

 

（都市計画税） 

３２，５６７千円 

 

（合計） 

１３６，７１８千円 

- 

新型コロナウイルス感染症により社会経済活動

や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化し

たことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観

点から、令和３年度に限り講じられた特別な措

置。（地方税法附則第１８条等） 

地方税法の改正に伴う特別な措置であり、事業の目的は達成で

きた。 
  資産税課 
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40 固定資産税の軽減 

景気回復に万全を期すため、激変緩和の観

点から、商業地等の土地についての特別な

措置。 

【特別な措置】 

商業地等の土地（住宅用地以外の宅地

等）に限り、課税標準額の上昇幅を２.５％

（現行：５％）とする。 

市 国 
令和４年１月１日時点の商

業地等の土地所有者 
R４年度分 

（固定資産税） 

２３，０５７千円

（都市計画税） 

４，９４０千円 

（合計） 

２７，９９７千円 

- 

景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点

から、令和４年度に限り講じられた特別な措置。

（地方税法附則第１８条等） 

地方税法の改正に伴う特別な措置であり、事業の目的は達成で

きた。 
  資産税課 

41 
公共交通（路線バス、タク

シー）への支援 

新型コロナウイルス感染症の影響により経

営に影響を被っている公共交通事業者に対

し、公共交通の運行継続を目的に給付金を

支給するもの。 

市 市 

市内に営業路線を有する

バス事業者及び営業所を

置く法人タクシー事業者 

R2．4．7 

 ～R2．5．21 

 

R3．4．25 

 ～R3．6．20 

R3．8．2 

 ～R3．8．31 

 

R4．7．1 

～R4．9．30 

R2 

２４，４７８千円 

 

 

R3 

５０，９２９千円 

 

 

R4 

８，９８６千円 

R2 

４７，７７５千円 

※国補助 

 

R3 

５２，１１３千円 

※国補助 

 

R4 

９，００１千円【補正】 

バス事業者３者及びタクシー協会より「新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」に

基づく運行支援の要望書が提出されたことか

ら、市民の日常生活に必要不可欠な公共交通

の運行継続を図るため、給付金の交付を決定。 

大阪府でもバス、タクシー事業者に対する給付金事業を実施する

こととなっていたため、支給対象時期等の重複が生じないように

するための調整に苦慮したが、公共交通の維持に寄与できた。 

  
交通政策

課 

42 

両立支援等助成金（育

児休業等支援コース 新

型コロナウイルス感染症

対応特例） 

事業主が新型コロナウイルス感染症対応に

よる臨時休業等をした小学校等に通うこど

もの世話を行う労働者に対し、年次有給休

暇以外の有給休暇を取得させた事業主に

対し、 

【支給額】 

１人当たり１０万円、１事業主につき１０人ま

で（上限１００万円） 

 ※申請期間は、有給を取得した日付に応

じて異なる。 

国 国 

新型コロナウイルス感染症

対応による臨時休業等を

した小学校等に通うこども

の世話を行う労働者に対

し、有給（賃金全額支給）

の休暇（労働基準法上の

年次有給休暇を除く）を

取得させた事業主 

Ｒ５．４～Ｒ６．３ ー ー ー ー 

茨木市の事業

者に限定した

実績は把握で

きない。 

商工労政

課 

４３ 
いばらき経営サポートデ

スク（相談体制の拡充） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

事業者の状況や、国・府でも各種支援策が

構築されたことを踏まえ、従来の中小企業

経営アドバイザーの設置日数を拡充し、事

業者の経営相談や国・府の支援制度の申

請サポート等を行う。 

【日時】月～金曜日の午前１０時～午後５時 

【内容】国等の支援制度の案内・申請補

助、経営改善に向けた助言など 

【相談方法】 対面、電話、オンライン（要予

約） 

市 市 
主に市内の中小企業・小

規模事業者 

R2.10.1 

～R4.3.31 

（R２年度） 

延べ４５１件 

うちコロナ関連 

８０件 

  

（R３年度） 

延べ３９３件 

うちコロナ関連 

５２件 

（R２年度） 

２，１３１千円 

【R２．９月補正】 

 

（R３年度） 

２，９３５千円 

【当初】 

事業者における新型コロナウイルス感染症の影

響や、国・府でも各種支援策が実施される状況

を踏まえ、事業者の経営相談や国・府の支援制

度の案内・申請サポート等の相談窓口を拡充す

るため、実施を決定した。 

当初、令和２年度の下半期のみの拡充予定だったが、影響が長

期化する状況から、令和３年度も継続実施した。 

オンライン・電話での相談体制も整え、感染状況が落ち着いてい

る時期は、事業所への訪問も行った。 

コロナ関係以外も含め、相談ニーズが多い時期にも対応すること

ができた。 

  
商工労政

課 

4４ セーフティネット保証制度 

中小企業者の資金繰り支援のため、①セー

フティネット保証４号、②セーフティネット保証

５号、③危機関連保証が発動。通常の保証

枠とは別に、セーフティネット保証に係る枠の

信用保証が利用可能。 

市 市 

売上高等が減少している

市内で事業を営む中小企

業者 

Ｒ２．３～ 

※危機関連保証

はＲ３．１２．３１を

もって終了 

【R１】 

２２５件 

【R2】 

２，４５１件 

【R3】 

４２３件 

【R4】 

３９４件 

ー ー 

セーフティネット保証認定書取得が要件であるコロナ関連融資を

受ける事業者が急増したため、令和２年３月より認定書の発行を

翌日発行から即日発行に変更。事務手続の簡略化を図るととも

に、事業者が最短で融資の実行を受ける一助となった。 

  
商工労政

課 

4５ 
中小事業者支援に向け

たポイント還元事業 

市内の指定店舗での買物・飲食の決済をＰ

ａｙＰａｙで行った場合、最大２０％（１決済当

たり上限２，０００円相当、期間中最大１０，０

００円相当）のポイント還元を行う。 

市 市 

市内に事業所又は店舗が

ある中小・小規模事業者

で、ＰａｙＰａｙのＱＲコード決

済を導入もしくは、今後導

入を予定している飲食・小

売・サービス業 

Ｒ２．１２．１ 

～Ｒ２．１２．３１ 

実施店舗数 

１，２４２店舗 

ポイント還元額 

５８，６６７，１６０円 

１４０，０００千円 

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い影響を

受けた地域経済の回復及び茨木市における中

小・小規模事業者を中心に市民の消費喚起を

後押しするとともに、非接触型決済による新しい

生活様式の実践及び事業者・消費者双方にお

けるキャッシュレス化の推進を図るため、市独自

の支援策として実施を決定した。 

コロナウイルスの影響により打撃を受けた「事業者」を救済する

目的で実施された事業であったが、結果的に市民の方々のキャッ

シュレス決済利用率の向上にもつながった。経済対策事業もしく

は消費喚起策としては、消費者の公平性を担保するためにＰａｙＰ

ａｙ以外のサービスも含めた複数のキャッシュレス事業者が参画

できる形が望ましい。 

  
商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

4６ 

キャッシュレス化の推進と

消費喚起に向けたポイン

ト還元事業 

市内の指定店舗での買物・飲食の決済をＰ

ａｙＰａｙ、ｄ払い、ａｕ ＰＡＹ、楽天ペイで行った

場合、最大２０％（１社当たり１決済上限３，

０００円相当、期間中最大３，０００円相当、４

社で最大１２，０００円相当）のポイント還元

を行う。 

市 市 

市内に事業所又は店舗が

ある中小・小規模事業者

で、対象ＱＲコード決済を

導入もしくは、今後導入を

予定している飲食・小売・

サービス業 

Ｒ３．１０．１ 

～Ｒ３．１０．３ 

 

Ｒ４．１０．１ 

～Ｒ４．１２．３１ 

実施店舗数 

１，９０４店舗 

ポイント還元額 

９６，３６９，７１４円 

 

実施店舗数 

５，１３１店舗 

ポイント還元額 

１６９，１３２，９３２円 

【R3 年度】    

108,000 千円 

【R4年度】    

          【当初】 

１０５，０００千円 

【流用】 

＋２９，０００千円 

＋３５，１３３千円 

コロナ禍や原油価格、物価高騰等により厳しい

経済状況が続く中、キャッシュレス決済に伴うポ

イント還元により、消費喚起を図り、市内中小事

業者の売上を下支えするとともに、非接触型決

済の普及により、新しい生活様式の実践とキャッ

シュレス化の推進を図るため、市独自の支援策

として実施を決定した。 

複数の決済事業者を対象としたことにより、一定の消費喚起をも

たらし、キャッシュレス化を推進することができた。 
  

商工労政

課 

4７ 
プレミアム付商品券の発

行 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

市内事業者の支援のため、プレミアム付き

商品券を発行するもの。 

額面５，０００円の商品券を４，０００円で販売

する。 

【使用期間】R4.1.7～R4.3.21 

市 市 

茨木市に在住の６５歳以

上の市民と、６４歳未満の

うち購入希望の市民 

R4.1.7 

～R4.3.21 

販売枚数 

168,955枚

（総発行枚数の

84.5%） 

 

参加店舗数 

414店 

【補正】 

２７６，４１０千円 

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、

キャッシュレス決済など非接触での決済手段の

拡大が求められており、スマートフォンを持たな

い方、持っていてもキャッシュレス決済を使用しな

い方に配慮しつつも、新しい生活様式への対応

を図るため、非接触で決済が可能なＱＲコードを

印字したカード型の商品券により実施。 

参加店舗において、通常より利用客が増加するなど一定の効果

はあったが、一方でＱＲコードを読み取るための端末を用意する

必要があるため参加店舗側に負担が発生することや、タブレット

端末の操作に慣れていない高齢の個人事業主などには参加ハ

ードルが高いこと、カード型商品券が残高を自分で確認できない

機能的不備があることなどが課題として確認できた。 

  
商工労政

課 

4８ 
エール茨木プレミアム付

き商品券事業 

昨今の急激な円安や原油高等に起因した

物価高騰等により影響を受ける市民生活及

び事業者支援を図るため、市内飲食店や小

売店舗等で利用できる商品券を発行するも

の。額面５，０００円の商品券を２，０００円で

販売する。 

【使用期間】R5.1.9～3.20 

市 市 

令和４年１０月１日時点で

茨木市に住民票のある全

ての世帯主 

R5.1.9～3.20 

販売数 

 196,798冊

（総発行数の

75.69%） 

 

参加店舗数 

１，０４４店 

【９月補正】 

９１４，１０５千円 

ウクライナ情勢や円安に起因する原料価格の高

騰などによる急激な物価高騰が、市民生活に大

きな影響を与えているため、その負担軽減とし

て、幅広く利用できるよう、紙方式で商品券事業

を実施した。 

参加店舗において、客数や客単価が普段と比較して増加してい

るなどの効果が確認され、世帯ごとに購入数が決められている中

で約７５%の利用率があったため、市民の経済的な負担軽減に

一定の役割を果たした。 

令和５年度に

ついても、同様

のプレミアム率

で引き続き実

施。 

商工労政

課 

4９ 指定管理者への支援 

①感染症対策物品の購入（R2・R3）及び

費用の指定管理料措置（R4・R5） 

②キャンセル等補償金 

感染拡大時期の休館等に伴う収支の悪化

及び感染・濃厚接触等の理由で利用者が

利用予約の取消をした場合の利用料金の

補償 

市 市 
コミュニティセンター 

指定管理者 

①R2～ 

 

②R2～R4 

①R2 

４，０１８千円 

 

①R3 

１，９２８千円 

①R4（指定管

理料措置） 

４，９９３千円 

①R5（指定管

理料措置） 

５，００４千円 

 

②R2 

５，０４６千円 

 

②R3 

４，６０９千円 

③R4 

３０２千円 

①R2 

当初（既定）＋流用

３，１７０千円 

①R3 

当初４，３００千円 

①R4（指定管理料

措置） 

当初４，９９３千円 

①R５（指定管理料

措置） 

当初５，００４千円 

 

②R2 

補正５，５７７千円+

流用１，１０３千円 

②R3 

補正６，２４６千円 

③R4 

補正４００千円 

①新型コロナウイルス感染拡大防止のため必要

となった消毒液、ペーパータオル、ゴム手袋、マス

ク等に係る費用を措置したものである。コミセン

各々で運用が異なるため、Ｒ４から指定管理料

に必要経費を上乗せ 

 

②コロナ感染・濃厚接触理由によるキャンセルや

休館等に伴う収支の悪化を指定管理の基本協

定書上の不可抗力によって発生した損失ととら

え、キャンセルされた利用料金を補償した。 

①流行初期は対策物品の入手が非常に困難であったので、市の

直接執行で対応できたのは良かった。 

５類移行後も消毒の習慣は残り、感染症対策物品の指定管理料

措置については止め時が難しい。 

 

②損失分を補償することにより、安定した管理運営につながった。 

  

地域コミ

ュニティ

課 

５０ 指定管理者への支援 

新型コロナウイルス感染症に起因して発生

した福祉文化会館及び市民総合センターの

休館中の利用料収入の補償等 

市 市 茨木市文化振興財団 

R1 

 

 

R2 

 

 

R3 

１，７２３千円 

 

 

１４，２５０千円 

 

 

１，９２７千円 

【流用】１，７２３千円 

 

【R３.３月補正】 

１４，２５０千円 

 

【R４.３月補正】 

1，９２７千円 

茨木市福祉文化会館及び茨木市市民総合セン

ターの管理に関する基本協定書 

第４５条第２項 

補償により、文化振興財団の安定した運営に一定の役割を果た

すことができた。 
  

文化振興

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

5１ 指定管理者への支援 

①スポーツ施設の指定管理者に対し、新型

コロナウイルス感染症に起因して発生した

施設の休館に係る経費の補償を行うもの。

②感染症拡大防止対策を行いつつ、公の施

設における安定的なサービス提供の支援を

行うため、運営協力金支援事業を実施する

もの。③感染症拡大防止対策を行いつつ、

公の施設における安定的なサービス提供の

支援を行うため、補償金支給事業を実施す

るもの。 

市 市 

各スポーツ施設の指定管

理者（２体育館・３プール・

忍頂寺スポーツ公園竜王

山荘） 

① 

Ｒ２．３．１ 

～Ｒ２．３．３１ 

② 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

③ 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

① 

９，２４８千円 

 

② 

９４，０００千円 

 

③ 

６６，３００千円 

 

① 

【当初】０千円 

【流用】＋９，２５０千円 

② 

【当初】０千円 

【補正】＋９４，０００千円 

③ 

【当初】０千円 

【補正】＋６８，９７２千円 

①「新型コロナウイルス感染症による指定管理

者制度導入施設への補償について（通知）」

（令和２年３月１８日企画財政部長）により、基

本協定（標準例）に基づき指定管理者が算出し

た補償額を市が負担することが決定された。そ

の後、基本協定書に基づき不可抗力によって発

生した費用等を協議し、費用負担額を決定し

た。②感染症への慎重な対策を講じながら、公

の施設における安定的なサービス提供の支援を

行うため、運営協力金を支給することを決定し

た。③感染症への慎重な対策を講じながら、公

の施設における安定的なサービス提供の支援を

行うため、補償金を支給することを決定した。 

施設ごとに損失額が違い、また多額の補償が必要となるため、指

定管理者と協議を繰り返し、その内容を精査する必要があった。

補償額を決定するまでに時間を要したが、その結果、利用者サー

ビスを安定させるための指定管理者支援といった事業目的は達

成できた。 

  
スポーツ

推進課 

5２ 指定管理者への支援 

高齢者活動支援センター等における施設消

毒・衛生用品購入等の感染症対策に係る

経費や利用料金収入の減収等について、指

定管理者を支援する。 

施設消毒・検温業務に従事する職員の増員

に係る人件費を補助し、施設休館や貸部屋

キャンセル料の補償を行う。 

市 市 

多世代交流センター及び

高齢者活動支援センター

指定管理者 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

７，２４６千円 

 

 

８，０９４千円 

 

 

【補正】９，７６７千円 

 

 

【当初】７，５５４千円 

【補正】２，１１１千円 

施設の感染予防を講じるため、業務が増加する

ことから、業務に従事する人件費の補助を行っ

た。 

また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」において、「新型インフルエンザ等対

策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維

持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人と

の接触を最大限削減する必要がある。」と示さ

れた。結果、指定管理者が本来収受する予定で

あった貸部屋の利用料金等に損失が生じたこと

から、基本協定書の規定により利用料金収入等

の補償を行った。 

高齢者活動支援センター及び多世代交流センター６施設におい

て、消毒・検温等を実施する体制を構築した。高齢者活動支援セ

ンター等における感染予防対策を強化することで、コロナ禍にお

ける高齢者活動等の支援の一助となった。 

  
地域福祉

課 

５３ 指定管理者への支援 

施設消毒・衛生用品購入等の感染症対策

に係る経費や利用料金収入の減収等につ

いて、指定管理者を支援した。 

市 市 指定管理者 

①Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．3．３１ 

 

②Ｒ3．４．１ 

～Ｒ4．3．３１ 

 

③Ｒ4．４．１ 

～Ｒ5．3．３１ 

 

①４０，０００千円 

 

 

②１９，５９７千円 

 

 

③１９，３９１千円 

 

①４０，０００千円 

 

 

②１９，５９７千円 

 

 

③１９，３９１千円 

感染症拡大防止対策に係る経費等が増大する

とともに、受診控えにより、患者数見込が減少し

たことに伴い診療収入の減少が見込まれたこと

から、公の施設における安定的なサービス提供

を維持するため、新型コロナウイルス感染症に係

る指定管理者への対応として、補償金等による

支援を行うこととなった。 

当該支援により、感染症拡大防止対策を行いつつ、公の施設に

おける安定的なサービスを提供することができた。 

いずれも３月

補正対応。 

①は保健医療

課（現健康づく

り課）、②・③は

医療政策課で

対応。 

健康づく

り課 

医療政策

課 

５４ 指定管理者への支援 

指定管理者の家庭保育の協力要請及び利

用児の定員制限に伴う利用料金の損失や

消毒等の作業の為、増加した人件費等を補

助する。 

市 市 地域子育て支援拠点事業 R2 2693千円 【補正】3797千円 

「新型コロナウイルス感染症による指定管理者

制度導入施設への影響について（照会）」（茨

企第１６１１号）において、新型コロナウイルス感

染症にかかる補償内容を決定するため調査を

行い、茨木市立子育てすこやかセンターの管理

に関する基本協定書第４４条第２項の規定によ

り、協議を行った結果、左記金額の支払いを決

定した。 

指定管理者を支援することにより、安全で安心した安定的なサー

ビスを提供することができた。 
  

子育て支

援課 

5５ 
会計年度任用職員として

離職者等を雇用 

新型コロナウイルス感染拡大の影響等によ

り、離職を余儀なくされた方や正規雇用をめ

ざす方の就労の場と生活の安定を確保する

ことを目的に、離職者等を市の会計年度任

用職員として雇用するもの。 

雇用期間は１年以内。 

次の仕事に向け、就職活動がしやすいよう、

週４勤務を基本とする。 

市 市 

新型コロナウイルス感染症

の影響により、就職活動が

できなかったり離職された

方 

Ｒ２．６．１ 

～Ｒ４．３．３ 

（※ただし、新た

に就職先が決ま

った等の理由で

途中退職すること

も可能） 

【Ｒ２年度】 

１０名 

１３，２６３千円 

【Ｒ３年度】 

７人 

（※Ｒ２より継続

の５人を含む） 

７，４１８千円 

 

【Ｒ２年度】 

(補正)１４，３３３千円 

 

 

 【Ｒ３年度】 

(当初)８，３７４千円 

(補正)＋２，７９２千円 

新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、

離職を余儀なくされた方や正規雇用をめざす方

の就労の場と生活の安定を確保するため、実施

を決定した。 

令和２年度に１０人、令和３年度に７人を会計年度任用職員とし

て雇用することにより、雇用の創出につなげることができた。 
  

商工労政

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

5６ 
在宅ワーク希望者向け能

力開発講座の実施 

在宅での就労を希望する方を対象に、在宅

ワーク（自営型テレワーク）を始める上で必

要となる実践的な知識や技能を学ぶ講座を

開催する。 

市 市 
パソコンを活用し、在宅で

の仕事を希望する方 

Ｒ３．１２．８ 

１２．６ 

１２．１７ 

 

Ｒ５．２．２ 

   ２．７ 

   ２．１５ 

１６５，０００円 

１８名 

 

１７０，５００円 

２３名 

４９５千円 

 

 

１７９千円 

 

働く意欲はあるが、育児や介護、障害等により外

へ働きに出るのが困難な方や在宅での就労を

希望する方を対象に、在宅ワーク（自営型テレワ

ーク）を始める上で必要となる実践的な知識や

技能を学ぶ講座を開催することにより、それぞれ

のライフステージや状況に応じた柔軟な働き方

を選択し、能力を発揮できる環境づくりの促進を

図るため、市独自の支援策として実施を決定し

た。 

受講者アンケートは満足度の高い結果となっており、在宅ワーク

（自営型テレワーク）への関心を深めることができる内容であっ

た。 

実際の受注に結びつけるためには、個別の分野（ＷＥＢライティン

グ、ＷＥＢ制作など）に特化したスキルの習得が必要である。 

令和５年度も

引き続き実施 

商工労政

課 

５７ 指定管理者への支援 
新型コロナウイルス感染症による収入減に

よる指定管理者納付金の減額 
市 市 指定管理者 

R2．4．1 

～R5．3．31 

R2 

△１３７，４０１千円 

R3 

△９１，６９３千円 

R4 

△３８，９３８千円 

- 

新型コロナウイルス感染症に関しては、誰もが抗

えない事象であることから「茨木市駐車場の管

理に関する基本協定」第４４条に基づき不可抗

力の内容や程度を判断し、市が費用負担するこ

とを決定した。 

指定管理者とのリスク分担において、感染症に関する取り決め項

目がないため協議に手間取った。次回の指定管理者募集におい

ては、仕様書等で検討する必要がある。 

  
交通政策

課 

58 
各種イベント等開催支援

補助の拡充 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける

市内イベント等の開催を支援するため、イベ

ントに係る補助制度（①地域魅力アップイベ

ント創出育成事業補助金、②産業活性化プ

ロジェクト促進事業補助金、③商店街・小売

市場振興事業補助金）の補助限度回数や

感染対策に係る補助額の拡充を行った。 

市 市 

①市内で活動する 5 人以

上の団体 

②市内事業者を含む 5 人

以上の団体または市内中

小企業者 

③商店街・小売市場 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

１，１３９千円 

①１，０７７千円 

２件 

②   ６２千円 

２件 

５，５５０千円 

①４，０００千円 

②１，２５０千円 

③ ３００千円 

令和２・３年度に感染拡大防止のため各種イベ

ントが中止された経過を経て、感染対策を講じ

つつイベントの再開を支援するため、限定的な措

置として制度の拡充を決定した。 

感染拡大の状況が流動的な時期において、感染対策を講じた安

全なイベントの実施・再開に寄与した。 
 

商工労政

課 
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４． 事業者支援に関すること(医療、子育て、福祉に関すること) 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 
医療機関感染対策応援

給付金 

新型コロナウイルス感染症対策を応援する

ため、医療機関の規模に応じて、感染対策

応援給付金を支給する。 

 

【支給額】 

（1）二次救急告示病院：２００万円 

（2）（1）以外の病院：１００万円 

（3）（1）、（2）以外の医療機関、歯科診療

所、調剤薬局：１０万円 

市 市独自 市内医療機関 

Ｒ２．6.16 

～Ｒ２．９．30 

 

Ｒ３．2．17 

～Ｒ３．３．３１ 

５０４件 

７２,０７９千円 

 

５０７件 

７２,３６９千円 

 

７２,４８７千円 

 

 

７３,２９３千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い各

医療機関で講じる感染対策など、医療機能を維

持するために応援給付金を支給することとした。 

市内医療機関等における感染対策への一助となったものと捉え

ている。 
 医療政策

課 

2 
民間学童保育室へ感染

予防用品の購入費補助 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、民間学童保育室がマスクの購入や施

設の消毒に必要となる経費について補助す

る。 

市 
国 

市 
民間学童保育室 

Ｒ２．１．１６ 

～Ｒ２．３．３１ 
１，２１４千円 

【R２．３月補正】 

４，０００千円 

※国補助（１０/１０） 

令和２年３月１０日にとりまとめられた「新型コロ

ナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾

－」に係る子ども・子育て支援交付金の交付要

綱の改正により、新型コロナウイルス感染症への

対応として、新型コロナウイルスの感染拡大防止

を図る事業に対する特例措置が創設された。 

民間学童保育室に対し、事業所等の消毒、感染症予防の広報・

啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必

要な経費を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に寄与することができた。 

  
学童保育

課 

3 

民間学童保育室へ感染

予防用品の購入費補助

（新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付

金） 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け

た対策を進めるため、民間学童保育室にお

いてマスク等の衛生用品の購入や感染症

対策に必要な研修受講料等に係る経費に

ついて補助する。 

市 
府 

市 
民間学童保育室 

R２．４．１ 

～R３．３．３１ 
３，６２１千円 

【R2.６月補正】 

５，０００千円 

※府補助（１０/１０） 

令和２年６月１９日付けで新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援事業（児童福祉施設分）実

施要綱が制定された。 

民間学童保育室に対し、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防

止のための備品の購入等に対する支援を行うとともに、職員が感

染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくため,

に必要な経費を支援することにより、継続的な事業実施のための

環境整備を図ることができた。 

  
学童保育

課 

4 

民間の子育て短期支援

事業所（児童養護施設）

へ感染予防用品の購入

費補助 

児童養護施設の新型コロナウイルス感染

症対策物品の購入等を促進することで、安

心して子育てできる環境を整備する。 

【支給額】Ｒ２年度：上限５０万円 

Ｒ３・４年度：上限３０万円 

【対象物品】感染症対策物品（消毒薬、マ

スク等）、ＩＣＴ機器 

市 

国 

府 

市 

児童養護施設 

Ｒ２．１．１６ 

～Ｒ2．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

Ｒ5．４．１ 

～Ｒ6．３．３１ 

１件 

２２０千円 

 

２件 

６００千円 

 

２件 

６００千円 

 

０件 

０千円 

 

１，５００千円 

 

 

９００千円 

 

 

９００千円 

 

 

９００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るために実施した。 

児童養護施設で新型コロナウイルス感染症対策物品の購入等

を促進することで、安心して子育てできる環境を整備することが

できた。 

  
子育て支

援課 

5 

民間学童保育室へ感染

予防用品の購入費補助

（子ども子育て支援交付

金） 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、民間学童保育室がマスクの購入や施

設の消毒に必要となる経費について補助す

る。 

市 
国 

市 
民間学童保育室 

R２．４．１ 

～R３．３．３１ 
３，８９９千円 

【R2.５月補正】 

３，７７１千円 

※国補助（１０/１０） 

令和２年５月２０日付けで一部改正された子ど

も・子育て支援交付金交付要綱において、特例

措置（新型コロナウイルスの感染拡大防止を図

る事業）が引き続き補助対象となった（ただし、１

支援の単位当たり、令和元年度の対象経費の

実支出額との合計が５００千円まで）。 

民間学童保育室に対し、事業所等の消毒、感染症予防の広報・

啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必

要な経費を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に寄与することができた。 

  
学童保育

課 

6 

民間の地域子育て支援

拠点へ感染予防用品の

購入費補助（新型コロナ

ウイルス感染症緊急包括

支援交付金） 

地域子育て支援拠点の新型コロナウイルス

感染症対策物品の購入等を促進すること

で、安心して子育てできる環境を整備する。 

【支給額】上限５０万円 

【対象物品】感染症対策物品（消毒薬、マ

スク等）、ＩＣＴ機器 

市 

国 

府 

市 

地域子育て支援拠点 
Ｒ２．１．１６ 

～Ｒ２．３．３１ 

１８件 

６，６２４千円 

 

１2，５００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るために実施した。 

地域子育て支援拠点で新型コロナウイルス感染症対策物品の

購入等を促進することで、安心して子育てできる環境を整備する

ことができた。 

  
子育て支

援課 

7 

民間の地域子育て支援

拠点へ感染予防用品の

購入費補助（子ども子育

て支援交付金） 

地域子育て支援拠点の新型コロナウイルス

感染症対策物品の購入等を促進すること

で、安心して子育てできる環境を整備する。 

【支給額】Ｒ１・２年度：上限５０万円 

Ｒ３・４年度：上限３０万円 

【対象物品】感染症対策物品（消毒薬、マ

スク等）、ＩＣＴ機器 

市 

国 

府 

市 

地域子育て支援拠点 

Ｒ２．３ 

R２．４～R３．３ 

R３．４～R４．３ 

R４．４～R５．３ 

R５．４～R６．３ 

５，１８５千円 

１８，４１６千円 

５，３７５千円 

５，５１１千円 

０千円 

５，１８５千円 

１８，４１６千円 

５，３７５千円 

５，５１１千円 

０千円 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るために実施した。 

地域子育て支援拠点で新型コロナウイルス感染症対策物品の

購入等を促進することで、安心して子育てできる環境を整備する

ことができた。 

  
子育て支

援課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

8 

民間の子育て短期支援

事業所（児童養護施設）

へ感染予防用品の購入

費補助（新型コロナウイ

ルス感染症緊急包括支

援交付金） 

児童養護施設の新型コロナウイルス感染

症対策物品の購入等を促進することで、安

心して子育てできる環境を整備する。 

【支給額】上限５０万円 

【対象物品】感染症対策物品（消毒薬、マ

スク等）、ＩＣＴ機器 

市 

国 

府 

市 

児童養護施設 R2 
２件 

１，０００千円 

 

１，５００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るために実施した。 

児童養護施設で新型コロナウイルス感染症対策物品の購入等

を促進することで、安心して子育てできる環境を整備することが

できた。 

  
子育て支

援課 

9 

民間の子育て短期支援

事業所（児童養護施設）

へ感染予防用品の購入

費補助（子ども子育て支

援交付金） 

児童養護施設の新型コロナウイルス感染

症対策物品の購入等を促進することで、安

心して子育てできる環境を整備する。 

【支給額】R２年度：上限５０万円 

Ｒ３・４年度：上限３０万円 

【対象物品】感染症対策物品（消毒薬、マ

スク等）、ＩＣＴ機器 

市 

国 

府 

市 

児童養護施設 

Ｒ２．１．１６ 

～Ｒ2．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

Ｒ5．４．１ 

～Ｒ6．３．３１ 

１件 

２２０千円 

 

２件 

６００千円 

 

２件 

６００千円 

 

０件 

０千円 

 

１，５００千円 

 

 

９００千円 

 

 

９００千円 

 

 

９００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るために実施した。 

児童養護施設で新型コロナウイルス感染症対策物品の購入等

を促進することで、安心して子育てできる環境を整備することが

できた。 

  
子育て支

援課 

10 

民間の地域子育て支援

拠点での感染症対策の

ための改修費補助（子ど

も子育て支援交付金） 

地域子育て支援拠点の新型コロナウイルス

感染症対策のための改修を促進すること

で、安心して子育てできる環境を整備する。 

【支給額】上限１００万円 

市 

国 

府 

市 

地域子育て支援拠点 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

Ｒ5．４．１ 

～Ｒ6．３．３１ 

９件 

５，５８９千円 

 

０件 

０千円 

 

１７，０００千円 

 

 

５，０００千円 

地域子育て支援拠点の新型コロナウイルス感染

症対策のための改修を促進することで、安心し

て子育てできる環境を整備するために実施した。 

非接触型の水栓の設置やトイレの自動洗浄化等を実施すること

で、新型コロナウイルスの感染症拡大防止に寄与することができ

たが、賃貸等の制限により実施できない拠点もあった。 

  
子育て支

援課 

11 

民間の地域子育て支援

拠点への相 談に係 る

ICT機器購入等の補助 

テレビ電話を活用した相談支援や、オンライ

ン会議による関係機関との連携・調整等を

行うための通信機能を備えたタブレット端

末等のＩＣＴ機器の導入等の環境整備、そ

の他、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止に配慮した相談支援体制の構築・強化

に資する取組を行うための経費を補助 

【支給額】上限５０万円 

市 

国 

府 

市 

地域子育て支援拠点事

業 

Ｒ2．４．１ 

～Ｒ3．３．３１ 

 

 

Ｒ3．４．１ 

～Ｒ4．３．３１ 

 

 

７，０２９千円 

 

 

１２，０００千円 

※国補助(１/３） 

府補助(１/３） 

 

５００千円 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るために実施した。 

新型コロナウイルス感染症対策物品の購入等を促進することで、

安心して子育てできる環境を整備することができた。 
  

子育て支

援課 

12 
介護サービス事業所感

染対策応援給付金 

茨木市内の介護サービス事業所に対し、市

が給付金を交付することにより、新型コロナ

ウイルス感染対策への長期的な対応に係る

経済的負担を軽減することを目的とする。 

【支給額】１事業所当たり１０万円 

【支払対象者数】２５０事業所（170法人） 

市 市 

大阪府又は茨木市の指

定を受けた市内の介護サ

ービス事業所等、コミュニ

ティデイハウス、 街かどデ

イハウス 

R２．６．１２ 

～R３．３．３１ 

 

R３．２．１５ 

 ～R３．３．３１ 

１５４法人 

２２，３００千円 

 

１４８法人 

２２，７００千円 

【Ｒ２．６補正】 

２５，０００千円 

 

【Ｒ２．２補正】 

２５，０００千円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい

経営状況にある市内の介護事業所等に対して、

給付金を支給することで、介護サービス提供体

制の継続・維持を支援する必要があったため。 

 

市が給付金を交付することにより、コロナ禍における負担を軽減

し、介護サービス提供体制の維持・継続に寄与した。 

  
長寿介護

課 

13 

障害者福祉サービス事

業所感染対策応援給付

金の支給 

茨木市内の障害福祉サービス等事業所に

対し、市が給付金を交付することにより、新

型コロナウイルス感染対策への対応に係る

負担を軽減し障害福祉サービス提供体制

の維持・継続を応援する。 

【支給額】１事業所当たり１０万円 

【申 請】申請書類を障害福祉課まで 

市 市 
市内障害福祉サービス事

業所 

 

Ｒ２．6．１ 

～Ｒ2.7．３１ 

 

 

Ｒ3．2．１ 

～Ｒ3．３．３１ 

１０１法人 

１３７事業所 

１３，７００千円 

 

１０６法人 

１４２事業所 

１４，２００千円 

 

 

１７，０００千円 

 

 

 

１８，０００千円 

新型コロナウイルスの感染拡大により、障害福

祉サービス等事業所においてはサービス提供を

継続するため、徹底した感染拡大防止策を講じ

ており、経済的負担が増大している。そのため、

市が給付金を交付することによりかかる経済的

負担を軽減し、障害福祉サービス提供体制の維

持・継続を応援するため。 

障害福祉サービスの提供体制の維持・継続を応援することにつ

ながった。 
  

障害福祉

課 

14 

障害児通所支援事業所

等感染対策応援給付金

の支給 

感染対策をしながら事業を継続する障害児

通所支援事業所へ応援給付金の支給 

【支給額】１事業所当たり１０万円 

市 市 
茨木市内の指定障害児

通所支援事業所 

R２．６～R２．７ 

 

R３．２～R３．３ 

４０法人 

４８事業所 

４,８0０千円 

 

４０法人 

５０事業所 

５,０００千円 

１０，８００千円 

※国補助（１０/１０） 

茨木市内の障害福祉サービス等事業所に対し、

市が給付金を交付することにより、新型コロナウ

イルス感染対策への対応に係る負担を軽減し、

障害福祉サービス提供体制の維持・継続を応

援することを目的として給付を決定した。 

障害福祉サービス事業所の新型コロナウイルス感染対対策への

負担を軽減し、サービス提供体制を維持する一助となった。 
  

発達支援

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

15 
福祉活動等感染予防支

援補助金（福祉） 

市内の非営利団体が安全に福祉活動を進

め、こども、若者や高齢者等が安心して当

該活動を利用できるよう、福祉活動に要す

る経費のうち、新型コロナウイルス感染症予

防対策に要した消耗品費を対象に補助金

を支給するもの。 

【支給額】１団体当たり上限３万円 

市 市 

無料又は実費徴収程度

で、こども、若者、ひとり親

家庭、高齢者、要介護者、

障害者いずれかのための

支援を行う活動をしている

市内に住所を有する団体 

Ｒ２．５．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

２２件 

５４９，５９９円 

 

【補正】 

２，７００千円 

△１，９５０千円 

市内の非営利団体が安全に福祉活動を進め、

こども、若者や高齢者等が安心して当該活動を

利用できるよう、新型コロナウイルス感染症の予

防対策に対する補助制度を創設した。 

（実施根拠）茨木市福祉活動等感染予防支援

補助金交付要綱 

新型コロナウイルス感染症予防対策に係る消耗品費の負担を軽

減できるとともに、高齢者等の利用継続につながった。 
  

地域福祉

課 

16 
福祉活動等感染予防支

援補助金（こども） 

市内の非営利団体が安全に福祉活動を進

め、こども、若者や高齢者等が安心して当

該活動を利用できるよう、福祉活動に要す

る経費のうち、新型コロナウイルス感染症予

防対策に要した消耗品費を対象に補助金

を支給するもの。 

【支給額】１団体当たり上限３万円 

市 市 

無料又は実費徴収程度

で、こども、若者、ひとり親

家庭、高齢者、要介護者、

障害者いずれかのための

支援を行う活動をしている

市内に住所を有する団体 

 

R2.7.1～8.31 

7件 

１６８，８１６円 

【６月補正】 

９０４千円 

市内の非営利団体が安全に福祉活動を進め、

こども、若者や高齢者等が安心して当該活動を

利用できるよう、新型コロナウイルス感染症の予

防対策に対する補助制度を創設した。 

（実施根拠）茨木市福祉活動等感染予防支援

補助金交付要綱 

当該団体の新型コロナウイルス感染症予防対策に係る消耗品

費の負担を軽減できるとともに、市民の利用継続につながった。 

当事業はこど

も政策課、地

域福祉課が合

同で実施した

事業のため、

回答内容は２

課の実績等を

記載していま

す。 

こども政

策課 

17 
高収益作物次期作支援

交付金 

令和２年２月から４月の間に野菜等を出荷

した農業者等が、次期作に向けたコスト削

減、生産性向上等に取り組んだ場合、取組

面積１０アールあたり５万円また、新たな需

要確保に向けた契約栽培等に取り組んだ

場合、取組面積１０アール当たり２万円 

市 国 

新型コロナウイルス感染

症の影響を受けた高収益

作物（野菜・果樹・花き・

茶）の次期作に前向きに

取り組む農業者 

R2.4～R2.7 

１件 

７８４千円 

 

 

７８４千円 

※国補助（10/10） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収

益作物（野菜・果樹・花き・茶）の次期作に前向

きに取り組む農業者を支援するため。 

大阪府農業再生協議会から協力依頼、業務委託契約を締結し、

申請者からの交付申請書・実績報告書を送付、交付金の交付に

より、次期作に向けたコスト削減等が促され、農業者の負担が軽

減されており、事業目的は概ね達成することができた。 

大阪府農業再

生協議会が事

業実施主体 

農林課 

18 

私立認定こども園等へ感

染予防用品の購入費補

助（保育対策総合支援

事業費補助金） 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、通常想定していない人件費に対する

補助及びマスクの購入や施設の消毒に必

要となる経費について補助する。 

【補助額】 

Ｒ１とＲ２は２年分合算し、上限５０万円  

R3～定員１９人以下３０万円、定員２０人以

上５９人以下４０万円、定員６０人以上５０万

円 

国 

市 
市 

保育所、認定こども園、小

規模保育事業所、事業所

内保育事業所、企業主導

型保育事業所、認可外保

育施設 

R2.1.16 

～R2.3.31 

 

R2.4.1 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R４．４.1 

～R5.3.31 

３６件 

７，７３３千円 

  

４４件 

１５，７９８千円 

 

８０件  

３４，０１５千円 

 

８０件  

３３，７９５千円 

 

 

４３，５３９千円 

 

 

２４，４５７千円 

国補助(１/１) 

 

３７，８００千円 

 

 

４０，５００千円 

国補助(１/２) 

国が実施する保育所等に対する新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策として行う事業に対

し、市が補助金を交付することにより、安心して

子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向

上を図ることを目的として補助金を交付すること

が決定した。 

各保育施設が補助金を活用して、感染拡大の防止に努めること

で、施設の運営また保育の継続をすることができ、事業目的は概

ね達成することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

19 

私立認定こども園等での

感染症対策のための改

修費補助（保育対策総

合支援事業費補助金） 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、感染症対策のために必要な改修や整

備等の費用を補助する。（トイレ、非接触型

の蛇口の設置等） 

【補助額】１，０２９万円（上限） 

国 

市 
市 

保育所、認定こども園、地

域型保育事業所 

R４.4.1 

～R5.3.31 

46件 

４３，５６４千円 

 

 

 

５６，５９５千円 

国補助(１/３) 

府補助(１/３) 

国が実施する保育所等に対する新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策として行う事業に対

し、市が補助金を交付することにより、安心して

子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向

上を図ることを目的として補助金を交付すること

が決定した。 

各保育施設が補助金を活用して、感染拡大の防止に努めること

で、施設の運営また保育の継続をすることができ、事業目的は概

ね達成することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

20 

私立認定こども園等へ感

染予防用品の購入費補

助（新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交

付金） 

感染拡大防止に向けた対策を進めるため、

私立認定こども園等においてマスク等の衛

生用品の購入や感染症対策に必要な研修

受講料等に係る経費について補助する。 

【補助額】１施設５０万円上限 

国 

市 
市 

保育所、認定こども園、小

規模保育事業所、事業所

内保育事業所、企業主導

型保育事業所、認可外保

育施設 

R2.4.1 

～R3.3.31 

７４件 

３７，５７８千円 

【補正】 

４９，０００千円 

国が実施する保育所等に対する新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策として行う事業に対

し、市が補助金を交付することにより、安心して

子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向

上を図ることを目的として補助金を交付すること

が決定した。 

各保育施設が補助金を活用して、感染拡大の防止に努めること

で、施設の運営また保育の継続をすることができ、事業目的は概

ね達成することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

21 

私立認定こども園等へ感

染予防用品の購入費補

助（新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交

付金）(各事業分） 

感染拡大防止に向けた対策を進めるため、

私立認定こども園等においてマスク等の衛

生用品の購入や感染症対策に必要な研修

受講料等に係る経費について補助する。 

【補助額】１事業５０万円上限 

国 

市 
市 

延長保育事業、一時預か

り事業、病児保育事業 

R2.4.1 

～R3.3.31 

132件 

６７，８６３千円 

【補正】 

７８，０００千円 

国が実施する保育所等に対する新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策として行う事業に対

し、市が補助金を交付することにより、安心して

子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向

上を図ることを目的として補助金を交付すること

が決定した。 

各保育施設が補助金を活用して、感染拡大の防止に努めること

で、施設の運営また保育の継続をすることができ、事業目的は概

ね達成することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

22 

私立認定こども園等へ感

染予防用品の購入費補

助（子ども・子育て支援

交付金）（各事業分） 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、通常想定していない人件費に対する

補助及びマスクの購入や施設の消毒に必

要となる経費について補助する。 

【補助額】各事業３００千円、延長保育のみ 

定員１９人以下１５０千円、定員２０人以上５

９人以下２００千円、定員６０人以上２５０千

円 

国 

市 
市 

延長保育事業、一時預か

り事業、病児保育事業 

R2.4.1 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R４．４.1 

～R5.3.31 

 

 

１３４件  

６８，２２６千円 

  

１４４件  

３９，９６８千円 

 

１３７件  

３８，７２３千円 

 

 

【補正】 

７８，０００千円  

 

 

４２，３９０千円 

 

 

４２，１５０千円 

国補助(１/３) 

府補助(１/３) 

国が実施する保育所等に対する新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策として行う事業に対

し、市が補助金を交付することにより、安心して

子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向

上を図ることを目的として補助金を交付すること

が決定した。 

各保育施設が補助金を活用して、感染拡大の防止に努めること

で、施設の運営また保育の継続をすることができ、事業目的は概

ね達成することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

23 

私立認定こども園等での

感染症対策のための改

修費補助（子ども・子育

て支援交付金）（各事業

分） 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため、感染症対策のために必要な改修や整

備等の費用を補助する。（トイレ、非接触型

の蛇口の設置等） 

【補助額】１００万円（上限） 

国 

市 
市 

延長保育事業、一時預か

り事業、病児保育事業 

R４.4.1 

～R5.3.31 

 

１０６件 

９７，７６６千円 

 

 

 

１２０，０００千円 

国補助(１/３) 

府補助(１/３) 

国が実施する保育所等に対する新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策として行う事業に対

し、市が補助金を交付することにより、安心して

子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向

上を図ることを目的として補助金を交付すること

が決定した。 

各保育施設が補助金を活用して、感染拡大の防止に努めること

で、施設の運営また保育の継続をすることができ、事業目的は概

ね達成することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

24 経営継続補助金 

新型コロナウイルスの影響を克服するため、

農業者が経営計画に基づいて取り組む事

業継続を支援 

【補助額】経営計画に基づいて実施する経

営維持の取組み 補助率 3/4（上限１００

万円） 

事業継続に関するガイドライン等に基づく取

組み 定額（上限５０万円） 

― 国 農業を営む個人又は法人 R2.6～R2.11 ４件 ― 

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するた

め、農業者が経営計画に基づいて取り組む事業

継続を支援するため。 

― 
全国農業会議

所が事業主体 
農林課 

25 
認定農業者（国版・大阪

版）等への支援 

肥料価格高騰により影響を受ける市内農

業者を支援 

【対象】国・大阪府版認定農業者、認定新

規就農者、準農家 

【給付額】売上金額等に応じて（１万円～３

０万円）を交付 

市 市 

国・大阪府版認定農業

者、認定新規就農者、準

農家 

R4.12～R5.1 
４３件 

１，４０８，７４０円 

 

３，９５０千円 

世界的な穀物需要の増加に加え、円安や輸送

料の上昇、ロシアのウクライナ侵略などにより、農

業生産資材の価格高騰が続いている中、特に

秋肥（肥料）の大幅な値上は、農業経営に大き

な打撃を与えている。そのため、農業経営の安定

化を図ることを目的に、給付金を交付することと

した。 

事業の成果としては、対象認定農業者等１３９名に対して、４３名

に給付金の交付を行った。交付の申請をしていない理由として、

申請に必要な書類である確定申告をしていない農業者や確定

申告はしているものの売上が５０万円未満であったことである。振

込事務に関しては、他の自治体と比較しても早期に振込ができ、

事業目的は概ね達成できた。 

  農林課 

26 学校給食用米販売支援 

肥料価格高騰等により影響を受ける学校

給食用米を生産する農業者を支援 

【対象】茨木市農業協同組合に米を販売し

た農業者 

【給付額】３０キログラム入りの米１袋当たり

６０円を交付 

市 市 
茨木市農業協同組合に

米を販売した農業者 

R4.10.3 

～R4.11.30 

７，８０２件 

４６８，１２０円 

 

５０４千円 

世界的な穀物需要の増加に加え、円安や輸送

料の上昇、ロシアのウクライナ侵略などにより、農

業生産資材の価格高騰が続いている中、、特に

秋肥（肥料）の大幅な値上は、農業経営に大き

な打撃を与えている。そのため、茨木産の学校給

食米を確保することを目的に、ＪＡ茨木市に米を

販売する農家に対して給付金を交付することと

した。 

ＪＡ茨木市の米買取り価格の上乗せもあり、買取り予想８，４００袋

に対して７,８０２袋の買取りができ、学校給食において茨木市産

米の使用率は、令和３年度の４３．８%から令和４年度は８４．９%

と上昇した。 

給付金の交付に関しては、ＪＡ茨木市が米を買い取る際に給付金

を立替え、ＪＡ茨木市から一括して本市に請求の手続にしたので

スムーズに実施できた。 

  農林課 

27 

街かどデイハウス・コミュ

ニティデイハウスへ感染

予防対策に係る物品購

入費等の補助（街かどデ

イハウス・コミュニティデイ

ハウス新型コロナウイル

ス感染症対策事業補助

金） 

住民主体による高齢者の通いの場の維持・

継続を支援することを目的とし、新型コロナ

ウイルス感染症対策に要する衛生用品等

の物品購入費用及び環境整備に要する費

用を補助するもの。 

【補助額】１事業所当たり５０万円（上限） 

市 市 

茨木市街かどデイハウス

及びコミュニティデイハウ

ス 

申請期間 

Ｒ２．９．３０ 

～Ｒ２．１０．３１ 

２１件 

８，４１０，８５０円 

 

 

８，４１１千円 

※国補助（１０/１０） 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、特措

法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最

大限削減する必要がある。」と示され、全国の自

治体で特別定額給付金として交付することが決

定された。 

街デイ・コミデイでの感染症対策として、早期に環境整備を行うこ

とができ、事業目的は概ね達成できた。 
  

長寿介護

課 
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28 

コミュニティデイハウスへ

のＩＣＴ機器購入費等補

助（茨木市コミュニティデ

イハウスにおける要支援

者等高齢者へのＩＣＴ活

用支援補助金） 

コロナ禍においてＩＣＴを活用した介護予防

活動や高齢者の見守り活動等に取り組む

ことを支援するため、ＩＣＴ機器購入費等補

助するもの。 

【購入費補助額】１事業所当たり３０万円

（上限） 

市 市 
茨木市コミュニティデイハ

ウス 

申請期間 

Ｒ２．９ 

 ～Ｒ２．１０ 

Ｒ２．１２ 

 ～Ｒ３．１ 

 

Ｒ３．９ 

 ～Ｒ３．１０ 

 

Ｒ４．４．１ 

 ～Ｒ５．３．３１ 

５件 

１，３６０，４２３円 

５件 

１，４０４，９１７円 

 

７件 

１，６４９，６４４円 

 

０件 

 

 

R２年度 

３，０００千円 

※国補助（１０/１０） 

 

R３年度 

２，４００千円 

 

R４年度 

６００千円 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、特措

法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最

大限削減する必要がある。」と示され、全国の自

治体で特別定額給付金として交付することが決

定された。 

ＬＩＮＥ作成による、情報伝達手段の確立や、安否確認の手段とし

て活用されるとともに、早期にタブレット等のＩＣＴ機器を導入する

ことができ、事業目的は概ね達成できた。 

  
長寿介護

課 

29 
介護サー ビス事 業 所

PCR検査等費用の助成 

市内介護サービス事業所を有する法人及

び街かどデイハウス・コミュニティデイハウス

のスタッフ又は施設利用者のうち、感染のお

それがあり行政検査の対象外とされた者に

対し、ＰＣＲ検査を行うための費用の一部を

助成するもの。 

【支給額】検査にかかった実費（１件当たり

上限２０，０００円、１事業所当たり３０件ま

で） 

【支払時期】請求ごとに随時支払い 

市 市 

大阪府又は茨木市の指

定を受けた市内の介護サ

ービス事業所等、コミュニ

ティデイハウス、 街かどデ

イハウス 

R２.12.23 

～Ｒ５．３．３１ 

R２年度 

 ２件 

(人数５１人、 

計６８２，３５０円） 

 

 

 

 

R３年度 ９件 

(人数７５人 

計９１０，７２０円) 

 

R４年度 ２件 

（人数７人 

計１３８，８００円） 

R２年度 

（Ｒ２．１２補正） 

９，０１６千円 

※国補助（１０/１０） 

（Ｒ３．２補正） 

６，０２７千円 

※国補助（１０/１０） 

 

R３年度 

15，00０千円 

 

 

R４年度 

３，０００千円 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）において、特措

法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な

場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最

大限削減する必要がある。」と示され、全国の自

治体で特別定額給付金として交付することが決

定された。 

ほぼ同時期に府無料ＰＣＲ検査センターが設置されたことで、件

数は想定より少なくなかったが、ＰＣＲ検査が必要な法人を支援

することに寄与した。 

  
長寿介護

課 

30 
新型コロナウイルスワクチ

ン個別接種協力支援金 

急務とされる高齢者ワクチン接種を推し進

めるため、個別接種を実施する医療機関に

対し協力支援金を支給する。 

 

【支給額】 

基本額：１医療機関につき１０万円 

追加支給額：(1) ６～８月を１２週として算

出する接種実績週平均 

①週平均が３７～１４４回：２０万円 

②週平均が１４５回以上：４０万円 

(2) ６～８月の予約システムによる一般予

約実績１回につき５００円 

【申請】 

不要 

市 市独自 

６５歳以上の高齢者へ新

型コロナウイルスワクチン

の個別接種を実施する市

内の病院及び一般診療

所 

Ｒ3．６．10 

～Ｒ3．１１．１５ 

基本額 

１５７件 

追加支給額 

１５２件 

３３,２６３千円 

５５,９１４千円 

ワクチン接種の加速化には自治体が行う集団接

種と各医療機関等で行う個別接種とを組み合

わせての実施が不可欠であったほか、特に６５歳

以上の高齢者に対する新型コロナウイルスワク

チン接種を推進するため、個別接種を実施する

医療機関を支援する必要があったため。 

ワクチン接種１回に対する追加支給額の適切な要件設定に時間

がかかった。一方で、個別接種医療機関や件数実績の集計は健

康づくり課においてデータ管理が行われていたため、早急に対応

することができた。 

なお、期間中に廃止・休止や対応を辞退した医療機関はなく、支

給実績は１００％であった。 

  
医療政策

課 

31 

障害福祉サービス事業

所へのＰＣＲ検査等費用

助成 

市内障害福祉サービス事業所等で新型コ

ロナウイルス感染の疑いがある職員及び利

用者に対し、事業所が自費で実施したＰＣＲ

検査等の費用を助成（行政検査の対象者

を除く） 

【支給額】１人当たり２万円上限 

１事業所当たり３０人分まで 

市 市 
市内障害福祉サービス事

業所 

Ｒ２．12．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

２件 

３０１千円 

 

１１件 

１，６０２千円 

 

０件 

０千円 

 

１０，８００千円 

 

 

１０，８００千円 

 

 

２，４００千円 

感染者が発生した事業所を有する法人に対し

て、感染拡大防止対策の徹底と安全な施設運

営の継続を支援するため。 

障害福祉サービス事業所における、費用面での負担の軽減につ

ながった。 
  

障害福祉

課 
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32 

障害児通所支援事業所

等ＰＣＲ検査等費用の助

成 

市内障害児通所事業所等を有する法人で

新型コロナウイルス感染症の疑いがある職

員及び利用者に対し、ＰＣＲ検査等を行うた

めの費用の一部を助成（行政検査の対象

者を除く） 

【支給額】１人当たり２万円上限 

市 市 
市内障害児通所事業所

の職員及び利用者 

 

R２.１２～R３.３ 

 

 

R３.４～R４.３ 

 

 

R４.４～R５.３ 

０件 

 

 

３件 

３６１千円 

 

０件 

 

１,８００千円 

※国補助（１０/１０） 

 

３,６００千円 

※国補助（１０/１０） 

 

９９０千円 

※国補助（１０/１０） 

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染の拡

大を防止するために、行政機関の必要により実

施する検査以外に受検させるＰＣＲ検査又は抗

原検査の実施経費について補助することにより、

障害児通所支援事業所等の安定的な事業実

施を促進し、障害児等が必要なサービスを継続

的に受けられるようにすることを目的とするとして

助成することを決定した。 

ＰＣＲ検査の受検のための支援施策が他にもあったため、利用件

数は少なかったがサービス提供体制の維持する一助となった。 
  

発達支援

課 

33 
保育施設等ＰＣＲ検査等

費用の助成 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止により、保育育児教育サービス提供体制

の維持を図る目的で補助をするもの。 

【補助額】1人当たり２万円（上限） 

市 市 

私立保育施設の従業者

等 

 

【拡充】R3.6 

保育施設等に通う児童 

R3.2～R3.3 

 

 

R3.4～R4.3 

 

 

R4.3～R5.3 

３件 

１，００９千円 

 

４件 

４４０千円 

 

２件 

１２千円 

 

【補正】４，８００千円 

 

【当初】６，６００千円 

【補正】４，８００千円 

 

 

【当初】５，６８０千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

感染者が増加している中、就学前児童がＰＣＲ

検査等を受検することで、感染拡大の防止が必

要であったため実施した。 

各保育施設が補助金を活用して、新型コロナウイルス感染症へ

の感染が判明した、もしくは感染の疑いがあるなど、事業者が検

査を行う必要があると認めた従業者等に対しＰＣＲ検査等を受検

さることで、保育サービスの継続ができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

34 
学童保育施設ＰＣＲ検査

等費用の助成 

早期の対応を図ることにより保育サービス

の提供体制を確保するため、感染者の発生

や従業員に軽度な発熱等の症状がある状

況等において、行政検査の対象外となる場

合等に民間学童保育室が負担するＰＣＲ検

査に係る費用を助成するとともに、公立の

学童保育室においても対応経費を措置す

る。 

市 市 

（公立） 

学童保育指導員等 

（私立） 

民間学童保育室従業員

等 

R3.2.15 

～R3.3.31 
０か所 

【R3.２月補正】 

１，００１千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及

び放課後児童健全育成事業の安定的な事業

実施のため、従業者に受検させるＰＣＲ検査等に

要する経費を助成することにより、利用児童が必

要なサービスを継続的に受けることができるよう

にすることを目的として実施した。 

実績なし（０か所） 

※令和３年度以降の内容については「４－８４」参照 

関連項目 

「４－８４」 

学童保育

課 

35 

地域子育て支援拠点事

業ＰＣＲ検査等費用の助

成 

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染

の拡大を防止するために、ＰＣＲ検査又は抗

原検査の実施経費について補助することに

より、地域子育て支援拠点事業所の安定的

な事業実施を促進し、利用者等が必要なサ

ービスを継続的に受けられるようにすること

を目的とする。 

市 市 
地域子育て支援拠点事

業 

Ｒ２．３．２ 

～Ｒ2．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

２件 

２２千円 

 

８件 

１４６千円 

 

２件 

１４千円 

【当初】０千円 

【補正】３，４５６千円 

 

【当初】０千円 

【補正】＋６６６千円 

 

 

３３３千円 

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染の拡

大を防止するために、行政機関の必要により実

施する検査以外に受検させるＰＣＲ検査又は抗

原検査の実施経費について補助することにより、

地域子育て支援拠点事業所の安定的な事業実

施を促進し、利用者等が必要なサービスを継続

的に受けられるようにするために導入した。 

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染の拡大を防止するた

めに、ＰＣＲ検査又は抗原検査の実施経費について補助すること

により、地域子育て支援拠点事業所の安定的な事業実施を促進

することができた。 

  
子育て支

援課 

36 

障害者福祉サービス事

業者への物価高騰等支

援給付金の支給 

市内障害福祉サービス等事業所に対し、コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰に係る

負担を軽減し、障害福祉サービス提供体制

の維持・継続を図るため給付金を支給 

【支給額】１事業所１０万円 

【申請】 不要 

市 市 
市内障害福祉サービス事

業所 

Ｒ4．9．１ 

～Ｒ４．12．３１ 

 

 

R5.6.1 

～R6.3.31 

82法人 

１０６事業所 

１０，６００千円 

 

84法人 

１０７事業所 

１０，７００千円 

２０，０００千円 

 

 

 

１３．０００千円 

障害福祉サービスは、障害者の生活基盤を支え

る社会インフラとして安定性が求められる事業で

あり、各事業者は、コロナ禍における原油価格・

物価高騰に対し相当の努力のうえ事業運営して

いる。物価高騰による経営の不安定化リスクを

抱えており、障害者への安定したサービス提供

体制の維持・継続を図るため。 

障害福祉サービスの提供体制の維持・継続につながった。   
障害福祉

課 

37 

障害児通所支援事業所

等への物価高騰等支援

給付金の支給 

市内障害児通所支援事業所等に対し、コ

ロナ禍における原油価格・物価高騰に係る

負担を軽減し、障害児支援等提供体制の

維持・継続を応援の維持・継続を図るため

給付金を支給 

【支給額】１事業所１０万円 

市 市 
茨木市内の指定障害児

通所支援事業所 
R４.１０～R４.１２ 

３４法人 

３９事業所 

３,９００千円 

７,０００千円 

※国補助（１０/１０） 

障害児通所支援事業所等に対し、市が給付金

を交付することにより、 コロナ禍における原油価

格・物価高騰に係る負担を軽減し、 障害児支

援等提供体制の維持・継続を応援することを目

的として、給付を決定した。 

障害児通所支援事業所等のコロナ禍における原油価格・物価高

騰に係る負担を軽減し、障害児支援等提供体制を維持する一助

となった。 

  
発達支援

課 

38 

介護事業者等への物価

高騰等支援給付金の支

給 

市内介護サービス等事業所に対し、コロナ

禍における原油価格・物価高騰に係る負担

を軽減し、介護サービス提供体制の維持・

継続を図るため給付金を支給 

【支給額】１事業所当たり１０万円 

【支払時期】請求ごとに随時支払い 

市 市 

大阪府又は茨木市の指

定を受けた市内の介護サ

ービス事業所等、コミュニ

ティデイハウス、 街かどデ

イハウス  

R４.10.20 

～R４.12.31 

 

R5.7.21 

～R6.３.31 

 

２１０法人 

２８，３００千円 

 

２１３法人 

２９，１００千円 

 

（Ｒ４．９補正） 

２８，５３６千円 

 

（Ｒ５．６補正） 

２８，８１８千円  

（※５００千円流用） 

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に

加え、直面する物価高騰等により、厳しい経済環

境にある市内の介護事業所等に対して、物価高

騰等支援給付金を支給することで、介護サービ

ス提供体制の継続・維持を支援する必要があっ

たため。 

市が給付金を交付することにより、コロナ禍における原油価格・

物価高騰に係る負担を軽減し、介護サービス提供体制の維持・

継続に寄与した。 

  
長寿介護

課 
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39 
医療機関への物価高騰

等支援給付金の支給 

新型コロナウイルス感染症の長期化による

物価高騰で経営に影響を受けている市内

医療機関を支援することにより、医療提供

体制の維持を図るため、給付金を支給す

る。 

 

【支給額】 

病院：５０万円 

診療所（一般もしくは歯科診療所又はその

併設）：１０万円 

薬局：１０万円 

【申請】  

不要 

市 市独自 

令和４年７月１日時点で

登録されている市内医療

機関 

Ｒ４．10.13 

～Ｒ４.１２.１５ 

病院：１４件 

診療所：３７８件 

薬局：１３２件 

５８,０７９千円 

 

５９,００６千円 

物価高騰の影響を受ける市内医療機関に対し

て、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付

金を活用して支援することを決定した。 

過去に市内全医療機関へ支給を行ったノウハウから、スムーズに

支給ができた。 

また、申請を不要とするプッシュ型の支給であるため、最終支給

日まで短い期間で事務を進めることができ、支給実績は９8％と

なった。 

  
医療政策

課 

40 

私立教育・保育施設等へ

の物価高騰等支援給付

金の支給 

物価高騰により、費用負担が図大している

施設に対し、安定的な事業継続ができるよ

う負担を軽減する目的で給付金を支給する

もの。 

【給付金】1事業所当たり１０万円 

市 市 市内の私立保育施設 R4.10 
８９件 

８，９００千円 

 

【補正】８，９００千円 

私立教育・保育施設等において原油価格・物価

高騰等の影響に伴い、利用児童の給食費や光

熱費、消耗品の価格上昇により、食材の変更や

施設側の費用負担を軽減するため実施した。 

物価高騰等に対する支援金を給付することで、施設側の費用負

担を一部でも軽減することができ、教育・保育サービスの提供体

制の維持、継続をすることができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

41 

地域医療体制の確保に

向けた高槻島本夜間休

日応急診療所への支援 

安定した地域医療体制を確保するため、新

型コロナウイルス感染症の影響に伴い収入

が減少している高槻島本夜間休日応急診

療所の運営経費を負担する。 

市 市独自 
高槻島本夜間休日応急

診療所 

R2.４.１ 

～R3.３.３１ 

 

R3.４.１ 

～R4.３.３１ 

１件 

２９,６５２千円 

 

1件 

２４,２４０千円 

 

２９,６５２千円 

 

２４,２４０千円 

高槻島本夜間休日応急診療所を運営する公益

財団法人大阪府三島救急医療センターより、収

入の減少に伴う追加負担の要望があり、三島二

次医療圏救急医療検討会（茨木市、高槻市、摂

津市、島本町）において、追加負担することを決

定した。 

当該医療機関に対し、追加で負担金を支出することで、安定した

地域医療体制を確保・維持することができた。 
  

医療政策

課 

42 

三次救急医療体制の確

保に向けた三島救命救

急センターへの支援 

重症患者を受け入れる三次救急に係る安

定した医療体制を確保するため、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に伴い収入が減

少している三島救命救急センターの運営経

費を負担する。 

市 市独自 
大阪府三島救命救急セン

ター 

R2.４.１ 

～R3.３.３１ 

1件 

４６,４４０千円 

 

４６,４４０千円 

大阪府三島救命救急センターを運営する公益

財団法人大阪府三島救急医療センターより、収

入の減少に伴う追加負担の要望があり、三島二

次医療圏救急医療検討会（茨木市、高槻市、摂

津市、島本町）において、追加負担することを決

定した。 

当該医療機関に対し、追加で負担金を支出することで、安定した

地域医療体制を確保・維持することができた。 
  

医療政策

課 

43 
休日等における発熱外来

検査・診療体制の確保 

新型コロナウイルス感染症と季節性インフ

ルエンザの同時流行が想定された令和４年

１１月中旬から令和５年２月中旬の間につ

いて、特に、休診となる医療機関が多い日

曜、休日及び年末年始（令和４年１２月２９

日から令和５年１月３日まで）（以下「休日

等」という。）において、発熱外来体制を拡

充するための整備に対し、市が補助金を交

付する。 

 

【支給額】 

発熱外来の実施時間に応じて支給する。 

①３時間以上６時間未満の場合 

日曜・休日の１日当たり５０，０００円 

年末年始の１日当たり７５，０００円 

②６時間以上の場合 

日曜・休日の１日当たり１００，０００円 

年末年始の１日当たり１５０，０００円 

市 市独自 

新規または拡充で発熱外

来を実施し、下記の要件

全てに該当する市内医療

機関。 

①対象期間中の休日等

（年末年始を含む）におい

て、発熱外来を６日間以

上実施する。②新型コロナ

ウイルスと季節性インフル

エンザの診療・検査を実

施し、かかりつけ患者以外

も受け入れる。③実施時

間等を市ホームページで

掲載する。④覚書締結前

に予定していた通りに発

熱外来体制を新規・拡充

する。⑤発熱外来を理由

に受診する患者には、選

定療養費を求めない。 

R4.１１.２７ 

～R５.２.１９ 

５件 

８，０２５千円 

 

１２,３５０千円 

「市町村ごとの発熱外来体制の整備について」

（令和４年１０月１８日感企第３２３８号通知）に

おいて、新型コロナウイルス感染症と季節性イン

フルエンザウイルスの同時流行に備えた冬季の

発熱外来体制の整備について特措法（第 24

条第９項）に基づく要請があり、休日等に発熱

外来を実施する市内医療機関に対して、運営経

費の支援を行い、発熱外来を確保することとし

た。 

比較的休診となる医療機関が多い日曜、休日等において、市内

医療機関の協力により発熱外来を開設することができ、一定、市

民への医療提供に貢献できたと捉えている。 

  
医療政策

課 



資料３ 

54 

 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

44 
休日等における外来対応

体制の確保 

休診となる医療機関が多い日曜、休日及び

お盆期間（以下「休日等」という。）におい

て、新型コロナウイルス感染症の外来対応

（以下「外来対応」という。）体制を拡充す

るための整備に対し、市が補助金を交付す

ることにより、休日等の外来対応体制を確

保するため、市が補助金を交付する。 

 

【支給額】 

外来対応の実施時間に応じて支給する。 

①３時間以上６時間未満の場合 

日曜・休日の１日当たり５０，０００円 

ゴールデンウイーク及びお盆期間の１日当

たり 75,000円 

②６時間以上の場合 

日曜・休日の１日当たり１００，０００円 

ゴールデンウイーク及びお盆期間の１日当

たり１５０，０００円 

市 市独自 

発熱等の症状のある患者

を受け入れて診療及び検

査を行い、下記の要件全

てに該当する市内医療機

関。 

①対象期間中の休日等に

おいて、外来対応を９日間

実施し、かつゴールデンウ

イーク期間に１日以上、お

盆期間に２日以上日間以

上実施する。②新型コロナ

ウイルスと季節性インフル

エンザの診療・検査を実

施し、かかりつけ患者以外

も受け入れる。③実施時

間等を市ホームページで

掲載する。④実施計画書

を提出する。⑤外来対応

を理由に受診する患者に

は、選定療養費を求めな

いこと。 

R５.４.29 

  ～R５.９.30 

６件 

１１，５７５千円 
2２，６００千円 

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位

置づけが５類感染症に位置づけられたことに伴

い、全ての医療機関で一般疾病として通常の対

応を行うための移行期間が設けられた。茨木市

保健医療センター附属急病診療所の診療・検

査体制が整うまでの間、市内で休日等に診療・

検査を行う医療提供体制を確保するため、対象

医療機関に補助金を交付することとした。 

比較的休診となる医療機関が多い日曜、休日等において、市内

医療機関の協力により発熱外来を開設することができ、一定、市

民への医療提供に貢献できたと捉えている。 

 
医療政策

課 

45 
医療機関への物価高騰

等支援給付金の支給 

新型コロナウイルス感染症の長期化による

物価高騰で経営に影響を受けている市内

医療機関を支援することにより、医療提供

体制の維持を図るため、給付金を支給す

る。 

 

【支給額】 

病院：５０万円 

診療所（一般もしくは歯科診療所又はその

併設）：１０万円 

薬局：１０万円 

【申請】  

不要 

市 市独自 

令和５年６月１日時点で

登録されている市内医療

機関 

R５.６.28 

  ～R５.8.25 

病院：１４件 

診療所：３８０件 

薬局：１３４件 

５８，４００千円 

【補正】６０，１０９千円 

市内医療提供体制の継続及び維持を図るた

め、物価高騰の影響を受ける市内医療機関に

対して支援を行うこととした。 

市内医療機関等からは「ありがたい」とのご意見を受けており、

物価高騰による影響への対策の一助となったと捉えている。 
 

医療政策

課 

46 
医療機関等へのマスクの

配布 

重症化しやすいとされている高齢者等対策

として、あらかじめ市に備蓄していたマスク

を令和２年２月２６日から医療機関、高齢者

施設及び障害者施設等に対して８万２千枚

の提供を行った。 

令和２年４月現在、全国的に感染状況が拡

大傾向にあり、医療現場をはじめ、高齢者・

障害者施設等の現場においてマスク不足

が続いている状況を受け、医療機関、高齢

者・障害者施設等へ令和２年４月９日から 

１５万枚のマスクの配付を追加で行った。 

市 市独自 
医療機関、高齢者施設、

障害者施設等 

Ｒ２．２．２６ 

～Ｒ２．３．３１ 

 

Ｒ２．４．９ 

～Ｒ２．５．３１ 

８２，０００枚 

 

 

１５０，０００枚 

６，１７１千円 

市備蓄分 

 

 

【R２補正】 

+６，１７１千円 

茨木市コロナウイルス対策本部会議において、

重症化しやすいとされている高齢者等対策とし

て、医療機関、高齢者・障害者施設等に対し、マ

スクの提供を行うことを決定した。 

感染症の拡大に伴いマスク等の感染予防物資が手に入りにくく

なる中で、感染による重症化リスクの高い高齢者・障害者施設等

にこれらを安定供給できたことは、一定の感染拡大防止に役立

つことができたと考えられる。 

  
健康づく

り課 

47 

乳幼児・小中学生へのイ

ンフルエンザワクチン予

防接種費用の公費助成 

家庭内における感染リスクの軽減や安定し

た医療体制の維持、及び学習機会の確保

を図るため、乳幼児・小中学生のインフルエ

ンザワクチン予防接種に係る費用を公費助

成する。 

【助成額】 

１回の接種につき２，０００円（医療機関での

会計時に控除等） 

市 市 
生後６か月の乳児から中

学３年生までの児 

助成対象となる接

種期間 

R2.10.1 

 ～R2.12.31 

被接種者数 

（延べ） 

３７，９６９人 

１４２，６５０千円 

※国補助（10/10） 

新型コロナウイルス・インフルエンザウイルスの同

時流行が危惧される中で、市内の医療提供体

制の維持・確保、小中学生の休業（学級閉鎖

等）による学習機会への影響を可能な限り低減

を図る必要があったことから、補正予算にて実施

の決定がなされた。 

任意接種に対する公費助成ではあったが、全対象者のうち、

50％を超える乳幼児・小中学生の方々が当該事業を活用された

結果から、当該シーズンにおける市民の感染症対策への取組み

に寄与できた。 

  
子育て支

援課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

48 

高校３年生等へのインフ

ルエンザワクチン予防接

種費用の助成 

受験や就職等を控えた高校３年生等や今

年度新たな生活を開始している１８歳・１９

歳の若者及びその家庭を支援するため、イ

ンフルエンザワクチン予防接種に係る費用

を公費助成する。 

【助成額】 

１回の接種につき２，０００円（償還払） 

市 市 

１８歳及び１９歳の者 

（平成１３年４月２日 

 ～平成１５年４月１日 

生まれ） 

助成対象となる接

種期間 

R2.10.1 

 ～R2.12.31 

助成件数 

１，２００件 

８，６１７千円 

※国補助（10/10） 

コロナ禍において厳しい状況にある若者及びそ

の家庭への支援を実施するため、補正予算（令

和２年１１月１９日付け専決処分）にて実施の決

定がなされた。 

緊急実施となったことから、乳幼児・小中学生を対象とした助成

事業とは異なり、償還払いのみによる助成方式にて実施した。 

短期間での準備・事業実施となったが、おおむね円滑に進めるこ

とができ、結果、当該シーズンにおけるインフルエンザ感染者数の

減につながった。 

  
子育て支

援課 

49 
新型コロナウイルスワクチ

ン予防接種の実施 

新型コロナウイルスワクチン接種の実施に

向けた体制を構築するため、接種券の印

刷・発送や相談体制の整備等、予防接種の

実施準備を行う。新型コロナウイルスワクチ

ン予防接種に係る体制確保の経費や、保

健医療センター等におけるワクチン接種に

要する経費を増額する。（R2） 

国 

市 
国 １２歳以上の市民 

Ｒ３．２．１７ 

～Ｒ６．３．３１ 

R5.3.３１時点の 

接種者数 

１回目 

２２４，５５４人 

２回目 

２２３，８８８人 

３回目 

１７７，３９３人 

４回目 

１０６，７０８人 

５回目 

５２，０２８人 

 

Ｒ２年度執行額

３９，８２１千円 

 

Ｒ３年度執行額

２，４１９，６１０千円

うち、 

繰越分 

１，４５４，４３６千円 

 

Ｒ４年度執行額

２，２９７，３２３千円

うち、 

繰越分 

５９０，０３４千円 

１，６１１，５７８千円 

※国補助（10/10）

【R２専決】 

３０１，８２９千円 

【R２補正】 

+１，３０９，７４９千円

うち、１，５４９，８３２

千円を繰越明許設

定 

新型コロナワクチンの接種については、予防接

種法（昭和２３年法律第６８号）附則第７条の特

例規定に基づき実施するもので、同法第６条第

１項の予防接種とみなして同法の各規定が適用

されていたが、令和４年１２月９日付の法改正に

より、新予防接種法第６条第３項の規定により行

われた予防接種とみなし、新予防接種法の規定

を適用することとなった。 

また、改正法附則第１４条第１項の経過措置規

定により、予防接種法附則第７条第１項の規定

による厚生労働大臣の指定及び指示は、新予

防接種法第６条第３項の規定により行われた指

定及び指示（大臣指示）とみなされる。 

なお、新型コロナワクチン接種に関する事務は、

新予防接種法第３０条（改正前の予防接種法

第２９条）により第一号法定受託事務とされてい

る。 

ワクチン接種については、供給スケジュールをはじめ、ワクチンの

特性を踏まえた対応や、配送体制を構築することなどの調整事

項も多く、接種体制の構築までに、一定、時間を要するとともに、

接種開始当初は、新型コロナウイルス対応の情報不足やワクチン

の接種希望者が最大規模であり混乱もあった。  

その後は、市内医療機関による個別接種が進んだことに加え、全

庁的な応援体制のもと集団接種を進めるとともに、民間事業者

の活用をはじめ、大学連携や二次医療圏における接種体制の確

保に努めた。 

なお、関係機関との連携を進めていくことで接種体制を強化する

ことができ、初回接種については府内の平均接種率を上回ること

ができた。 

また、以降の接種についても希望する全ての方に対して接種を受

けていただくことができたと考える。 

  
健康づく

り課 

50 
新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制の構築 

新型コロナウイルスワクチン接種の実施に

向けて、接種券の印刷・発送や相談体制の

整備等、予防接種実施体制を構築する。（R

３） 

国 

市 
国 １２歳以上の市民 

Ｒ３．２．１７ 

～Ｒ６．３．３１ 

 

４０４，６１９千円 

※国補助（10/10） 

 

【R３当初】 

４０４，６１９千円 

  
健康づく

り課 

51 
新型コロナウイルスワクチ

ン接種の推進 

＊ワクチン予防接種を円滑に進めるため、

個別接種に係る時間外・休日加算経費を

措置するほか、各医療機関へのワクチンの

配送及びコールセンターの充実等に要する

経費を増額する。（R３） 

＊感染拡大の防止や重症化を予防するた

め、３回目のワクチン接種に係る接種費用

等を措置する。（R4） 

＊新型コロナウイルス感染症の重症化予防

を図るため、オミクロン株対応ワクチンの追

加接種に要する経費を措置する。（R4） 

国 

市 
国 

６５歳以上の高齢者へ新

型コロナウイルスワクチン

の個別接種を実施する市

内の病院及び一般診療

所 

Ｒ３．２．１７ 

～Ｒ６．３．３１ 

２，３１４，３８１千円 

※国補助（10/10） 

 

【R３補正】 

＋４５５，２２４千円 

【R４当初】 

７１４，０９７千円 

【R４補正】 

＋１，１４５，０６０千円 

  
健康づく

り課 

52 
新型コロナウイルスワクチ

ン接種（３回目）の実施 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防

止や重症化を予防するため、３回目のワク

チン接種に係る経費を措置する。 

国 

市 
国 

１２歳以上で、２回目接種

を終了し概ね８か月以上

経過した市民 

Ｒ３．２．１７ 

～Ｒ６．３．３１ 

６７８，２４０千円 

※国補助（10/10） 

 

【R３補正】 

＋６７８，２４０千円 

うち、５９８，８２０千円

を繰越明許設定 

  
健康づく

り課 

53 

５歳以上のこどもへのワ

クチン接種に係る経費の

増額 

５歳以上のこどもへ新型コロナウイルスワク

チンを接種するため、ワクチン配送等の接種

事務に要する経費を増額する。 

国 

市 
国 ５～１１歳以下のこども 

Ｒ４．２．２１ 

～Ｒ６．３．３１ 

１，０００万円 

※国補助（10/10） 

 

【R3補正】 

＋１，０００千円 

  
健康づく

り課 

54 
ワクチン接種に係る他市

接種負担金等の増額 

＊新型コロナウイルスワクチン接種において

他市での接種者数の増加に伴い、接種負

担金等を増額する。（R3） 

＊新型コロナウイルスワクチンに係る大規模

接種会場等での接種者数の増加に伴い、

他市への接種負担金等を増額する。 

国 

市 
国 12歳以上の市民 

Ｒ３．２．１７ 

～Ｒ６．３．３１ 

２５５，１７８千円 

※国補助（10/10） 

 

【R3補正】 

＋２５５，１７８千円 

  
健康づく

り課 
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55 

高齢者に対する季節性イ

ンフルエンザワクチン予

防接種費用の無償化 

例年冬の時期に流行するインフルエンザ

が、新型コロナウイルス感染症との同時流

行が懸念されており、新型コロナウイルス感

染症とインフルエンザの併発による高齢者

の重症化を防ぐ。 

【接種回数】１回 

【自己負担額】無料（※令和３年度は１，５０

０円を被接種者から徴収） 

府

（R2・

４年

度） 

市

（R5

年度） 

府 

（Ｒ２・４年

度） 

市独自 

（Ｒ５年度） 

・満６５歳以上の市民・満

６０歳以上６５歳未満の市

民で、心臓、腎臓又は呼

吸器の機能に自己の身辺

の日常生活活動が極度に

制限される程度の障害を

有する者及びヒト免疫不

全ウイルスにより免疫の機

能に日常生活がほとんど

不可能な程度の障害を有

する者 

 

 

Ｒ２．１０．１ 

～Ｒ２．１２．３１ 

 

 

 

Ｒ４．１０．１ 

～Ｒ５．１．３１ 

 

 

Ｒ５．１０．１ 

～Ｒ６．１．３１ 

被接種市民数：

４６，３３１人 

接種率： 

67.8% 

 

被接種市民数：

４２，１９６人 

接種率： 

61.3% 

 

 

 

【当初】９０１，８８０千円 

 

 

 

 

【当初】１４３，５９１千円 

【補正】＋１２８，８９１千円 

 

 

【当初】１６２，５５５千円 

【補正】＋８８，６５２千円 

 

令和２年度は、「府政運営の基本方針２０２０」 

改定を踏まえ、府民の命を最優先に、感染拡大

の抑制と社会経済活動の維持との両立に向け

た重点的な取組みについて、大阪府が第１０号

補正予算として措置し、新型コロナウイルス感染

症とインフルエンザの併発による高齢者の重症

化と、両感染症患者の増加に伴う医療提供体

制のひっ迫を防ぐため、市町村とともにインフル

エンザワクチン接種にかかる自己負担を無料化

することが決定された。 

また、令和４年度においても同様に、新型コロナ

ウイルス感染症拡大期におけるインフルエンザワ

クチン定期接種緊急促進事業補助金交付が決

定され、大阪府民は無料であることが決定され

た。 

令和５年度においては、市独自にて新型コロナウ

イルス感染症とインフルエンザの併発による高齢

者の重症化を防ぐ目的で実施している。 

インフルエンザワクチン予防接種を希望する高齢者への接種によ

り、重症化予防や発症を抑える効果が期待できたことや安定した

医療体制を確保することができたものと考えられる。 

  
健康づく

り課 

56 
診療所を通したＰＣＲ検

査の実施 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対

応するため、ＰＣＲ検査体制の再構築を図る

とともに、市民の不安解消に努めるため、市

ＰＣＲ検査センターの実施方法の効率化を

図り、ＰＣＲ検査支援事業として各医療機関

にＰＣＲ検査を実施する。また、検査対象者

が陽性者であった場合は、大阪府茨木保

健所へ発生届の提出が必要である旨を説

明する。 

市 市独自 

かかりつけ医等の判断に

より紹介を受けた感染疑

いのある軽症患者 

Ｒ３．４．２１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

【PCR検査数】 

R３:152件 

R４:111件 

【当初】１８，１６２千円 

【当初】１，００２千円 

各医療機関における感染拡大に備えた体制の

構築を図り、検査に対する市民の不安解消の一

助とするため各医療機関のＰＣＲ検査を支援す

る必要があった。 

保健医療センターで実施しているＰＣＲ検査を、ドライブスルー方

式から郵送を利用した検査方法に変更して業務を遂行した。 

国・府の行政検査を補う役割として市が医療機関を支援すること

によりＰＣＲ検査を安定的に実施できる体制づくりの一助となった

ものと捉えている。 

  
健康づく

り課 

57 

障害福祉サービス事業

者・介護事業者等への手

指消毒液の配布 

重篤化しやすい高齢者や障害者の日常生

活を支援する介護事業所等に、消毒液を配

付し、新型コロナウイルス感染症拡大防止

を図るもの。 

市 市 

大阪府又は茨木市の指

定を受けた市内の介護サ

ービス事業所等、コミュニ

ティデイハウス、 街かどデ

イハウス①1.5ℓ/法人②

1.5ℓ/法人（３事業所以

上なら 5ℓ） 

①障害・介護

R2.6.8 

～R2.6.24 

 

②介護 

R2.7.15 

～R2.7.17 

① 

１２９/１６４法人 

 

 

② 

８１/１６４法人 

 

【Ｒ２．６補正】 

１，４３０円×510ℓ 

＝７３０千円 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、手指消

毒用アルコールの需給が逼迫しているが、入手

が難しい状況にあった。 

事業所等に配付したことで新型コロナウイルス感染症拡大防止

の一助となった。 
  

長寿介護

課 

58 
介護施設等における簡易

陰圧装置の設置補助 

介護施設等において、簡易陰圧装置を設

置し、新型コロナウイルス感染症患者が発

生しても施設内で対応できる環境整備を図

り、感染拡大を防止するもの。 

【購入費補助額】１事業所当たり４，７１０千

円（上限） 

市 府 
茨木市内の介護サービス

事業所を運営する法人等 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

Ｒ５．４．１ 

～Ｒ６．３．３１ 

６件 

１３，６２０千円 

 

４件 

１１，４４０千円 

 

 

 

R３年度 

１３，６２０千円 

 

 R４年度 

１１，４４０千円 

 

 R５年度 

９，４２０千円 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及

び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要

綱（平成１８年５月２９日老発第０５２９００１号厚

生労働省老健局長通知）が一部改正され、介

護施設等における新型コロナウイルス感染拡大

防止対策支援事業が追加されたことに伴い、茨

木市においても補助対象とした。 

新型コロナウイルス感染症の流行も終息方向であったが、施設

では小規模のクラスター発生が続く状況もあり、施設内の感染症

対策として、環境整備に寄与した。 

  
長寿介護

課 

59 

高齢者を対象としたスマ

ートフォン活用講座の実

施 

新しい生活様式への対応の視点から、高齢

者のＩＣＴスキルの向上を図るため、６０歳以

上の方を対象にスマートフォンの活用に関

する講座開催を委託する。 

市 市 

①６０歳以上の本市市民 

②既にマイナンバーカード

を保有している者、又は今

後マイナンバーカード及び

マイナポイントの取得を考

えている者 

Ｒ３．１．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

１５回 

６０５千円 

 

 

【補正】６１０千円 

※国補助(１０/１０） 

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための

総合経済対策」（令和２年１２月８日閣議決定）

において、「マイナポイントの更なる活用や、健康

保険証や運転免許証との一体化等も通じたマイ

ナンバーカードの普及促進」が示された。 

講座内容はキャッシュレス入門講座とマイナポイント取得入門講

座、講座時間は４時間で全１５回開催、延べ８０人が参加した。高

齢者の新しい生活様式への対応に貢献した。 

  
地域福祉

課 

60 

障害福祉サービス事業

者・介護事業者等への手

指消毒液の配布 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

て、市内障害福祉サービス事業所に対して

手指消毒液の配付を実施した。 

【支給量】１法人当たり１．５リットル 

【申請】 不要 

市 市 
市内障害福祉サービス事

業所 

Ｒ２．５．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

７６法人 

２５８千円 
２５８千円 

手指消毒液が需要増のために入手が困難とな

り、価格も高騰していたなかで、各事業所内での

感染防止に寄与するとともに、財政的な負担の

緩和を図るため。 

障害福祉サービス事業所における、衛生状態の保持及び費用面

での負担の軽減につながった。 
  

障害福祉

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

61 

子育て支援総合センタ

ー、子育てすこやかセンタ

ーにおける感染症予防用

品の購入等 

新型コロナウイルス感染症対策物品の購

入等を促進することで、安心して子育てでき

る環境を整備する。 

【支給額】上限３００，０００円 

【対象物品】感染症対策物品（消毒薬、マ

スク等）、ＩＣＴ機器 

市 

国 

府 

市 

子育て支援総合センター、

子育てすこやかセンター 

 

R2 

 

 

R3 

 

 

 

R4 

 

 

 

１千円 

（総合センター） 

 

１千円 

（総合センター） 

２０４千円 

(すこやかセンター) 

 

１千円 

（総合センター） 

０千円 

(すこやかセンター) 

５００千円 

（総合センター） 

 

２，０００千円 

（総合センター） 

３００千円 

（すこやかセンター） 

 

３００千円 

（総合センター） 

１００千円 

（すこやかセンター） 

新型コロナウイルス感染症対策として行う事業

に対し、市が補助金を交付することにより、安心

して子育てができる環境を整備し、もって児童の

福祉の向上を図るため実施した。 

新型コロナウイルス感染症対策物品の購入等を促進することで、

安心して子育てできる環境を整備することができた。 
  

子育て支

援課 

62 

子ども家庭総合支援拠

点の設置（子育て支援総

合センターの体制充実） 

子ども家庭総合拠点の設置に伴う、会計年

度任用職員の歳出額の増 
市 

国 

市 
子育て支援総合センター Ｒ２ 

 

１０，７７１千円 

 

【補正】 

１１，０８４千円 

※国補助(１０/１０） 

子育て支援総合センターの体制を充実させるた

め実施した。 
子育て支援総合センターの体制を充実させた。   

子育て支

援課 

63 
オンラインによる妊産婦

相談の実施 

コロナ禍により日常生活等が制限される中

で、妊産婦や就学前のこどもをもつ保護者

の育児不安等の軽減を図る。 

市 市 
妊産婦及び就学前のこど

もをもつ保護者 

R３．１月中旬から

開始 

実施件数 

１件 

４０６千円 

※国補助（１/２） 

コロナ禍により行動制限等が強まる中、オンライ

ン方式による相談業務の必要性が高まったこと

から、国補助を活用して、実施した。 

当該年度における実績は少ないながら、利用者にとっては、感染

リスクのない環境下で育児等について相談できるという選択肢

が増えたこととなり、ひいては、相談機会の確保につながった。 

  
子育て支

援課 

64 
オンラインによる子育て相

談の実施 

新しい生活様式に対応した相談体制の充

実を図るため、ＩＣＴ機器を導入し、子育て支

援総合センター等においてオンラインによる

子育て相談を実施する。 

市 

国 

府 

市 

妊産婦及び就学前のこど

もをもつ保護者 

R2 

R3 

１５７千円 

（総合センター）

２００千円 

(すこやかセンター) 

４３６千円 

（ぽっぽルーム） 

４１７千円 

(乳幼児全戸訪

問事業) 

５００千円 

（総合センター） 

５００千円 

（すこやかセンター） 

５００千円 

（ぽっぽルーム） 

５００千円 

（乳幼児全戸訪問

事業） 

コロナ禍により行動制限等が強まる中、オンライ

ン方式による相談業務の必要性が高まったこと

から、国府補助を活用して、実施した。 

当該年度における実績は少ないながら、利用者にとっては、感染

リスクのない環境下で育児等について相談できるという選択肢

が増えたこととなり、ひいては、相談機会の確保につながった。 

  
子育て支

援課 

65 

子育て支援総合センター

等職員等への PCR 検査

等費用の助成 

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染

の拡大を防止するために、ＰＣＲ検査又は抗

原検査の実施経費について補助することに

より、子育て支援総合センター等の安定的

な事業実施を促進し、利用者等が必要なサ

ービスを継続的に受けられるようにすること

を目的とする。 

市 
国 

市 

子育て支援総合センター

等 

R3 

 

 

 

R4 

 

 

 

６８０千円 

（総合センター） 

 

 

６３８千円 

（総合センター） 

 

 

６８０千円 

（総合センター） 

※国補助(１０/１０） 

 

３３０千円 

（総合センター） 

【補正】＋３０８千円 

※国補助(１０/１０）   

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染の拡

大を防止するために、行政機関の必要により実

施する検査以外に受検させるＰＣＲ検査又は抗

原検査の実施経費について補助することにより、

子育て支援総合センター等の安定的な事業実

施を促進し、利用者等が必要なサービスを継続

的に受けられるようにするために実施した。 

新型コロナウイルス感染症の感染及び感染の拡大を防止するた

めに、ＰＣＲ検査又は抗原検査の実施経費について補助すること

により、子育て支援総合センター等の安定的な事業実施を促進

することができた。 

  
子育て支

援課 

66 

公立保育所等におけるご

み収集の実施（おむつ持

ち帰りの廃止） 

公立保育所等で保護者が持ち帰りしてい

た紙おむつを施設で回収・処分を行い、衛

生面の改善を図ることで新型コロナウイル

スの感染拡大を防止するとともに、保護者

負担の軽減にもつなげる。 

市 市 
あけぼの学園の職員・児

童 
R4.10.31～ 

１か所 

２２千円 

  

１４６千円 

公立保育所等において紙おむつを保護者が持

ち帰っていたが、衛生面や保護者負担の面から

改善の要望があり、おむつ持ち帰りを廃止し、施

設においておむつの処理を行うことになった。 

紙おむつの持ち帰りを廃止することで衛生面が改善され、新型コ

ロナウイルス感染拡大を防止できたとともに、保護者負担も軽減

することができた。 

  
発達支援

課 

67 

障害福祉サービス事業

者・介護事業者等への手

指消毒液の配布 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

て、市内障害児通所支援事業所に対して

手指消毒液の配付を実施した。 

【支給量】１法人当たり１．５リットル×２回 

【申請】不要 

市 市 
市内障害福祉サービス事

業所 

Ｒ２．５．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

４３件 

１８６千円 

 

１８６千円 

手指消毒液が需要増のために入手が困難とな

り、価格も高騰していたなかで、各事業所内での

感染防止に寄与するとともに、財政的な負担の

緩和を図るため配布を決定した。 

障害児通所支援事業所における、衛生状態の保持及び費用面

での負担の軽減につながった。 
  

発達支援

課 

68 

公立児童発達支援セン

ター等の換気設備の改

修等 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け

た対策を進めるため、公立児童発達支援セ

ンター等において換気設備を改修する。 

市 市 
公立児童発達支援センタ

ー等の職員及び児童 

R３.2.1 

～R３.3.31 

あけぼの学園 

２，２６６千円 

 

すくすく親子教室 

２８６千円 

あけぼの学園 

２，４３９千円 

 

すくすく親子教室 

４６８千円 

新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、

公立児童発達支援センター等の網戸が設置さ

れていない窓やサッシに換気のための網戸を設

置し、換気扇を修繕することを決めた。 

換気設備が設置・修繕されたことにより、新型コロナウイルスの感

染拡大を防止することができた。 
  

発達支援

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

69 
公立保育所等の換気設

備の改修 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け

た対策を進めるため、公立保育所等におい

て換気設備を改修する。 

市 市 
公立保育施設の職員及

び児童 

R2.12.1 

～R3.3.31 

保育所 

９５３千円 

 

幼稚園 

２，９０４千円 

 

認定こども園 

２，８３５千円 

保育所 

２，４００千円 

 

幼稚園 

３，８４０千円 

 

認定こども園 

４，０８０千円 

地方創生臨時交付金(国) を活用し、新型コロ

ナウイルスの感染拡大を予防するため、公立保

育施設の網戸が設置されていない窓やサッシに

換気のための網戸を設置することを決めた。 

各施設に換気設備が設置されたことにより、新型コロナウイルス

の感染拡大を防止することができた。 
  

保育幼稚

園総務課 

70 
公立保育所におけるオン

ライン相談等の実施 

新しい生活様式に対応した相談体制等の

充実を図るため、公立保育所において、タブ

レットを活用したオンライン相談等を実施す

る。 

市 市 
相談等を希望されている

保護者等 
Ｒ３．５．１～ 

数件 

２９０千円 

 

６４９千円 

外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減す

る事を求められる中、子育てに困っておられる方

に相談の機会を提供するために実施を検討。ま

た、これに伴う国庫補助のメニューもあったこと

から実施した。 

実施する職員にノウハウがなかったことや、オンラインのため実際

にこどもを看てもらうことができないこと、園庭開放などの行事に

参加した際に併せての相談が多かったことなどから、オンライン相

談を利用する方が少なかった。 

  
保育幼稚

園総務課 

71 
公立保育所、幼稚園等の

感染予防用品の購入等 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け

た対策を進めるため、公立保育所等におい

て感染症予防用品を購入する。 

市 市 
市内公立就学前施設(20

施設)の職員・児童 

Ｒ２．５．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

２５，８５７千円 

 

 

１６，７７９千円 

 

 

１１，８４９千円 

 

２５，０００千円 

 

 

１６，４００千円 

 

 

１６，４００千円 

新型コロナウイルス感染症拡大をふせぐために、

消毒や飛沫防止の物品が必要になったため購

入することになった。 

感染予防物品を購入したことで、施設の運営をしながら新型コロ

ナウイルスの感染拡大を防ぐことができた。 
  

保育幼稚

園総務課 

72 

公立保育所、幼稚園等

職員等へのＰＣＲ検査等

費用の助成 

安定した保育サービスの提供体制を確保

するため市内公立就学前施設(２０施設)の

職員・児童で、軽度の発熱等の症状があ

り、行政検査の対象外となる場合について、

ＰＣＲ検査等を実施する。 

市 市 
市内公立就学前施設(20

施設)の職員・児童 

R3.2.16 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

７１件 

７８１千円 

 

３７１件 

４，０８１千円 

 

0件 

 

R２年度 

１，２００千円 

 

R３年度 

４，８３０千円 

 

R４年度 

３，５０９千円 

軽度の症状があるにも関わらず、医療機関にて

ＰＣＲ検査を受けることができずに自宅待機しな

ければならないケースがあり、保育を継続して運

営していくために、職員や児童に対して、独自で

ＰＣＲ検査を実施した。 

ＰＣＲ検査体制を充実させることで、保育の継続性を保つことが

できたとともに、公立保育所等の感染拡大防止に向けた対策を

講じることができた。 

  
保育幼稚

園総務課 

73 
公立保育所等におけるＩ

ＣＴ化の推進 

新型コロナウイルス感染拡大により保育所

運営を圧迫している出欠確認や病状確認

等の保護者及び職員の業務を軽減するた

め、登降園打刻・出欠連絡アプリを導入す

ることで双方の負担軽減を図る。 

市 市 
市立保育施設(８施設)の

保護者・児童 

R5.１.23 

～R5.3.31 

全８施設 

２１，５７７千円 

 

１６，２６５千円 

新型コロナウイルス感染拡大により、出欠確認

や病状確認等の電話や窓口対応による保護者

及び職員の業務負担が増加しており、安定的な

保育サービスの供給を図る事が難しくなってきた

ため、ICT化により業務負担を軽減する必要が

あった。 

出欠状況や欠席遅刻理由の確認の為１件ずつ電話連絡の必要

があったところ、本システム導入により保護者が随時スマホから

申請できるようになり、事務が大幅に軽減された。 

  
保育幼稚

園総務課 

74 
公立認定こども園等にお

けるＩＣＴ化の推進 

新型コロナウイルス感染拡大により幼稚園

運営を圧迫している出欠確認や病状確認

等の保護者及び職員の業務を軽減するた

め、登降園打刻・出欠連絡アプリを導入す

ることで双方の負担軽減を図る。 

市 市 
市立幼稚園(１２施設)の

保護者・園児 

R5.１.23 

～R5.3.31 

全１２施設 

２７，９７０千円 

 

２１，１７７千円 

新型コロナウイルス感染拡大により、出欠確認

や病状確認等の電話や窓口対応による保護者

及び職員の業務負担が増加しており、安定的な

幼稚園教育・預かり保育の供給を図る事が難し

くなってきたため、ＩＣＴ化により業務負担を軽減

する必要があった。 

出欠状況や欠席遅刻理由の確認の為１件ずつ電話連絡の必要

があったところ、本システム導入により保護者が随時スマホから

申請できるようになり、事務が大幅に軽減された。 

  
保育幼稚

園総務課 

75 

公立保育所等におけるご

み収集の実施（おむつ持

ち帰りの廃止） 

公立保育所等で保護者が持ち帰りしてい

た紙おむつを施設で回収・処分を行い、衛

生面の改善を図ることで新型コロナウイル

スの感染拡大を防止するとともに、保護者

負担の軽減にもつなげる。 

市 市 
市内公立就学前施設(20

施設)の職員・児童 
R4.10.31～ 

R４年度 

保育施設 

１４か所 

４２４千円 

  

 

1，889千円 

公立保育所等において紙おむつを保護者が持

ち帰っていたが、衛生面や保護者負担の面から

改善の要望があり、おむつ持ち帰りを廃止し、施

設においておむつの処理を行うことになった。 

紙おむつの持ち帰りを廃止することで衛生面が改善され、新型コ

ロナウイルス感染拡大を防止できたとともに、保護者負担も軽減

することができた。 

  
保育幼稚

園総務課 

76 
私立認定こども園等の副

食費用減免に係る補助 

休園に伴い、家庭保育に協力している世帯

へ、私立認定こども園等が副食費を減免す

る経費について補助する。 

市 市 
私立認定こども園、私立

保育所 

R2.3 

 

R2.4～R3.3 

 

 

R3.4～R4.3 

 

R4.4～R5.3 

３，２２７千円 

 

１９，２５８千円 

 

 

１９，７７６千円 

 

４，２６８千円 

【補正】 

２３，９８２千円 

 

 

【補正】 

１１，７０４千円 

＋【補正】 

８，１１３千円 

コロナ陽性又は濃厚接触者となり保育所の利

用をしなかった世帯に対し日数に応じて副食費

の減免を行ったが、施設の減収を補填する必要

が生じたことから補助を実施した。 

副食費の減額等に係る対象施設の減収分を補助することで、施

設側の費用負担を軽減することができ、教育・保育サービスの提

供体制の維持、継続をすることができた。 

  
保育幼稚

園事業課 
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77 

利用者負担額の減額等

に伴う施設型給付費負

担金等の増額 

私立認定こども園等の休園に伴い、家庭保

育に協力している世帯の利用者負担額の

減額等に係る対象施設の減収分について、

施設型給付費負担金等を支給する。 

国 

府 

市 

市 

私立認定こども園、私立

小規模保育事業所、私立

事業所内保育事業所 

 

R2.3 

 

 

R2.4～R3.3 

 

 

R3.4～R4.3 

 

R4.4～R5.3 

 

２５，１５７千円 

 

 

１３６，９７３千円 

 

 

１３１，７４８千円 

 

２７，５８０千円 

【補正】 

１８，７８０千円 

 

【補正】 

１１９，５２３千円 

 

【補正】 

６０，９３２千円 

＋【補正】 

４５，６６２千円 

コロナ陽性又は濃厚接触者となり保育所の利

用をしなかった世帯に対し日数に応じて利用者

負担額の減免を行ったが、その分施設に支払う

施設等利用負担額等が減少することから、減少

分を施設等利用負担額が額に上乗せした。 

利用者負担額の減額等に係る対象施設の減収分について施設

型給付費負担金等を増額することで、施設側の費用負担を軽減

することができ、教育・保育サービスの提供体制の維持、継続を

することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

78 

臨時休園期間中のベビ

ーシッター利用料への補

助 

臨時休園に伴いベビーシッターを利用した

際に費用を補助 

補助額：利用 1h当たり２千円 

(上限:１日１０h) 

市 市 保育所等利用世帯 R4.6～R5.3 
０件 

０千円 

 

１，２００千円 

「茨木市新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

保育所等の臨時休園等期間中のベビーシッタ

ー利用補助要綱」により実施した。 

感染拡大期に外部の保育士等を自宅に入れることの心理的な

ハードルが高かったことも一因となり、利用には至らなかった。 
  

保育幼稚

園事業課 

79 

保育士等の処遇改善に

向けた臨時特例交付金

の支給 

保育士、幼稚園教諭等の処遇改善のため

賃金を引き上げる措置が実施された。 
国 市 

私立保育施設に勤務する

職員 

 

R4.2～R4.3 

 

 

R4.4～R4.9 

 

６６件 

３１，３７７千円 

 

６８件 

１２０，６７２千円 

 

 

３１，５２９千円 

 

 

１２１，９１９千円 

※国補助(１０/１０) 

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢

化への対応が重なる教育・保育現場で働く保育

士・幼稚園教諭等に対し賃上げの経済対策が

実施され、処遇改善臨時特例交付金を支給す

る。「令和３年度保育士等処遇改善臨時特例交

付金交付要綱」R3.12.20適用 

新規の補助金で、準備期間も短く制度への対応に苦慮したが、

新型コロナウイルス感染症への対応のため保育士等処遇の改善

を実施することができた。 

  
保育幼稚

園事業課 

80 
民間学童保育室へ感染

予防用品の購入等 

感染拡大防止に向けた対策を図るため、民

間学童保育室における衛生用品の購入や

感染症対策に必要な研修等に係る経費に

ついて補助する。 

市 

国 

府 

市 

民間学童保育室 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

 

 

４，５９２千円 

 

 

 

 

４，４２３千円 

【R３当初】 

５，６００千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

 

【R４当初】 

８，０００千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

令和３年１月２８日付けで一部改正された子ど

も・子育て支援交付金交付要綱において、特例

措置として新型コロナウイルス感染症対策支援

事業が創設された。 

また、令和４年１月２７日付けで一部改正された

子ども・子育て支援交付金交付要綱において、

特例措置として新型コロナウイルス感染症対策

支援事業（令和３年度補正予算分）（１）かかり

増し経費・備品等購入費等が創設された。 

民間学童保育室に対し、事業所等の消毒、感染症予防の広報・

啓発など新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために必

要な経費を補助することにより、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に寄与することができた。 

  
学童保育

課 

81 
公立学童保育室の開室

時間の拡充 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学

校の臨時休業により、家庭で留守番をさせ

ることが困難な児童等の居場所を確保する

ため、公立学童保育室の開室時間を拡充

する。 

市 国市 
小学１～３年及び支援の

必要な児童 

R2.3.2 

～R2.3.24 
３２，８１８千円 

【R2.３月補正】 

２３，０２２千円 

※国補助（１０/１０） 

令和２年３月１０日にとりまとめられた「新型コロ

ナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾

－」に係る子ども・子育て支援交付金の交付要

綱の改正により、新型コロナウイルス感染症への

対応として、新型コロナウイルス感染症対策臨

時休業時特別開所支援事業等に対する特例措

置が創設された。 

小学校の臨時休業期間中に開室時間を拡充することにより、家

庭で留守番をさせることが困難な児童等の居場所を確保するこ

とができた。 

  
学童保育

課 

82 
民間学童保育室の開室

時間の拡充 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学

校の臨時休業により、家庭で留守番をさせ

ることが困難な児童等の居場所を確保する

ため、民間学童保育室の開室時間の拡充

に要する経費を補助する。 

また、分散登校の実施に伴い、開室時間を

拡充する民間学童保育室に対して人材確

保等に必要となる経費を補助する。 

市 

国市 

 

国府市 

民間学童保育室 

 

R2.3.2 

～R2.3.24 

 

 

R2.4.8 

～R2.6.13 

 

 

 

R3.8.26 

～R3.9.21 

 

１，９６８千円 

 

 

 

８，０２２千円 

 

 

 

 

２，９１０千円 

【R２．３月補正】 

３，８６６千円 

※国補助（１０/１０） 

 

【R２．６月補正】 

３０，４００千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

 

【R３．９月補正】 

９，２１６千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

令和２年３月１０日にとりまとめられた「新型コロ

ナウイルス感染症に関する緊急対応策－第２弾

－」に係る子ども・子育て支援交付金の交付要

綱の改正により、新型コロナウイルス感染症への

対応として、新型コロナウイルス感染症対策臨

時休業時特別開所支援事業等に対する特例措

置が創設された。 

民間学童保育室に対し、小学校の臨時休業期間中に開室時間

を拡充するために要する経費を補助することにより、家庭で留守

番をさせることが困難な児童等の居場所を確保することができ

た。 

  
学童保育

課 
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83 
民間学童保育室利用料

の還付費用の補助 

民間学童保育室を自主的に利用しない利

用者へ、民間学童保育室が利用料の還付

を行う経費について補助する。 

市 

国 

府 

市 

民間学童保育室 

 

R2.4.1 

～R2.6.14 

 

R3.8.26 

～R3.9.21 

R4.1.4 

～R4.3.21 

 

 

（R2） 

４，００９千円 

 

 

（R３合計） 

２，９３６千円 

 

 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

【R２．６月補正】 

１２，０００千円 

 

【R３．９月補正】 

５，４８７千円 

【R４．２月補正】 

７，６７３千円 

 

令和２年５月２０日付けで一部改正された子ど

も・子育て支援交付金交付要綱において、特例

措置として新型コロナウイルス感染症対策利用

料減免事業が創設された。 

民間学童保育室に対し、利用料の還付を行う経費を補助し、家

庭保育協力要請を行いやすい環境を整えることにより、民間学童

保育室における対象期間中の利用者が減少し、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止に寄与することができた。 

  
学童保育

課 

84 

公立学童保育室職員等

へのＰＣＲ検査等費用の

助成 

早期の対応を図ることにより保育サービス

の提供体制を確保するため、感染者の発生

や従業員に軽度な発熱等の症状がある状

況等において、行政検査の対象外となる場

合等に民間学童保育室が負担するＰＣＲ検

査に係る費用を助成するとともに、公立の

学童保育室においても対応経費を措置す

る。 

市 市 

（公立） 

学童保育指導員等 

（私立） 

民間学童保育室従業員

等 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

 

 

５，８７２千円 

 

 

 

８８千円 

【R３当初】 

１，００１千円 

【R3.6月補正】 

７，２１０千円 

 

【R４当初】 

３，３３３千円 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及

び放課後児童健全育成事業の安定的な事業

実施のため、従業者又は利用児童に受検させる

ＰＣＲ検査等に要する経費を助成することにより、

利用児童が必要なサービスを継続的に受けるこ

とができるようにすることを目的として実施した。 

ＰＣＲ検査等に係る費用を助成し、受検の機会を得られやすくした

ことにより、速やかに新型コロナウイルス感染症の陽性者を特定

でき、学童保育室における新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を防止することができた。 

関連項目 

「４－３４」 

学童保育

課 

85 

民間の学童保育室にお

けるＩＣＴ機器購入等の補

助 

新しい生活様式に対応したオンラインでの

会議・相談等を実施するため、民間の学童

保育室に対し、タブレット端末等のＩＣＴ機器

導入経費を補助する。 

市 

国 

府 

市 

民間学童保育室 
R3.4.1 

～R4.3.31 
５，１２６千円 

【R３当初】 

５，５００千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

令和３年１月２８日付けで一部改正された子ど

も・子育て支援交付金交付要綱において、特例

措置としてＩＣＴ化推進事業が創設された。 

民間学童保育室に対し、ＩＣＴ機器の導入に要する経費を補助す

ることにより、連絡帳の電子化やオンラインでの研修受講等が促

進された。 

  
学童保育

課 

86 

放課後児童支援員等の

処遇改善に向けた臨時

特例交付金の支給 

新型コロナウイルス感染症及び少子化への

対応を踏まえ、放課後児童支援員等の処

遇改善を図るため、処遇改善臨時特例交

付金を支給する。 

市 
国 

市 
民間学童保育室 

R4.2.1 

～R4.3.31 

 

 

R4.4.1 

～R4.9.30 

 

５０９千円 

 

 

 

１，４７２千円 

【R４．３月補正】 

１，０１７千円 

※国補助（１０/１０） 

 

【R４当初】 

５，０８２千円 

※国補助（１０/１０） 

令和４年１月１４日付けで令和３年度保育士等

処遇改善臨時特例交付金交付要綱が制定され

た。 

また、令和４年４月１９日付けで令和４年度（令

和３年度からの繰越分）保育士等処遇改善臨

時特例交付金交付要綱が制定された。 

民間学童保育室に対し、放課後児童支援員等の賃金改善に要

する経費を補助することにより、放課後児童支援員等の処遇の

改善が図られた。 

  
学童保育

課 

87 
公立学童保育室における

感染対策の実施等 

感染拡大防止対策を図るため、公立学童

保育室において、トイレの洋式化等の改修

を行う。 

市 

国 

府 

市 

小学１～３年及び支援の

必要な児童 

R4.4.1 

～R5.3.31 
９，０３７千円 

【R４当初】 

１１，６４８千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

令和４年１月２７日付けで一部改正された子ど

も・子育て支援交付金交付要綱において、特例

措置として新型コロナウイルス感染症対策支援

事業（令和３年度補正予算分）（２）感染症対

策のための改修が創設された。 

トイレの洋式化やカーペット床のクッションフロアへの改修を実施

することにより、飛沫感染防止や消毒作業の効率化につながり、

もって新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に寄与すること

ができた。 

  
学童保育

課 

88 
民間学童保育室における

感染対策経費の補助 

感染拡大防止対策を図るため、民間学童

保育室において、手洗い場の自動水栓化

等の改修を行う場合の経費について補助

する。 

市 

国 

府 

市 

民間学童保育室 
R4.4.1 

～R5.3.31 
７，７２７千円 

【R４当初】 

１５，８４０千円 

※国補助（１/３） 

府補助（１/３） 

令和４年１月２７日付けで一部改正された子ど

も・子育て支援交付金交付要綱において、特例

措置として新型コロナウイルス感染症対策支援

事業（令和３年度補正予算分）（２）感染症対

策のための改修が創設された。 

民間学童保育室に対し、感染症対策のための改修に要する経費

を補助することにより、非接触型の蛇口の設置等が促進され、も

って新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に寄与すること

ができた。 

  
学童保育

課 
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５． 教育に関すること 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 電話教育相談 
不安な気持ちや心配に思っていること、悩み

についての相談 
市 市 

市内在住小・中学生と保

護者 

Ｒ２．３ 

～R５．５．７ 

Ｒ１   ２件 

Ｒ２ １９３件 

Ｒ３ １２３件 

Ｒ４ １１９件 

- 

令和２年４月２日大阪府新型コロナウイルス対

策本部会議において全小・中学校の臨時休校

が決定したことを受け、「新型コロナウイルス感

染拡大防止にかかる支援事業」として開始し

た。 

コロナウイルス感染拡大の不安な気持ちや心配に思っているこ

と、様々な休校中の生活のストレスなど、相談員が児童生徒及び

保護者に寄り添い解消することができた。 

通常業務とし

て実施 

教育セン

ター 

2 
児童生徒のデジタル学習

教材 

自宅のＰＣやタブレット端末等で学習教材に

取り組むことができ、動画での解説等も利

用 

教材名：「タブレットドリル」（東京書籍㈱） 

市 市 市立小・中学生 
Ｒ２．３ 

～Ｒ３．３ 

のべ 

３，８９３，４１０件 
- 

令和２年４月２日大阪府新型コロナウイルス対

策本部会議において全小・中学校の臨時休校

が決定したことを受け、「新型コロナウイルス感

染拡大防止にかかる支援事業」として開始し

た。 

自分が使えるパソコン等がない児童生徒には学校のタブレットを

貸し出し、コロナ禍における学びの保障ができた。 
  

教育セン

ター 

3 
茨木っ子学習動画（ＤＶ

Ｄ）の配布 

ＹｏｕＴｕｂｅを活用したオンライン学習を進め

る中、児童生徒の家庭学習を支援するた

め、インターネット動画の視聴環境が整わな

い家庭に対し、学習動画を録画したＤＶＤを

配布する。 

市 市 市立小・中学生 Ｒ２．５・６  
５月 ２，６８３枚 

６月   ８５２枚 
１，０５６千円 

「新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受

けた家庭での学習や校務継続のためのＩＣＴの

積極活用について（事務連絡）」（令和２年４月

２３日付け）をうけて新型コロナウイルス感染症

の感染拡大に伴い、ICT を活用しながら児童生

徒の学びの保障に取り組むよう要請があった。 

各小・中学校の教員が作成した授業動画を見ながらこどもたち

は自分のペースで学習することができたこと、また、動画の中で教

員からのメッセージが励みになったことなど、休校期間中のすべて

のこどもたちの学びの保障につながった。 

  
教育セン

ター 

4 

小・中学校における感染

予防対策・学習保障等の

実施 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図

るため、市立小・中学校において感染予防

用品の購入、トイレ清掃及び施設消毒等を

行うほか、個々の学校環境をふまえた感染

症予防対策や学習保障に活用できる交付

金を配分するもの。 

【教育政策課】 

・交付金の交付 

・熱中症対策用品（アイスベスト等）購入 

・携帯電話借上 

・トイレ清掃委託 

【学務課】 

・感染症対策用品（防護服等）購入 

・施設消毒委託 

【施設課】 

・携帯電話借上 

【学校教育推進課】 

・感染症対策用品(フェイスシールド等)購入 

市 市 市立小・中学校 
Ｒ２．８．３ 

～Ｒ３．３．３１ 
１４１，８２７千円 

【補正】 

＋１５１，０６６千円 

※国補助(５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

※国補助(５/１０） 

新型コロナウイルス

感染症対応地方創

生臨時交付金 

令和２年６月５日に文部科学省から示された、

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生

徒の「学びの保障」総合対策パッケージ」におい

て、校長の判断で感染症対策や学習保障等に

必要な取組を迅速かつ柔軟に対応するための

経費を支援する支援策が示された。国として、児

童生徒の学びの保障に必要な人的体制、物的

体制の強化について、緊急的な措置として支援

を行うため、令和２年度補正予算（第２号）にお

いて、「学校保健特別対策事業費補助金（学校

再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支

援事業）」による支援が実施された。 

市立小・中学校において、感染予防用品の購入、トイレ清掃及び

施設消毒等を行うほか、個々の学校環境をふまえた感染症予防

対策や学習保障に活用できる交付金を配分することにより、感染

症対策を徹底しながら、段階的な学校再開を支援することができ

た。 

  

教育政策

課 

学務課 

施設課 

学校教育

推進課 

5 

小・中学校における感染

予防対策・学習保障等の

実施 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防

止するため、学校施設の消毒に係る経費

や、各学校の状況をふまえた感染症予防対

策や学習保障に活用できる交付金を交付

するもの。 

【教育政策課】 

・交付金の交付 

【学務課】 

・施設消毒委託 

市 市 市立小・中学校 
Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

繰越明許費 

５５，１４６千円 

 

【補正】 

＋６２，０１６千円 

繰越明許費(Ｒ２→Ｒ３) 

※国補助(５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

令和２年１２月１５日の臨時閣議において、学校

の感染症対策の徹底を図りながら、コロナ禍に

対応するための教職員の資質向上を図りつつ、

学校教育活動を円滑に継続するために必要な

取組を、校長の判断で迅速かつ柔軟に対応で

きるよう国が緊急的に措置することが示され、令

和２年度補正予算（第３号）において、「学校保

健特別対策事業費補助金（感染症対策等の学

校教育活動継続支援事業）」による支援が実施

された。 

市立小・中学校において、施設消毒を行うほか、個々の学校環境

をふまえた感染症予防対策や学習保障に活用できる交付金を

交付することにより、感染症対策を徹底しながら、教育活動を円

滑に継続するための支援ができた。 

  

教育政策

課 

学務課 

6 
小・中学校での感染予防

対策・学習保障の実施 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防

止するため、各学校の状況をふまえた感染

症予防対策や学習保障に活用できる交付

金を追加交付するもの。 

【教育政策課】・交付金の追加交付 

市 市 市立小・中学校 
Ｒ３．９．２４ 

～Ｒ４．３．３１ 

現年 

７，７４３千円  

【補正】 

＋７，７５０千円 

※国補助(５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業

に係る事業計画書（令和３年度）の提出につい

て」（令和３年８月３１日付け文部科学省事務連

絡）において、感染力の強い新たな変異株（デ

ルタ株）への置き換わりや新型コロナウイルス感

染症の新規感染者数の全国的に急速に増加し

たことにより、各学校における感染症対策の一

層の徹底が求められることなどを踏まえ、１校当

たりの補助上限額を引きあげる実施要領の改

正が行われた。 

市立小・中学校において、個々の学校環境をふまえた感染症予

防対策や学習保障に活用できる交付金を追加交付することによ

り、感染症対策を徹底しながら、教育活動を円滑に継続するため

の支援ができた。 

  
教育政策

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

7 
小・中学校での感染予防

対策・学習保障の実施 

市立小・中学校における感染予防対策や児

童生徒の学習保障を図るため、学校施設の

消毒に係る経費や、状況に応じて迅速・柔

軟に対応するための各学校への交付金を

交付する。 

 

【教育政策課】 

・交付金の交付 

【学務課】 

・ＣＯ２モニター購入・保健衛生用品購入 

・施設消毒委託 

市 市 市立小・中学校 
Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

繰越明許費 

４４，９８７千円 

 

現年 

１０，８４５千円 

【補正】 

＋７０，２２５千円 

繰越明許費(Ｒ３→Ｒ４) 

※国補助(５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

※国補助(５/１０） 

新型コロナウイルス

感染症対応地方創

生臨時交付金 

【当初】 

１０，９２０千円 

※国補助(５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

学校における新型コロナウイルス感染症対策が

長期化している中、第６波への万全の備えも見

据え、各学校において感染及びその拡大リスク

をできる限り低減させながら、教育活動を実施

し、こどもの健やかな学びを保障するため、令和

３年度補正予算において、「学校保健特別対策

事業費補助金（学校等における感染症対策等

支援事業）」による支援が実施された。 

また、「令和４年度学校保健特別対策事業費補

助金（学校等における感染症対策等支援事業）

に係る事業計画書等の提出について」（令和４

年１０月２４日付け文部科学省事務連絡）にお

いて、第８波も見据えつつ、各学校において、感

染症対策の一層の徹底が求められることなどを

踏まえ、１校当たりの補助上限額を引きあげる実

施要領の改正が行われた。 

市立小・中学校において、施設消毒を行うほか、個々の学校環境

をふまえた感染症予防対策や学習保障に活用できる交付金を

交付することにより、感染症対策を徹底しながら、教育活動を着

実に継続するための支援ができた。 

  

教育政策

課 

学務課 

8 
教職員等へのマスクの配

布 

新型コロナウイルス感染症拡大を防止する

ため、市立小・中学校教職員、スクールサポ

ーター等にマスクを配布するもの。 

市 市 市立小・中学校 
Ｒ２．６．１２ 

～Ｒ３．３．３１ 

１６５，５００枚 

３，５０６千円 

【補正】 

＋６，５１１千円 

※国補助(５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

令和２年３月２４日に文部科学省から示された

「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再

開ガイドライン」において、感染症対策として、飛

沫をとばさないようマスクを装着するなど指導す

ることが示された。国として、学校における感染

症対策への支援を行うため、令和２年度補正予

算において、「学校保健特別対策事業費補助金

（感染症対策のためのマスク等購入支援事

業）」による支援が実施された。 

市立小・中学校において、新型コロナウイルス感染症拡大防止に

寄与した。 
  

教育政策

課 

学校教育

推進課 

教職員課 

9 
小・中学校での感染症予

防用品の購入 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する

ため緊急事態宣言解除後の学校活動に必

要となる消毒液等を購入する。 

市 市 
市立小・中学校に通う児

童生徒 

Ｒ２．５．１２ 

～Ｒ３．３．３１ 
８，０９９千円 

【補正】 

＋６，１７８千円 

※国補助（1/2） 

(実質補助は増額され

４，０４７千円) 

学校保健特別対策

事業費補助金 

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため

緊急事態宣言解除後の学校活動に必要となる

消毒液等を購入した。 

国の緊急経済対策に伴う補正予算第１号

(R2.4.7閣議決定) 

保健衛生用品の購入により、感染症対策を徹底しながら教育活

動を円滑に継続するための支援ができ、学びの保障につながっ

た。 

  学務課 

10 

小学校給食用食材（米・

パン・牛乳）納入業者へ

の補償 

小学校が休校措置となり給食提供を中止し

た３月中において、既に発注していた食材の

発注に係る人件費等について、市が違約金

を支払う。 

市 
国 

市 

小学校給食物資（米・パ

ン・牛乳）納入業者 
Ｒ２．３ １２，２８０千円 

【補正】 

＋１２，２８０千円 

※国補助（3/4） 

休校措置中の学校給食休止への対応として、

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応

策第２弾」に基づいて学校臨時休業対策費補

助金が創設され、給食以外への転売が困難な

米飯・パン・牛乳の発注に係る人件費等につい

て補償した。 

給食物資の納入を継続することができ、学校給食再開後の学校

給食を円滑に実施することができた。 
  学務課 

11 
小学校給食調理業務委

託料の増額 

小学校給食において、長期休業期間が短縮

されたことから、増加する調理日数に対応す

る給食調理業務を委託する。 

市 市 小学校給食調理業者 

Ｒ２．８．１ 

～Ｒ２．８．１６ 

 

Ｒ２．１２．２６ 

～Ｒ３．１．４ 

１４，６４９千円 

地方創生臨時 

交付金(国)  

１４，６４９千円 

夏季：8/1～8/16、冬季：12/26～1/4に短縮

されたことに伴い、給食日数が１７日増加したこ

とによる、追加業務実施にかかる経費の支払い。 

学習機会を確保し、学びの保障につながった。 

雇用調整助成

金を申請して

いる業者への

支払は差額を

支払った。３/７

者(４/１５校)、

計４，６３４千円 

学務課 

12 
小・中学校での感染症対

策の実施 

小・中学校における感染症対策を図るため、

換気対策として網戸を設置する。 
市 市 児童生徒・学校関係者 

Ｒ５．４．１ 

～Ｒ６．３．３１ 
２４，９２９千円 

 

３５，１００千円 

※国補助(１/２） 

感染症流行下において、児童生徒の活動を制

限せず、教育活動を継続する体制を確保するた

め、学校保険特別対策事業費補助金を活用し、

感染症対策として換気対策整備を図る。 

網戸の設置により、効果的な換気が可能となり、感染症拡大を抑

止することができた。 
  施設課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

13 
小・中学校での感染症対

策の実施 

小・中学校における感染症対策を図るため、

保健衛生用品及び換気対策物品の購入を

行う。 

市 市 
市立小・中学校に通う児

童生徒 

Ｒ５．４.１ 

～Ｒ６．３．３１ 
１６，０９７千円 

【補正】 

＋３５，１００千円 

繰越明許費 

（R４→R５） 

※国補助（５/１０） 

学校保健特別対策

事業費補助金 

小・中学校の感染予防対策や児童生徒の学習

保障を図るため、学校保健特別対策事業費補

助金を活用し、保健衛生用品及び換気対策物

品の購入を行った。 

保健衛生用品及び換気対策物品の購入により、感染症対策を

徹底しながら教育活動を円滑に継続するための支援ができ、学

びの保障につながった。 

 学務課 

14 
小・中学校体育館への空

調設備設置 

コロナ禍における児童生徒の熱中症対策と

避難所機能の強化を図るため、体育館への

空調設備設置に向け、全小・中学校の現場

調査や事業方式等の検討及び、改修計画

を作成する。 

市 市 
児童生徒・学校関係者・

市民 

Ｒ２．１２．１ 

～Ｒ３．８．３１ 
４９，５００千円 

５４，８００千円 

※臨時(３/４） 

コロナ禍における小・中学校体育館において、平

時の授業及び避難所使用時の感染拡大を防止

する観点から、マスク着用時の熱中症対策とし

て、空調設備の整備を進め、室内環境の改善を

図る。 

速やかに全ての小・中学校体育館に空調設備を整備し、室内環

境の改善を図る事業を実施するため、具体的な事業方式の検討

及び改修計画を作成できたことにより、整備事業の発注を円滑

に行うことができた。 

新型コロナウイ

ルス感染症対

応地方創生臨

時交付金を活

用 

施設課 

15 
小・中学校の空調設備の

改修 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け

た対策を進めるため、小・中学校の保健室・

図書室における空調設備を改修する。 

市 市 児童生徒・学校関係者 
Ｒ３．１．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

１５件 

１２，１００千円 

１３，５００千円 

※臨時(１０/１０） 

児童生徒の一時待機場所として活用される保

健室等の空調設備が老朽化していることから、

空調設備を更新し、保健室等の環境改善を図

る。 

空調設備の更新により、快適な環境を確保し、感染症拡大防止

に向けた対策を進めることができた。 

新型コロナウイ

ルス感染症対

応地方創生臨

時交付金を活

用 

施設課 

16 
図書館における電子書籍

の導入 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化

し、図書館に来館できない、来館しづらい状

況となる中、図書館に来館しなくても資料が

利用できるようにするため、電子書籍の貸し

出しを開始した。 

市 市 図書館利用登録者 

Ｒ２．７．22 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

貸出点数 

９，６６２件 

 

 

貸出点数 

１０，９３２件 

 

貸出点数 

９，７８０件 

【補正】 

９，９５２千円 

 

【当初】 

２，４６２千円 

 

【当初】 

５，１６５千円 

以前から電子書籍の導入が検討されていたが、

新型コロナウイルスの影響により、来館せずに自

宅で利用できる電子書籍サービスへのニーズが

高まった。 

図書館に来館せずに利用できるメリットから当初のコンテンツ利

用回転率はライセンス換算で１２０％となり、来館せずに情報提供

ができるという事業目的は概ね達成できた。 

  
中央図書

館 

17 
修学旅行中止に係るキャ

ンセル料への対応 

令和２年度の全小・中学校の修学旅行を中

止したことに伴い、キャンセル料の取り扱い

を市で保障するもの。 

市 市 学校 
Ｒ２．５．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

中学校１４校 

3,672,142円

※小学校３２校は

代替行事でキャ

ンセル料発生な

し 

 

 

【補正】 

３，６７３千円 

当時、大阪府及び本市の感染状況は収束には

向かっておらず、修学旅行の行き先県において

は、県独自の緊急事態宣言を発出していたり、

他府県への移動の自粛を求めていたりするとこ

ろもあった。 

・ 市立小・中学校関係者（児童生徒や教職員

等） で、 保健所から濃厚接触者に指定され、 

ＰＣＲ検査を受けた人数が増加していたため、教

育委員会と校長会で協議し、令和２年度は全

小・中学校で修学旅行の中止を決定した。 

各校のキャンセル料の試算を出すため、各旅行会社との調整を

行った。財政課と連携し、１２月補正予算の対応となり、学校現場

だけでは、対応が難しいケースであったが、市として保障すること

ができ、有効な事業であった。 

  
学校教育

推進課 

18 

長期休業期間におけるス

クールサポーター等の配

置 

４，５月に臨時休業期間があったため、授業

時数を確保するために、長期休業を短縮し

たことに伴い、追加の授業日にもスクールサ

ポーターを配置し、児童生徒の学習支援や

生活支援を図った。 

市 市 児童生徒 
Ｒ２．６．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

スクールサポータ

ー配置追加分 

７月２１～３１日

（７日間） 

８月１７～２４日

（６日間） 

１２月２５日 

（１日間） 

１月５～７日 

（３日間） 

計１４，６８８，９６０円 

【補正】 

１４，６８９千円 

授業時数の確保のため、長期休業期間を短縮

した。追加した授業日にもスクールサポーターを

配置し、児童生徒の学習支援や生活支援を行

い、児童生徒の心の安定を図る必要があった。 

財政課と調整し、追加の授業日についても、スクールサポーター

の報酬を支出する対応をとった。コロナ対策の国の補助事業を活

用することで、長期休業期間の短縮に伴う追加の授業日にもスク

ールサポーターを配置する財源を確保し、コロナ禍における子ど

もたちの支援を充実させることができ、大変有効な事業であっ

た。 

  
学校教育

推進課 

19 
小・中学校教職員へのＰ

ＣＲ検査等費用の助成 

軽微な症状があるが行政検査の対象外で

ある教職員に対し、ＰＣＲ検査を実施する。 
市 市 

市立小・中学校の教職員

等 

 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

 

 

７９件 

８６９千円 

 

８件 

８８千円 

【当初】 

１２，２４０千円 

【補正】 

＋２，４２０千円 

 

 

１１，０００千円 

地方創生臨時交付金を活用し、全庁的（障害福

祉課・保育幼稚園事業課等）にＰＣＲ検査の補

助を行うことになり、教職員課としても、安定した

教育体制を確保するため予算計上を行った。 

行政検査まで時間がかかる場合に、早期の対応を図ることによ

り、安定した教育体制を確保することができた。 

他の自治体で実施しているところは少なかったため、一定の効果

があった。 

  教職員課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

20 
情報教育の推進に向けた

取組み 

通信環境が整っていない家庭において、オン

ライン授業動画の視聴のほか、家庭学習の

フォローや生活状況の確認等を行うため、タ

ブレット及びモバイルルータを貸与する。 

市 市 市立小・中学生 Ｒ２．６ １，８００台 

４６，９６０千円 

１８，０００千円 

※国補助 

（１台上限１０千円） 

「新型コロナウイルス感染症対策としてのＩＣＴを

活用した児童生徒の学習活動の支援について

（通知）」（令和３年１月７日付け（２文科初第１

４５９号））において、令和２年度補正予算に計

上している「家庭学習のための通信機器整備支

援事業」を活用して、学校に整備された端末や

ルーター等の貸出し・持ち帰りを積極的に行うこ

とが示された。 

Ｗｉ－ｆｉ環境が整備されていない家庭を支援する体制を整えること

ができた。夏季休業中に双方向通信を活用した「オンライン登校

日」や「茨木っ子オンラインルーム」を試験実施し、２学期はすべて

の学校すべての学級で日時を決めてオンラインミーティングを実

施し、感染拡大に備えることができた。 

  
教育セン

ター 

21 

ＧＩＧＡスクール構想の実

現に向けた１人１台コンピ

ュータの整備 

小・中学校において、ＧＩＧＡスクール構想（１

人１台コンピュータの整備）の実現に向けた

取組を進めるため、ネットワーク環境等を整

備するとともに児童生徒用のタブレット端末

を整備する。 

市 市 市立小・中学生 Ｒ２．９ ２４，３９７台 ４２５，３９５千円 

「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造

性を育む教育ＩＣＴ環境の実現に向けて～令和

時代のスタンダードとしての１人１台端末環境

～」≪文部科学大臣メッセージ≫（令和元年１２

月１９日）において、１２月１３日に閣議決定され

た令和元年度補正予算案において、児童生徒

向けの１人１台端末と、高速大容量の通信ネット

ワークを一体的に整備するための経費が盛り込

まれた。 

令和２年度中にネットワーク環境等を整備するとともに、タブレット

端末を整備した。令和３年度４月から市内すべての小・中学校で

児童生徒に１人１台貸与して活用を開始するとともに、Ｗｉ－ｆｉ環

境が整備されていない家庭にはモバイルルータを貸与すること

で、ＧＩＧＡスクール構想の実現につながった。 

  
教育セン

ター 
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６． 支払い減免・猶予に関すること 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 個人住民税の減免 

茨木市市税条例第５４条に該当し、失業や

休廃業で所得が著しく減少した人や、疾病

等で多額の医療費を要した人への減免 

市 市 
茨木市市税条例第５４条

に該当する納税義務者 

R2.6.1 

～R3.３.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

 

８７件 

 

 

76件 

 

 

46件 

－ 茨木市市税条例第５４条 
茨木市市税条例第５４条に該当する納税義務者に対し、大きな

問題なく減免事務を行うことができた。 
  市民税課 

2 市税の猶予 

【徴収猶予の特例】 

地方税法の改正（Ｒ２．４．３０施行）に伴い、

新型コロナウイルス感染症の影響により事

業等に係る収入に相当の影響があった納税

者等を対象に徴収猶予の特例制度が新し

く設けられたもの。申請期間はＲ２．４．３０～Ｒ

３．２．１。無担保かつ延滞金なしで最大１年

間徴収を猶予できる。 

【その他の猶予】 

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に

減少した等の理由により、市税を一時的に

納付することが困難な納税者等への納税緩

和制度 

市 国 

事業の継続が難しくなっ

た、収入が大幅に減少した

等の理由により、市税を一

時的に納付することが困

難な納税者等 

 

 

Ｒ２．４．３０ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

※徴収猶予の特

例の申請期間

はＲ２．４．３０ 

～Ｒ３．２．１ 

３９７件 

４５４，３９９千円 

 

１７件 

８，７２２千円 

 

 

－ 

【徴収猶予の特例】地方税法等の一部を改正

する法律（令和２年法律第２６号）による改正後

の地方税法附則第５９条の規定による新型コロ

ナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例 

【その他の猶予】 

地方税法１５条の１～６ 

【徴収猶予の特例】全国共通様式やＱ＆Ａが直前にでてきたた

め、事務手順の整理や職員研修、ホームページへの掲載を急ぎ

行った。最初は審査内容等不慣れな部分もあり時間を要し、内容

の変更等があり翻弄されたが、後半は順調に進めることができ

た。 

【その他の猶予】 

通常業務どおり進めることができた。 

  収納課 

3 
介護保険利用者負担額

の減免 

新型コロナウイルス感染症の影響で、大幅

に収入が減少した人を支援するため、介護

保険利用者負担額の軽減を行う。 

市 国 

要介護等被保険者・第１

号被保険者の属する世帯

の生計を主として維持する

人で、事業の廃止や失業

等の理由で、大幅に収入

が減少した方 

随時 0件 － 
介護保険法第５０条、６０条に定められている制

度 

新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする当該制度の利用

はなかった。 
  

長寿介護

課 

4 介護保険料の減免 

新型コロナウイルス感染症の影響で、大幅

に収入が減少した人を支援するため、介護

保険料の軽減を行う。 

市 国 介護保険被保険者 

 

 

Ｒ２．3．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

R1 

９８人 

９３１，０２５円 

R２ 

１０３人 

５，７３１，８２６円 

 

５３人 

３，２４８，９３９円 

 

３６人 

２，６５５，９８９円 

－ 

国から「新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減少したこと等による介護保険の第１号

保険料の減免に対する財政支援について（令和

２年４月９日付）」の通知があり実施した。令和２

年以降も同様。 

国からの通知に基づき概ね順調に申請受理及び決定通知を行

うことができた。 
  

長寿介護

課 

5 介護保険料の徴収猶予 
やむを得ず介護保険料の支払いが遅延す

る人への徴収猶予 
市 国 

要介護等被保険者・第１

号被保険者の属する世帯

の生計を主として維持する

人で、事業の廃止や失業

等の理由で、大幅に収入

が減少した方 

随時 0件 － 介護保険法第 142条に定められている制度 
新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする当該制度の利用

はなかった。（徴収猶予よりも、減免申請をされた） 
  

長寿介護

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

6 国民健康保険料の減免 

新型コロナウイルス感染症により死亡した人

又は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入が大幅に減少し保険料を納付するこ

とが困難な人への減免 

市 国 国民健康保険加入者 

令和２年２月１日

から令和５年３月

３１日までの間に

普通徴収の納期

限が設定されて

いる保険料 

【Ｒ元年度分】 

 ７９４件 

 ３０，７９９千円 

【R２年度分】 

 ９６７件 

 ２0６,２３２千円 

【R３年度分】 

 ５９０件 

 １１５,７０８千円 

【R４年度分】 

 ２４７件 

 ５８，８２６千円 

－ 

「新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少した被保険者等に係る国民健康保険料

（税）の減免に対する財政支援の基準につい

て」(R２年５月１日付厚生労働省事務連絡)を

受け、新型コロナウイルス感染症の影響により、

収入が減少した茨木市国民健康保険の被保険

者等に係る国民健康保険料の減免の特例に関

する要綱を制定した。 

国及び広域連合の通知に基づき、概ね順調に申請受付及び決

定通知を行うことができた。 

国の財政支援

終了に伴い、

減免措置はＲ

４年度相当分

の保険料をも

って終了。 

保険年金

課 

7 
後期高齢者医療保険料

の減免 

新型コロナウイルス感染症により死亡した人

又は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入が大幅に減少し保険料を納付するこ

とが困難な人への減免 

市 

広域

連合 

国 

広域連合 

後期高齢者医療制度被

保険者 

令和元年度分 

（Ｒ２．２～Ｒ３．３） 

 

令和２年度分 

（Ｒ２．４～Ｒ３．３） 

 

令和３年度分 

（Ｒ３．４～Ｒ４．３） 

 

令和４年度分 

(Ｒ４．４～Ｒ５．１２） 

[R２年度] 

 ６１件(うちＲ元

年度分２８件、Ｒ

２年度分３３件) 

 ３，７８２千円(う

ちＲ元年度分５５

４千円、R２年度

分３，２２８千円) 

[R３年度] 

 ４７件 

(R３年度分) 

 ４，８１４千円 

[R４年度] 

 ５９件 

(R４年度分) 

 ６，０１６千円 

 

[R５年度]  

 ３件 

(R４年度分) 

 １９４千円 

(１１/３０時点) 

ー 

「新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療

保険料の減免に対する財政支援の基準等につ

いて」(R２年４月８日付厚生労働省事務連絡)

を受け、大阪府後期高齢者医療広域連合にお

いて「新型コロナウイルス感染症の影響に係る

後期高齢者医療保険料の減免の特例に関する

規則」(施行日Ｒ２年２月１日)を制定した。 

申請書受付及び決定通知書の発送を茨木市が行い、申請書の

審査及び減免決定は大阪府後期高齢者医療広域連合が行っ

た。 

国及び広域連合の通知に基づき、概ね順調に申請受付及び決

定通知を行うことができた。 

国の財政支援

終了に伴い、

減免措置はＲ

４年度相当分

の保険料をも

って終了。 

(申請期限 

Ｒ５．１２．３１) 

保険年金

課 

8 
国民健康保険料の納付

猶予 

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に

減少した等の理由により、国民健康保険料・

後期高齢者医療保険料を一時に納付する

ことが困難な人への猶予 

市 市 国民健康保険加入者 Ｒ２．３～Ｒ５．３ 

令和元年度 

２件 

 

令和２年度 

１２５件 

－ 

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税

が困難な者への対応について」（令和２年３月６

日付け総税企第２８号総務省自治税務局長通

知）を受け地方税の猶予に準じた取り扱いを行

った。 

感染流行初期において申請を受け付け、計画的な納付を進めて

いただくことの助けとなった。 

分割納付等、

通常の納付相

談による対応

が可能である

ため R４年度

をもって終了。 

保険年金

課 

9 
後期高齢者医療保険料

の納付猶予 

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に

減少した等の理由により、国民健康保険料・

後期高齢者医療保険料を一時に納付する

ことが困難な人への猶予 

市 市 
後期高齢者医療制度被

保険者 
Ｒ２．３～Ｒ５．３ 0件 － 

「新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税

が困難な者への対応について」（令和２年３月６

日付け総税企第２８号総務省自治税務局長通

知）を受け地方税の猶予に準じた取り扱いを行

った。 

実績はなかったが、感染症の影響を受けた被保険者に対し相談

が可能であることの周知ができた。 

分割納付等、

通常の納付相

談による対応

が可能である

ためＲ４年度を

もって終了。 

保険年金

課 

10 
国民年金保険料の免除

等 

失業、事業の廃止（廃業）・休止の届出を行

った、又は令和２年２月以降に所得が相当

程度まで下がったことにより、国民年金保険

料の納付が困難な人への免除等 

ー 国 国民年金被保険者 

令和元年度分

（Ｒ２．２～Ｒ２．６）

令和２年度分 

（Ｒ２．７～Ｒ３．６） 

令和３年度分 

（Ｒ３．７～Ｒ４．６） 

令和４年度分 

（Ｒ４．７～Ｒ５．６） 

[R2] ４０４件

[R3] ２０９件 

[R４] １２６件 

[R５] ２８件 

(1１/３０時点受

付件数) 

ー 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」

（令和２年４月２０日閣議決定）を踏まえ、「新型

コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保

険料免除等に係る臨時特例手続等について」

（令和２年４月２３日年管管発０４２３第５号厚生

労働省年金局事業管理課長通知。）において、

「国民年金保険料の免除等の申請及び適用を

行うことができる」とされた。 

国の通知に基づき、概ね順調に申請受理を行うことができた。   
保険年金

課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

11 小学校給食費の無償化 

R２.６～R3.３ 

小学生がいる子育て世帯における保護者の

経済的負担を軽減するため、児童の小学校

給食費を無償化する。 

 

R３.８～R４.３ 

小学生がいる世帯において、生活・就労面

等の影響が生じていることを踏まえ、小学校

給食費を無償化する。 

 

R４.４～R５.３ 

小学生がいる世帯において、コロナ禍におけ

る物価高騰等に直面する保護者の負担軽

減を図るため、小学校給食費を無償化する。 

市 市 
小学生がいる世帯におけ

る保護者 

R２.６～R3.３ 

 

 

 

 

 

R３.８～R3.12 

 

 

 

 

R4.1～R4.３ 

 

 

 

 

 

R４.４～R4.7 

 

 

 

 

 

R４.８～R5.3 

 

 

 

 

<対象者数> 

１６，２９６人 

<対象日数> 

１～５年生:１８２日 

６年生:１７９日  

 

<対象者数> 

16,112人  

 <対象日数> 

１～６年生:７６日  

  

 <対象者数> 

１６，１１７人 

 <対象日数> 

１～５年生:４７日 

６年生:４５日 

 

 <対象者数> 

１６，２６１人 

 <対象日数> 

１年生:５９日 

２～６年生:６５日 

 

<対象者数> 

１６，２６１人 

 <対象日数> 

１～５年生:１２９日 

６年生：１２６日 

【補正】 

△６７８，５６２千円 

地方創生臨時交付金

(国) ４７８，４２３千円 

 

 

【補正】 

△２６８，８２９千円 

 

 

 

【補正】 

△１６５，８２４千円  

コロナ対応地方創生臨

時交付金 

(国) ５６，５０１千円 

 

【補正】 

△２２８，１８２千円 

 

 

 

 

【補正】 

△４５８，８６１千円 

コロナ対応地方創生臨

時交付金 

(国) ６０１，２５０千円 

新型コロナウイルス感染症拡大による小学生が

いる子育て世帯における保護者への、経済的負

担軽減のため実施した。 

コロナ禍における小学生がいる世帯の保護者の経済的負担を軽

減した。 
  学務課 

12 
保育所等の利用者負担

額の減免 

市内に居住している支給認定子どもが、特

定教育・保育施設又は特定地域型保育事

業を利用しており、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止のため、家庭保育に協

力し、特定教育・保育施設又は特定地域型

保育事業の利用をしていない世帯 

 

減免額: 

 ３号認定子どもの利用者負担額×その月

の休園日数/２５日 

国 

府 

市 

市 保育所等利用世帯 

R2.3.1 

～R2.3.31 

 

R2.4.1 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

２，４５２件 

２７，３１７千円 

  

８，６７０件 

１４９，８３１千円 

  

１２，６２１件 

１４２，７３４千円 

  

５，３２４件 

３０，１６８千円 

ー 

・令和２年２月２７日付事務連絡「新型コロナウ

イルス感染症により保育所等が臨時休園等した

場合の「利用者負担額」及び「子育てのための

施設等利用給付」等の取扱いについて」（内閣

府） 

・茨木市特定教育・保育施設、特定地域型保育

事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

第５条の利用者負担額等の減免に関する別表

の「市長が特に必要があると認めた場合」及び

茨木市待機児童保育室条例施行規則第８条第

１項第３項の「市長が特に必要があると認めた

場合」とし、減額措置を実施した。 

対象の世帯に利用者負担額の減免を実施できた。 

減免事務が入所事務の繁忙期と重なり事務が輻輳し、一部で額

の認定の誤りがあった。後日追加徴収や返還の事務が発生し

た。 

歳入予算科目

より還付 

保育幼稚

園事業課 

13 

公立保育所等の主食費、

副食費、月額延長保育料

の減免 

市内に居住している支給認定こどもが市内

の公立保育所等を利用しており、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

家庭保育に協力し、公立保育所等の利用を

していない世帯の公立保育所等を１日以上

利用していない児童の主食費用、副食費用

及び月額延長保育料を減免するもの。減免

額：主食費用、副食費用及び月額延長保育

料×その月の休所日数/２５日 

国 

府 

市 

市 公立保育所利用世帯 

R2.3.1 

～R2.3.31 

 

R2.4.1 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.31 

４６８件 

４，２４１千円 

 

１，４８８件 

１０，７８８千円 

 

２，４４８件 

２３，２０６千円  

 

６７１件 

５，０６１千円  

ー 

・令和２年２月２７日付事務連絡「新型コロナウ

イルス感染症により保育所等が臨時休園等した

場合の「利用者負担額」及び「子育てのための

施設等利用給付」等の取扱いについて」（内閣

府）・茨木市特定教育・保育施設、特定地域型

保育事業の利用者負担額等に関する条例施行

規則第５条の利用者負担額等の減免に関する

別表の「市長が特に必要があると認めた場合」

及び茨木市待機児童保育室条例施行規則第８

条第１項第３項の「市長が特に必要があると認

めた場合」とし、減額措置を実施した。 

対象の世帯に利用者負担額の減免を実施できた。減免事務が

入所事務の繁忙期と重なり事務が輻輳し、一部で額の認定の誤

りがあった。後日追加徴収や返還の事務が発生した。 

歳入予算科目

より還付 

保育幼稚

園事業課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

14 
学童保育室利用料の減

額 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防

止することを目的に、家庭保育に協力、又

は、新型コロナウイルス感染症に感染若しく

は感染疑いがある場合等で、学童保育室を

欠席、又は、登室自粛した場合、欠席日数に

応じて学童保育室利用料を減額するもの。 

市 市 

学童保育室に入室してお

り、新型コロナウイルス感

染症に関する理由で学童

保育室を欠席した児童が

いる世帯。 

R2.3.1 

～R2.3.31 

 

R2.4.1 

～R3.3.31 

 

R3.4.1 

～R4.3.31 

 

R4.4.1 

～R5.3.3１ 

１，７８６件 

７，１５４千円 

 

６，４８７件 

３２，０１９千円 

 

９，７８９件 

３２，７１０千円 

 

６４４件 

１，５５２千円 

ー 

内閣府及び厚生労働省から送付された「新型

コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休

園等した場合の「利用者負担額」及び「子育て

のための施設等利用給付」等の取扱いについ

て」において、保育所の利用者負担額等の減額

に関する対応が示されたことから、保育所におけ

る対応と合わせて、学童保育室利用料の減額措

置を開始した。 

児童の欠席日数に応じて利用料を減額する事務処理は時間と

労力を要するものであったが、登室を自粛することで利用料が減

額されることから、児童の登室率を抑えることができ、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止に寄与することができた。 

利用料納付が

あったものを還

付しているため

予算額なし。 

学童保育

課 

15 

母子父子寡婦福祉資金

貸付の償還金の支払猶

予 

新型コロナウイル津感染症の影響による休

業や失業等により、支払期日に償還を行う

ことが著しく困難になった場合、その支払い

を猶予するもの。 

市 府 
母子家庭の母、父子家庭

の父、寡婦 など 
－ － － － － 

大阪府の貸付

制度（継続事

業）のため、

「－」表記とな

っているか所

がある。 

こども政

策課 

16 
水道料金と下水道等使

用料の支払猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

一時的に水道料金・下水道等使用料の支

払が、困難な利用者を対象として、水道料

金・下水道等使用料の支払猶予の措置を

実施するもの。 

市 国 

水道料金・下水道等使用

料の支払が、一時的に困

難な方 

Ｒ２．５．１ 

～Ｒ５．５．７ 

４３件 

４７５，７４５円 
－ 

「新型コロナウイルス感染症の発生により影響

を受けた方々に対する公共料金の支払猶予に

ついて」（令和２年３月１９日総務省自治財務局

公営企業課長通知）において、水道・下水道等

の公共料金の支払猶予に係る要請があったこと

から実施した。 

コロナ感染症が拡大する前から、生活困窮全般の支払猶予の相

談・申請等の対応を行っていたので、概ね困難なく業務を達成し

た。 

  営業課 

17 国民健康保険料の減額 

【令和２年度】 

国民健康保険加入世帯の保険料負担を軽

減するため、繰越金を緊急的に活用し、保険

料（年額）を昨年度並みに減額する。 

【令和３年度、令和４年度】 

コロナ禍における国民健康保険加入世帯の

保険料負担を軽減するため、繰越金を緊急

的に活用し、保険料（年額）の上昇を抑制す

る。 

市 市 国民健康保険加入者 

令和２年度～令

和４年度の保険

料 

１人当たり保険料 

【R２年度】 

＜軽減前＞ 

１６０，２３０円⇒ 

＜軽減後＞ 

１４６，３１０円 

【R３年度】 

 ＜軽減前＞ 

１６３，０２４円⇒ 

＜軽減後＞ 

１４９，３４７円 

【R４年度】  

＜軽減前＞ 

１６８，８４４円⇒ 

＜軽減後＞ 

１５７，３０４円 

－ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

が多岐に及んでいる現状から、国保被保険者の

保険料負担を軽減するため、緊急的に実施し

た。 

令和２年度においては、前年度並みの保険料率とすることがで

き、また令和３年度及び令和４年度においても、保険料上昇を抑

制することができ、おおむね保険料の負担軽減を図ることができ

た。 

  
保険年金

課 

18 下水道等使用料の減額 

一般家庭における日常生活を支援するた

め、下水道等使用料のうち基本料金を定額

で減額 

（７、８月検針時において一般家庭の基本料

金の１か月分（基本料金の半額相当を２か

月分） ５５０円） 

市 市 全契約者 
Ｒ２.７月・８月の

検針分 

１３２,５８５件 

７２,９２２千円 

【令和２年６月補正】 

70,０００千円 

新型コロナウイルス感染拡大のため緊急事態宣

言が延長され、外出自粛要請等で在宅期間が

長くなったことから、一般家庭の日常生活を支援

するため、下水道等使用料を定額で減額した。 

府下でも例外的に水道料金に併せて下水道等使用料の基本料

金を減額し、感染拡大期から回復準備期へと移行する中で、広く

一般家庭の日常生活の支援ができた。 

補正予算不足

額は予算科目

である繰出金

の中で調整 

下水道総

務課 

19 水道料金の減額 

一般家庭の日常生活を支援するため、水道

料金のうち基本料金を定額で減額。 

（7、8月検針時において一般家庭の基本料

金の１か月分（基本料金の半額相当を２か

月分）935円） 

市 市 全契約者 
Ｒ2．7月・8月の

検針分 

１３６，５７９件 

１２７，７０２千円 

【令和２年６月補正】 

１２８，０００千円 

新型コロナウイルス感染拡大のため緊急事態宣

言が延長され、外出自粛要請等で在宅期間が

長くなったことから、一般家庭の日常生活を支援

するため、水道料金を定額で減額した。 

感染拡大期から回復準備期へと移行する中で、広く一般家庭の

日常生活の支援ができた。  
  営業課 

20 水道料金の免除 

一般家庭の日常生活を支援するため、水道

料金のうち基本料金２か月分を免除。（口

径３０㎜まで） 

市 市 
一般家庭 

（口径限定） 

R５．１月・２月の

検針分 

１３５，９４９件 

２２１，８５９千円 

【令和４年１２月補正】  

２３５，７００千円 

 

コロナ禍における物価高騰により、一般家庭の

負担が増加していることから、一般家庭における

日常生活を支援するため実施。 

検針時に「基本料金の免除チラシ」をポスティングするなど、多く

の媒体で周知に務め、十分な効果が得られた。 
全額国庫補助 営業課 
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７． 期間の延長に関する支援 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 
法人市民税申告期限の

延長 

新型コロナウイルス感染症の影響により、期

限までに申告等が困難な法人の届出の延

長 

市 国 法人市民税申告法人 

R２年度 

R３年度 

R４年度 

R５年度 

３８６件 

１４０件 

９６件 

8件 

－ 

令和２年４月２１日付け総務省自治税務局企画

課事務連絡により、国税における取扱いに準じ

て、新型コロナウイルス感染症の影響により、期

限までに申告等が困難な法人のために、簡易な

方法による個別の申告・納付期限延長を認める

よう通知があった。 

新型コロナウイルス感染症により法人業務の縮小や決算作業の

遅延等の理由で、期限までに申告・納付が難しい法人に対して

一定の救済ができたものと評価できる。一方で、申告・納付期限

延長を適用させるために、基幹税務システムへの入力点検等の

作業が新たに発生し、法人市民税の賦課業務に一定の支障が

生じた。 

Ｒ５．５．８から５

類感染症に変

更され、国税に

おける取扱い

が一部見直さ

れたことによ

り、本市におい

ても、法人が税

務署に提出し

た「災害による

申告、納付等

の期限延長申

請書」を申告

書に添付する

ことによって、

個別指定によ

る申告・納付

期限の延長申

請を引き続き

受け付けてい

る。 

市民税課 

2 
自転車駐車場の定期利

用券の有効期間の延長 

市営駐車場の定期利用者に対して、指定の

必要書類を自転車駐車場に提出することに

より、使用しなかった月数に応じて、定期券

の有効期間を無償で延長する。 

市 市 市営駐車場定期利用者 
R２．4．8 

～R2．5．３１ 

983件 

（自転車９５５件、 

原付１８件、 

自動二輪１０件） 

１，８４６，８５５円 

- 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う

「緊急事態宣言」に基づき、大阪府からの施設

の利用制限等の要請により、一定期間以上市

営駐車場を利用しなかった定期券利用者の方

（自動車を除く。）への対応を図った。 

公平、公正に判断するため、無償延期の条件設定に苦慮した。他

の自治体で実施しているケースは少なかった。学生を主体に、一

般の利用者も条件付きで対象としたが、想定よりも少なかった。 

  
交通政策

課 

3 
保育所等の休園協力要

請期間 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための

家庭保育の協力要請期間を令和２年６月３

０日まで延長 

施設での保育集団の小規模化を行い感染

症のまん延防止を図るとともに、保育士の確

保を図ることを目的とするもの 

市 市 各保育施設及び各利用者 
R２.３．１ 

～R2.6.30 

文書にて各施設

に通知 
ー 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、当初３

月末までとされていた休園協力要請期間の延

長を決定。合わせて、休園等の協力をいただい

た方の利用者負担額につきましては、登所、登

園日数に応じて日割り計算し、減免対応とするこ

とを通知。 

家庭保育への協力を得たことで、感染拡大防止において一定の

効果があったものと考えられる。 
  

保育幼稚

園事業課 

4 
児童扶養手当の認定請

求書等届出 

ひとり親になったこと等で、児童扶養手当を

申請する人の届出の延長 
市 国 

児童扶養手当の認定請求

書等申請者で、新型コロ

ナウイルス感染症の影響

を受けた者 

－ － － 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観

点から、受給資格者が外出を控える等した結

果、認定請求等することができない場合には、個

別の事情を考慮して、弾力的な対応をするよう、

国からの事務連絡により周知されたもの。 

－   
こども政

策課 

5 
児童手当の認定請求書

等届出 

出生・転入で、児童手当を申請する人の届

出の延長 
市 国 

児童手当の認定請求書等

申請者で、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受け

た者 

－ － － 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観

点から、受給資格者が外出を控える等した結

果、認定請求等することができない場合には、個

別の事情を考慮して、弾力的な対応をするよう、

国からの事務連絡により周知されたもの。 

－   
こども政

策課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

6 

住宅用太陽光発電システ

ム等設置事業補助制度

の申請期限の延長 

家庭での新エネルギー及び省エネルギー機

器の普及を促進し、もって地球温暖化に影

響を及ぼす二酸化炭素排出量の削減を図

ることを目的に以下の設備を自宅に設置し

た個人に設置費用の一部を補助する。【対

象設備】①住宅用太陽光発電システム ②

①と同時期に設置の家庭用燃料電池（エネ

ファーム） ③自然循環型太陽熱温水器 ④

強制循環型ソーラーシステム ⑤蓄電システ

ム 

【補助金額】①出力１キロワット当たり１万２

５００円(上限４キロワット) ②④⑤上限４万

円 ③上限３万円 

【申請期間】対象システムを設置後（①住は

電力受給後）６か月以内。ただし、緊急事態

宣言期間中に申請期限が到来した場合は、

Ｒ２．７．３１までに限り申請を受け付ける。 

市 市 

住民基本台帳に基づき本

市の住民基本台帳に記録

されている者で新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防

止対策の実施のため、や

むを得ず申請期限までに

申請ができない者 

Ｒ２．４．10 

～Ｒ２．７．31 
１件 － 

住宅用太陽光発電システム等の補助金交付申

請では、期限までに直接持参して提出することと

していた。新型コロナウイルス感染症の拡大防

止対策の実施のため、やむを得ず申請期限まで

に来庁することができない事由があると認めら

れる場合、期限到来後も申請できる特例措置を

設けることとした。 

申請期限の延長を図ることで、新型コロナウイルス感染症により、

申請期限までにやむを得ず申請できない者に対し、対応ができ

た。 

  
環境政策

課 
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８． その他事業 

NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

1 

茨木市新型コロナウイル

ス感染症陽性者又は濃

厚接触者認定者に対する

買物等支援サービス事業 

新型コロナウイルス感染症陽性者又は濃厚

接触者認定者に対して、自宅療養期間中の

生活不便を支援するための事業である。 

市 市 

新型コロナウイルス感染症

陽性者又は濃厚接触者認

定者 

Ｒ3．３．１ 

 ～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

 ～Ｒ４．３．３１ 

 

Ｒ４．４．１ 

 ～Ｒ５．３．３１ 

０件 

９６千円 

 

９５件 

９４０千円 

 

１２６件 

７４５千円 

【補正】７３４千円 

 

【当初】１，７０３千円 

【流用】－５００千円 

 

【当初】６１９千円 

【流用】＋３５７千円 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、自宅で

の療養者が増えたため、買い物代行や薬の受け

取り代行により生活支援を行うとともに、療養者

の外出に起因する感染拡大を防ぐために事業を

実施した。 

自宅療養者のニーズに合わせ、自宅療養支援パックでは入手で

きない生鮮食品等の購入や薬の受け取り代行をすることで、療養

者の生活支援につながった。 

また、自宅療養者支援センターで事業の周知を図ることにより利

用者の増加につなげることができた。 

  
地域福祉

課 

2 

茨木市新型コロナウイル

ス感染症陽性者又は濃

厚接触者認定者に対する

日用品・食料品・乳幼児

食等の配達支援事業 

新型コロナウイルス感染症陽性者又は濃厚

接触者認定者に対して、在宅療養期間中等

における生活に係る不安や負担を軽減する

ため、自宅療養支援パック（日用品・食料

品・乳児食等）の配達支援を行う。 

市 市 

 

①自宅で療養を行う新型

コロナウイルス感染症陽性

者②自宅で健康観察を行

う新型コロナウイルス感染

症の濃厚接触者 

Ｒ３．３．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

 

 

Ｒ４．４．１ 

～Ｒ５．３．３１ 

９９人 

１，０１３千円 

 

８，５６０人 

８８，６０３千円 

 

 

１８，６８９人 

１８３，５１７千円 

 

【２月補正】２，８８３千円 

 

【当初】１１，３４６千円 

【補正】３１，７２０千円 

【流用】４５，５３７千円 

 

【当初】２５，０６６千円 

【補正】１６６，０１８千円 

自宅療養期間に対する不安や負担を軽減す

るとともに、買物等の生活不便を支援し、

外出に起因する感染拡大を防ぐため、新型

コロナウイルスの陽性者及び濃厚接触者へ

の自宅療養支援パックの配達支援を実施す

ることとした。 

事業開始時、「支援パック」「買物代行」等の支援サービスにつ

いて、府内では前例がない状況での実施であったが、感染が拡

大した際にも、自宅療養者に迅速かつ円滑に支援物資を届ける

ことができた。 

また、支援サービス利用者にアンケートを実施し、物品の見直し

等を行った結果、利用した９７％以上の世帯から「とても満足」

「満足」と回答があり、事業目的を達成することができたと考えて

いる。 

  
福祉総合

相談課 

3 

茨木市新型コロナウイル

ス感染症自宅療養者支

援センター 

【目的】新型コロナウイルス感染症による自

宅療養者である市民の不安の解消を図る

ため、生活サポート並びに健康相談を実施

するもの 

【内容】新型コロナウイルス感染症による自

宅療養者の困りごとの把握と相談・支援 

市 市 

新型コロナウイルスに感染

し、保健所などから自宅療

養を指示された市内在住

の方 

Ｒ3．12．13 

～Ｒ４．３．３１ 

 

 

Ｒ４．４．1 

～Ｒ５．３．３１ 

 

発信１，６５３件 

問合せ件数 

２，１６９件 

 

発信３，８５５件 

問合せ件数 

６，８６０件 

ー 

府保健所が持つ新型コロナウイルス感染症者

の個人情報を市町村に提出することが可能とな

ったことから、自宅療養中である市民の不安解

消を図るため、今まで実施していた支援パック・

買物代行等の提供に加え、安否確認や困りごと

への対応など、生活面での支援を充実していく

こととした。 

国・府において、基準などが変化するため、制度変更への対応が

常に求められた。 

本市独自の取組であるセンターを福祉総合相談課内に設置した

ことにより、感染拡大時に職員応援体制を迅速に整えることがで

きた。また、なかなか連絡を取ることのできない方への安否確認

等の緊急対応が必要な場合、保健所との連携により、迅速な支

援対応ができた。 

  
福祉総合

相談課 

4 

茨木市新型コロナウイル

ス感染症による自宅療養

者へのごみ収集支援事

業 

新型コロナウイルス感染症により、自宅療養

をされている世帯の在宅生活負担を軽減す

るため、戸別にごみの収集を行う。 

市 市 

市内に居住し、世帯全員

が保健所による次の外出

制限を受けており、家庭か

らのごみなどをごみ集積場

所まで持ち出すことが困

難な世帯 

（対象者） 

 ・検査結果が陽性で、自

宅療養となっている者 

 ・濃厚接触者となり、外出

制限を受けている者 

R３.12.13 

～R5.3.31 

申込世帯数 

１２３世帯 

 

収集回数 

１１７回 

ー 

外出が制限される自宅療養者の増加に伴い、そ

の生活の安定と不安の解消を図ることを目的

に、茨木市自宅療養者支援センターを設置の

下、ごみの戸別収集など、必要な支援を提供す

ることとした。 

実施期間における申込・収集時においては、輻輳することなく、申

込者の収集希望日に概ね沿うことができ、順調に推移したことか

ら、当初の目的は達成できたと考えている。 

また、感染力が強く、拡大する状況下において、収集員が廃棄物

からも感染した事例もあるため、実施にあたっては、通常業務も

含めた業務全体を継続する観点から、職員の健康管理など、そ

の感染予防対策を講じる必要がある。 

  
環境事業

課 

5 

新型コロナウイルス感染

症対策に係る災害用備

蓄品の充実 

災害時の避難所において集団感染が発生

しないよう、感染症予防対策の備蓄品を早

期に充実を図る。 

Ｒ２整備品：消毒液、段ボールベッド、マスク、

使い捨て手袋、ペーパータオル 

Ｒ３整備品：ウェットティッシュ、ブルーシート 

市 市 
指定避難所への避難者、

在宅避難者等 

Ｒ２．４．１ 

～Ｒ３．３．３１ 

 

Ｒ３．４．１ 

～Ｒ４．３．３１ 

６，９７１千円 

 

 

１，８９３千円 

７，８８０千円 

 

 

２，６７９千円 

令和２年４月以降、国（内閣府、消防庁、厚生労

働省）からの通知に基づき、災害時の避難所に

おいて集団感染が発生しないよう、備蓄の増強

を迅速に行う必要があるため、感染症予防対策

の備蓄品の充実を図った。 

ガイドライン等に基づく感染症予防対策物品を全指定避難所７５

か所の倉庫内に配置できた。配置後、感染症予防対策を踏まえ

た避難所運営を行ったが、職員、避難者も含め、り患者は発生し

なかったことから、事業目的は概ね達成できた。 

 

 

危機管理

課 

6 特別職の給与の引き下げ 

新型コロナウイルス感染症拡大の対応とし

て、特別職の給与費等を削減するもの。 

（給料月額を２０％減額） 

市 市 
特別職（市長・副市長・教

育長・常勤の監査委員） 
R2．6～R3．3 △９，５１５千円 △９，２３４千円 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事

態宣言後、多くの市民の生活に種々の影響が出

ている等の社会情勢を考慮し、特別職の職員の

給与を引き下げることとした。 

特別職の職員の給与を総額９１５万５千円減額した結果、新型コ

ロナ対策費等、他事業の予算に流用することができた。 
  人事課 

7 
職員用のサージカルマス

ク等の購入 

新型コロナウイルス感染症予防のため、窓

口等で市民と対応する職員に対して配布す

るマスク等を購入するもの。 

市 市 

窓口対応職員、保育士、

幼稚園教諭、学童保育指

導員 

R2．6～R5．5 

配布枚数マスク

８３，４００枚 

当て布 

８８，７７０枚 

【補正（R２．６補正）】＋

１,８７５千円 

【当初(R3)】７５０千円 

【当初(R4)】１７６千円 

【当初(R5)】３６千円 

令和２年２月２５日付で国において決定された

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等を

受け、窓口業務に従事する職員に対してマスク

着用を義務化するため、マスク等を購入すること

とした。 

市中のマスクの流通量が少ない中でも職員のマスク着用を徹底

することができ、来庁者等への感染拡大の防止や職場内でのク

ラスターの発生防止等、市の円滑な業務遂行に寄与したものと

考える。 

  人事課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

8 
窓口業務におけるキャッ

シュレス決済の推進 

コロナ禍における新しい生活様式への対応

や業務の効率化を図るため、各種証明書発

行手数料や市営葬儀使用料の支払にキャッ

シュレス決済を導入する 

市 市 

市民等 

（市民課・市民税課窓口

において、各種証明書等

交付手数料や市営葬儀等

使用料等を支払う市民

等） 

R3.2～ 

Ｒ２ 

市民課：７７１件 

市民税課：５３件 

 

 

 

Ｒ３ 

市民課：６，３８９件 

市民税課：７８６件 

 

 

 

Ｒ４ 

市民課：７，３６０件 

市民税課：１，０６５件 

 

R2 

【手数料】 

６８千円 

【導入・維持管理費】 

１，２２４千円 

 

R3 

【手数料】 

２，２６７千円 

【維持管理費】 

２３４千円 

 

Ｒ４ 

【手数料】 

１，１６９千円 

【維持管理費】 

４２５千円 

新型コロナウイルス感染症拡大防止における

「新しい生活様式」の実践に向け、接触機会の

抑制に資する取組として市民課窓口等における

キャッシュレス決済を導入することとした。 

キャッシュレス決済の利用件数は、導入後、増加傾向にある。コロ

ナ禍の影響で加速したＤＸの取組としてキャッシュレス決済の市

民ニーズも高まっている中、他自治体と比較して早期に導入する

ことができた。 

キャッシュレス決済を導入したことで、新型コロナウイルス感染拡

大の防止に寄与することができた他、市民一人ひとりのニーズに

合致した支払方法を確立したことで、窓口業務の利便性向上を

図ることができた。 

さらなるキャッ

シュレス決済

拡大の検討を

進めている。 

市民課 

市民税課 

政策企画

課 

9 
行政手続のオンライン化

の推進 

コロナ禍における新しい生活様式への対応

を図るため、電子申請システムの活用により

各種行政手続をオンライン化する。 

市 市 市民等 
Ｒ３．６．１ 

～ 

オンライン化済

手続数 

令和３年度末 

３０４手続 

 

令和４年度末 

４８２手続 

令和３年度 

【当初】３，５７６千円 

【補正】－２，６８２千円 

（府補助４４６千円） 

 

令和４年度 

２，６８４千円 

新型コロナウイルスの感染拡大を契機として令

和２年１０月に行った「茨木市ＤＸ推進に関する

宣言」において、「ＩＣＴの徹底活用により、時間

や場所にとらわれない行政手続を実現する」た

め、重点的取組分野の１つとして掲げた「行かな

くてもいい市役所」の取組として実施した。 

電子申請システムの機能の拡充や茨木市情報通信技術を活用

した行政の推進に関する条例の制定等によりオンライン化の支障

となる課題への対応を図りながら、令和４年度末現在で５４％の

手続のオンライン化を実現し、概ね順調に進んでいる。 

≪Ｒ５年度≫ 

決済が必要な

手続・請求事

務に係る手続

のオンライン化

を進める。 

DX推進

チーム 

10 

公共施設の貸室等におけ

るＷｉ－Ｆｉ型スマートロック

のモデル導入 

新型コロナウイルス感染症対策における接

触機会の抑制及び貸室利用に係る利用者

利便性及び事務効率の一層の向上を図る

ため、施設予約システムと連携したＷｉ－Ｆｉ型

スマートロックをモデル導入するもの。 

【対象施設】①春日コミュニティセンター②

三島コミュニティセンター 

市 市 

春日コミュニティセンター

及び三島コミュニティセン

ターの貸室利用者 

R3.8.25～ 

【利用件数】 

令和３年度    

 １，３９３件 

令和４年度 

 ４，４７３件 

令和５年度

（10/20時点） 

 ２，７１２件 

【補正】 

１２，５５６千円 

システム改修費、機

器設置等 

①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

「新しい生活様式」の実践として身体的接触機

会を抑制すること。 

②コミュニティセンターでは、午後に職員が常駐

しておらず、鍵の受渡しのため、利用日当日の午

前中の来館が必要であり、利用者の利便性を

向上させること。 

以上の２点から導入した。 

公共施設における館全体のスマートロックの導入事例は全国的

にもほとんどなく、事業者もノウハウが無いため、再々にわたり、事

業者や施設管理者と運用内容の整理を行った。また、施設管理

者に対して十分研修を行うとともに、チラシを作成の上、利用者

へ周知を行い、円滑な導入に努めた。 

利用者・施設管理者双方ともスマートロックに対して好評である

ため、順次導入施設を拡充予定であり、モデル導入事業の目的

は概ね達成できた。 

【拡充施設】 

≪R５年度≫ 

・沢池コミセン 

・おにクル 

≪R６年度以降≫ 

年度当たり２～

３施設程度の

拡充予定  

財産活用

課 

11 
公共施設におけるＷｉ-Ｆｉ

環境の整備 

コロナ禍に対応した行政サービス水準の向

上のため、貸室を有する公共施設の館内無

線ＬＡＮ化及びモバイルＷｉ－Ｆｉルーターの無

料貸出により、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を行うも

の。 

市 市 

・貸室を有する公共施設

の利用者 

・施設主催事業参加者 

R3.4.12～ 

・館内無線ＬＡＮ

化：４施設 

 

・モバイルＷｉ-Ｆｉ

ルーター：４７施

設に７５台配備 

【補正】 

・館内無線ＬＡＮ化

（修繕料）：１７，２６３

千円 

※施設所管課予算 

・モバイルＷｉ-Ｆｉルー

ター（通信運搬費）：

１５０千円※Ｒ３年度

以降は１，４８８千円 

コロナ禍において、本市の貸室等へのＩＣＴを活

用した新たなニーズ（オンライン講座や会議、リ

モートワーク、ネット配信等）の高まりがみられる

ことから、館内無線 LAN化及びモバイルWi-Ｆｉ

ルーターの貸出等により、Wi-Fi環境の整備を

行った。 

モバイルWi-Ｆｉルーターの貸出は２年間のトライアル事業の位置

付けで導入したため、すべての利用者を対象にアンケートを行っ

た。99％の利用者がモバイルWi-Ｆｉルーターの貸出により、貸室

の利用機会が増えること、また、事業継続を希望するとのアンケー

ト結果を受け、令和５年度以降についても台数を精査した上で、

貸出事業を継続することとした。 

災害時には避

難所運営等に

活用している。 

財産活用

課 

12 
庁内におけるＩＣＴ環境の

充実 

コロナ禍に対応した業務体制の確保及び業

務の効率化等を図るため、チャットツールや

各種オンライン会議ツール、リモートワーク等

が行えるＩＣＴ環境の構築を行うもの。 

市 市 職員 Ｒ３．４．１～ 34,42５千円 

Ｒ３ 

６０，０６１千円 

※国補助(10/10) 

コロナ禍における新しい生活様式に対応した、

業務体制の確保と業務の効率化等を図るため、

Web会議やリモートワーク等が行えるＩＣＴ環境

を整備・充実することとした。 

職員のワークスタイルについてデジタル化をすすめ、接触機会の

抑制や新しい生活様式への対応、行政の業務体制の確保等に

資する環境を整備することができた。 

  
情報シス

テム課 
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NO. 支援制度名 事業等概要 
実施

主体 

事業等 

決定主体 
対象者 対象期間 実績等 予算額 業務導入の経緯（実施根拠等） 業務の評価 備考 担当課 

13 デジタル活用支援窓口 

接触機会の低減など、新型コロナ対策に効

果的なデジタル行政サービスの利用促進を

図ることを目的とし、デジタル機器の活用に

ついて気軽に相談できる窓口を市役所内

(南館１階)に定期的に設置するもの。 

市 市 市民 

Ｒ３年度 

Ｒ４．１．１７ 

～３．１４ 

※毎週月曜日に

実施（全９回） 

Ｒ４年度 

Ｒ４．１０．３ 

～Ｒ５．３．２７ 

※毎週月曜日

（祝日の場合は

翌日）に実施（全

２５回） 

Ｒ３年度 

延べ利用者数 

１２９人 

負担金４９５千円 

 

Ｒ４年度 

延べ利用者数 

６０３人 

委託料１，７３３千

円 

Ｒ３年度 

既定予算で対応 

Ｒ４年度 

２，１１９千円 

新型コロナウイルスの感染拡大を契機として令

和２年１０月に行った「茨木市ＤＸ推進に関する

宣言」において、ＩＣＴの徹底活用により、時間や

場所にとらわれない行政手続を実現することとし

た。ＩＣＴの活用を推進するにあたり、デジタル機

器の使用が苦手な方を支援する施策として、本

事業を実施するに至った。 

コロナ禍における新しい生活様式への対応に不可欠となるデジ

タル機器の使用における疑問を解消することが難しい中で(教え

てくれる人が身近にいない：８５％※)、 高い満足度(５段階評価

の４以上：９７％※)を得ており、デジタル機器の積極的な使用を促

す機会とすることができた。 

 

※令和４年度利用者アンケート 

令和３年度は

「デジタル専門

人材による地

方創生の推進

に関する連携

協定」における

取組の一環と

して試験実施。 

DX推進

チーム 

14 

市民体育館第５体育室へ

の換気機能付き空調設

備の設置 

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策と

して、密閉を避けるために市民体育館第５体

育室に空調設備を設置するもの。 

市 市 市民体育館第５体育室 

契約期間： 

Ｒ２．10．5 

 ～Ｒ３．1．３１ 

９，６８０千円 
【補正】５，０００千円 

※国補助(3/１０） 

新型コロナウイルス感染症によるスポーツ施設

の閉鎖などにより、市民の運動する機会が失わ

れた。                                    

感染症の状況をみながら施設を開設する際に、

安全にスポーツを楽しんでもらえるよう、屋内施

設でも３密対策を確保する必要があったため、

空調設備の設置を決定した。 

スポーツ庁による交付金「安全で安心にスポーツができる体育

館・武道場の施設整備（学校施設環境改善交付金）」を活用し

たが、初めての申請手続きであったため、関係機関への確認等に

時間を要した。 

施設の全館空調及び照明の改修工事と同時期に本修繕を行っ

たことにより、工事担当課や業者等との調整を要したが、コロナ

禍においてもスポーツを取り組む環境が整備できた。 

  
スポーツ

推進課 

15 
西河原公園屋内運動場

への換気設備の設置 

新型コロナウイルス感染拡大の防止対策と

して、密閉を避けるためにエアー搬送ファン

を設置し、滞留空気を誘引・搬送することで

効率的に換気を行う。 

市 市 西河原公園屋内運動場 

契約期間： 

Ｒ２．10．5 

 ～Ｒ３．1．３１ 

９，３５０千円 
【補正】１０，０００千円 

※国補助(3/１０） 

新型コロナウイルス感染症によるスポーツ施設

の閉鎖などにより、市民の運動する機会が失わ

れた。                                    

感染症の状況をみながら施設を開設する際に、

安全にスポーツを楽しんでもらえるよう、屋内施

設でも３密対策を確保する必要があったため、

換気設備の設置を決定した。     

スポーツ庁による交付金「安全で安心にスポーツができる体育

館・武道場の施設整備（学校施設環境改善交付金）」を活用し

たが、初めての申請手続きであったため、関係機関への確認等に

時間を要した。 

設備の設置をしたことにより、効率的な換気を図ることができた。 

  
スポーツ

推進課 

16 
保険料に係るキャッシュレ

ス決済の導入 

国民健康保険料において、スマートフォンの

アプリケーションを利用したモバイル収納等

を導入することで、新しい生活様式への対

応を行う。 

市 市 国民健康保険加入者 Ｒ３．６～ 

令和３年度 

５，５９６件 

 

令和４年度 

１０，１２９件 

－ － 
コロナ対策としての効果だけでなく、キャッシュレス化の流れにも

対応し、市民の利便性が大きく向上した。 
  

保険年金

課 

17 
公園及び児童遊園の修

繕対応 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

「緊急事態宣言」が発出された中、公園利

用者が増加傾向にあり、都市公園・児童遊

園等の適正な維持管理に努め、利用者の

安全性を確保するもの。 

市 市 市民 

R２年度 

 

 

R３年度 

 

修繕料 

１９，０９４千円 

 

修繕料 

25,829千円 

 

【補正】１９，０９４千円 

 

 

【補正】 25,829 千円 

新型コロナウイルスにおいて「緊急事態宣言」が

発出された中、公園利用者が増加傾向にあり、

公園及び児童遊園の遊具等施設の適正な維持

管理のためブランコ等遊具の修繕を行った。 

市内の都市公園及び都市緑地２２５か所、児童遊園２２９か所の

公園遊具等の部材の交換・補修等修繕を速やかに実施できたこ

とから、遊具等の瑕疵による事故等の発生には至らず、施設の適

正な維持管理を行うことができた。 

  
公園緑地

課 

18 議員報酬の減額 

財源確保のため、令和２年６月から令和３年

１月まで及び令和３年４月から令和３年１１

月までの間、議員報酬を減額した。 

市 市 市議会議員 

R２．６．１ 

～R3．１．30 

 

R３．４．１ 

～R３．11．30 

（20％減額） 

△２９，８７９千円 

 

（５％減額） 

△７，５００千円 

【補正】 

△30,000千円 

 

【補正】 

△7,000千円 

令和２年第３回茨木市議会臨時会及び令和３

年第２回茨木市議会定例会において、新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る本市の諸政策に

協力するため、議員から議員報酬の減額改定が

提案され、可決された。 

議員報酬の減額分の予算を他事業に充てることができた。   

市議会事

務局総務

課 

19 
救急活動における感染防

止資機材の導入 

新型コロナウイルス感染症患者等の移送・

搬送時における感染を防ぐため、ウイルスの

拡散を防止する資機材（アイソレーター）を

購入する。 

市 
国 

市 

病院への移送・搬送が必

要となる新型コロナウイル

ス等の感染症患者 

R2．12．10 

～R5．3．31 
0件 

 

※国補助(5/１０） 

【補正】＋１，１８８千円 

令和２年４月７日に閣議決定された令和２年度

補正予算（案）に緊急消防援助隊設備整備費

補助金が計上され、新型コロナウイルス等の感

染症患者の移送・搬送に万全を期すため、感染

対策用資機材としてアイソレーターが新たに補

助対象に加えられたことから、今後の救急活動

や、緊急消防援助隊の活動における隊員の感

染防止を目的とし、導入したもの。 

導入以降、アイソレーターを必要とする事案は発生せず、簡易的

に設置可能なアイソレーションフードで対応可能であったため、現

時点で使用機会は無いが、本製品は、１類感染症に対応可能な

高度な機能を有した資機材で、傷病者を完全に隔離することが

できるため、今後発生しうる感染力の強い感染症やテロを含むＮ

ＢＣ災害等で使用する可能性があり、大きな効果が期待できる。 

  警備課 

 


